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Ⅰ 租税特別措置等に係る政策評価の概況 

１ 租税特別措置等に係る政策評価の枠組み 

(1) 租税特別措置等（特定の行政目的の実現のために税負担の軽減・繰延べを行うものに限る。）に係る政策評価の枠組みは、

以下のとおりとされている（図表1参照）。 

ア 事前評価

① 法人税、法人住民税又は法人事業税関係の租税特別措置等の新設、拡充又は延長要望については、事前評価を行わなけ

ればならないとされている（行政機関が行う政策の評価に関する法律（平成13年法律第86号）第9条並びに行政機関が行う

政策の評価に関する法律施行令（平成13年政令第323号）第3条第7号及び第8号）。 

② その他の税目関係の租税特別措置等の新設、拡充又は延長要望については、積極的かつ自主的に事前評価を行うよう努

めるものとされている（「政策評価に関する基本方針」（平成17年12月16日閣議決定。以下「基本方針」という。）Ⅰ4キ）。 

イ 事後評価

① 法人税、法人住民税又は法人事業税関係の租税特別措置等に係る政策については、必ず基本計画（同法第6条の規定に基

づき各行政機関が定める基本計画をいう。）に事後評価の対象として明記することとされている（基本方針Ⅰ5カ(ｱ)）。 

② その他の税目関係の租税特別措置等に係る政策については、積極的かつ自主的に事後評価の対象とするよう努めるもの

とされている（基本方針Ⅰ5カ(ｱ)）。 

(2) 租税特別措置等に係る政策評価を円滑かつ効率的に実施するため、その内容、手順等の標準的な指針を示す「租税特別措置

等に係る政策評価の実施に関するガイドライン」（平成22年5月28日政策評価各府省連絡会議了承。以下「ガイドライン」とい

う。）が策定されている。 

各行政機関は、ガイドラインに基づき、所要の租税特別措置等に係る政策評価を実施し、各行政機関における検討作業や政

府における税制改正作業に有用な情報を提供することが求められる。 

 また、ガイドラインⅡ6（総務省による客観性担保評価活動）においては、「総務省行政評価局は、各行政機関が実施した政

策評価の結果を対象として、その客観性及び厳格性についての点検を実施する。点検結果については、毎年度の税制改正作業

に対し、適時に提供する」とされている。 
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図表1 租税特別措置等に係る政策評価の対象範囲 

２ 租税特別措置等に係る政策評価の実施状況 

令和2年度税制改正要望に際し、原則、令和元年9月24日までに総務大臣に送付された租税特別措置等（租税特別措置法（昭和

32年法律第26号）又は地方税法（昭和25年法律第226号）以外の法律により規定されるものを含む。）に係る政策の評価書（共同

要望で主管省庁ではない事項に係る事前評価書を除く。）は、10行政機関で計64件あった（図表2参照）。 
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図表2 各行政機関における政策評価実施件数 

行政機関名 

事前評価 

事後評価 合計 義務付け対象 努力義務 

対象 新設 拡充 延長 拡充・延長 計 

内閣府 0 0 3 2 5 0 0 5

金融庁 0 1 2 0 3 0 0 3

総務省 1 0 1 1 3 0 0 3

文部科学省 1 0 0 0 1 0 0 1 

厚生労働省 0 0 3 0 3 1 2 6 

農林水産省 0 1 2 0 3 0 0 3 

経済産業省 2 1 5 1 9 12 1 22 

国土交通省 0 0 7 2 9 2 3 14 

環境省 0 0 1 0 1 0 3 4

防衛省 0 0 1 0 1 2 0 3

合 計 4 3 25 6 38 17 9 64 
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Ⅱ 点検結果の概況 

１ 点検対象・点検方法 

総務省（行政評価局）は、毎年度、各行政機関が実施した租税特別措置等に係る政策評価を点検しており、令和元年度の点検

では、各行政機関に実施が義務付けられている法人税、法人住民税又は法人事業税に関係する租税特別措置等に係る事前評価38

件を重点的に点検することとした。 

点検に当たっては、ガイドラインにおいて評価書に記載が求められている項目の中から、政策目的の実現に向けた手段として

の「有効性」に重点を置き、点検項目「(1)達成目標」、「(2)過去の適用数」、「(3)将来の適用数」、「(4)過去の減収額」、

「(5)将来の減収額」、「(6)過去の効果」及び「(7)将来の効果」を設定した（図表 3参照）。 

点検は、政府全体で進められているＥＢＰＭ（証拠に基づく政策立案）の取組も踏まえ、設定した(1)～(7)の各項目について、

客観的なデータに基づき分析・説明されているかを中心に行うこととし、分析・説明の内容が不十分と思われる点については、

点検プロセスにおいて各行政機関に補足説明を求め、それでも改善が見られなかった場合、その点を課題として指摘することと

した。その結果は、Ａ～Ｅの 5段階に分類して表すこととした（図表 4参照）。 

図表3 点検項目 
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図表4 分類（Ａ～Ｅ）の考え方 

分類 考え方 分析・説明の有無 定量化の有無 
十分な算定根拠

等の説明の有無 
十分な分析・説明

の有無（注） 

Ａ 
一定の分析・説明はされており、今後も評価水準の維持向上を

図っていくべきもの 
あり あり あり あり 

Ｂ 
データが算定根拠とともに示されているが、それらを用いた分

析・説明が十分ではないもの（外部要因が勘案されていない、

想定と実態がかい離しているが原因分析が不十分など） 

あり あり あり なし 

Ｃ 
定量的なデータによって分析・説明されているが、その算定根

拠等が不足しているもの 
あり あり なし  

Ｄ 定性的説明はされているが、定量化が不十分なもの あり なし   

Ｅ 分析・説明されていないもの なし    

（注） 外部要因を考慮した措置の直接的効果の分析等 

 

２ 点検結果 

租税特別措置等に係る事前評価38件の点検結果は、図表5及び6のとおりである。なお、過去の適用数、過去の減収額及び過去

の効果については、それぞれの母数から新設要望等に係る評価書5件を除いている。 

全体の状況としては、点検プロセスにおける各行政機関の補足説明によって、「適用数」及び「減収額」については分析・説

明の内容に改善が見られたが、「達成目標」の設定及び「効果」の分析・説明は十分とは言い難い状況にあった（図表5参照）。

また、客観的なデータがその算定根拠とともに示されていない（達成目標にあっては、達成すべき水準（目標値）が目標達成時

期とともに示されていない）もの（Ｃ～Ｅ段階）の割合は、(1)達成目標は84.2％（32/38件）から57.8％（22/38件）に、(2)過

去の適用数は63.6％（21/33件）から30.3％（10/33件）に、(3)将来の適用数は84.2％（32/38件）から50.0％（19/38件）に、(4)

過去の減収額は81.8％（27/33件）から42.4％（14/33件）に、(5)将来の減収額は92.1％（35/38件）から60.5％（23/38件）に、

(6)過去の効果は78.7％（26/33件）から63.6％（21/33件）に、(7)将来の効果は94.7％（36/38件）から84.2％（32/38件）にな

った（図表6参照）。一方、分析・説明がされていない項目が残る著しく不十分な評価書（Ｅ段階）も17件あった。 
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(1)達成

目標

(2)過去の

適用数

(3)将来の

適用数

(4)過去の

減収額

(5)将来の

減収額

(6)過去の

効果

(7)将来の

効果

当初（補足説明前）

点検結果（補足説明後）

図表5 補足説明の前後における     図表6 租税特別措置等に係る政策評価の点検結果（点検項目別） 

分析・説明状況の比較

項目 

分類 

(1)達成

目標

(2)過去

の適用数 

(3)将来

の適用数 

(4)過去

の減収額 

(5)将来

の減収額 

(6)過去

の効果 

(7)将来

の効果 

Ａ 13 (4) 23 (12) 19 (6) 19 (6) 15 (3) 2 (1) 2 (0) 

Ｂ 3 (2) － － － － － － － － 10 (6) 4 (2) 

Ｃ 9 (15) 9 (20) 13 (25) 14 (26) 18 (28) 11 (15) 6 (7) 

Ｄ 9 (12) 0 (0) 2 (0) 0 (0) 0 (0) 5 (3) 17 (6) 

Ｅ 4 (5) 1 (1) 4 (7) 0 (1) 5 (7) 5 (8) 9 (23)

（注）1 図表5は、評価書ごとに、各項目に図表4の分類に応じた点数（Ａ：4点、Ｂ：3点、Ｃ：2点、Ｄ：1点、Ｅ：0点）を付し、その合計を評価書の数（38件）で除

すことにより作成 

 2 図表6の（ ）内は、補足説明前の当初の評価書の数 

3 点検項目(2)～(5)の「Ｂ」分類については、図表4で示した観点からの点検事項がなく、当該分類に該当することがないことから、「－」と表記している。 

4 点検項目(2)、(4)及び(6)については、それぞれの母数から新設要望等に係る評価書5件を除いている。 

(1)～(7)の項目別に詳細を見ると、次のとおりである。 

また、各項目の各段階の内訳として、具体的にどのような課題が見られたかを件数とともに記載しているが、この件数は重複

して計上しているため、合計と一致しない。 

(1) 達成目標

ＥＢＰＭでは、課題を特定してその解決に向けた目標を設定し、その達成を目指すロジックを構築して統計等データの合理

的根拠に基づき検証することが重要であることから、まずは定量的な達成目標を適切に設定する必要がある。こうした観点で

点検した結果、Ａ段階のものが13件、Ｂ段階のものが3件、Ｃ段階のものが9件、Ｄ段階のものが9件、Ｅ段階のものが4件であ

った。Ｂ段階の3件の中には、達成目標の実現が政策目的の実現に寄与することが十分に明らかにされていないものが2件、達

成目標に関するその他の説明が不十分であるものが1件あった。Ｃ段階の9件は、達成目標を達成すべき時期が、要望に係る租
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税特別措置等の適用期間の最終年度又は事後評価の実施が見込まれる3年から5年後までの間において示されていないものであ

った。Ｄ段階の9件は、達成すべき水準（目標値）が測定可能な指標を用いて、定量的に示されていないものであった。Ｅ段階

の4件は、達成目標が設定されていないものであった。 

 

(2) 過去の適用数 

過去の適用数については、租税特別措置等の効果や減収額を把握するための基礎となる情報であることから、適切に把握す

る必要があるところ、Ａ段階のものが23件、Ｃ段階のものが9件、Ｄ段階のものが0件、Ｅ段階のものが1件であった。Ｃ段階の

9件の中には、適用数が税目ごとに把握されていないものが1件、適用数が分析対象期間内の年度ごとに把握されていないもの

が3件、適用数の算定根拠（計算式、計算に用いた数値及びその出典。以下同じ。）の説明が不十分であるものが7件、租税特

別措置の適用状況の透明化等に関する法律（平成22年法律第8号）（以下「租特透明化法」という。）に基づき把握される適用

実態等に関する情報を用いていないものが1件、適用数に関するその他の説明が不十分であるものが1件あった。Ｅ段階の1件

は、適用数が把握されていないものであった。 

 

(3) 将来の適用数 

将来の適用数については、租税特別措置等の効果や減収額を予測するための基礎となる情報であることから、適切に予測す

る必要があるところ、Ａ段階のものが19件、Ｃ段階のものが13件、Ｄ段階のものが2件、Ｅ段階のものが4件であった。Ｃ段階

の13件の中には、適用数が分析対象期間内の年度ごとに予測されていないものが2件、適用数の算定根拠の説明が不十分である

ものが11件、適用数に関するその他の説明が不十分であるものが2件あった。Ｄ段階の2件は、適用数が定量的に予測されてい

ないものであった。Ｅ段階の4件は、適用数が予測されていないものであった。 

 

(4) 過去の減収額 

過去の減収額については、租税特別措置等の効果が税収の減少を是認するものであるかを分析するために必須となるもので

あることから、適切に把握する必要があるところ、Ａ段階のものが19件、Ｃ段階のものが14件、Ｄ段階のものが0件、Ｅ段階の

ものが0件であった。Ｃ段階の14件の中には、減収額が税目ごとに把握されていないものが4件、減収額が分析対象期間内の年

度ごとに把握されていないものが3件、減収額の算定根拠の説明が不十分であるものが12件、租特透明化法及び地方税法に基づ

き把握される適用実態等に関する情報を用いていないものが4件あった。 
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(5) 将来の減収額 

将来の減収額については、租税特別措置等の効果が税収の減少を是認するものであるかを分析するために必須となるもので

あることから、適切に予測する必要があるところ、Ａ段階のものが15件、Ｃ段階のものが18件、Ｄ段階のものが0件、Ｅ段階の

ものが5件であった。Ｃ段階の18件の中には、減収額が税目ごとに予測されていないものが3件、減収額が分析対象期間内の年

度ごとに予測されていないものが4件、減収額の算定根拠の説明が不十分であるものが16件、減収額に関するその他の説明が不

十分であるものが2件あった。Ｅ段階の5件は、減収額が予測されていないものであった。 

 

(6) 過去の効果 

過去の効果については、達成目標の実現状況、ひいては政策目的の実現に向けた手段としての有効性を検証するために必須

となるものであることから、適切に把握する必要があるところ、Ａ段階のものが2件、Ｂ段階のものが10件、Ｃ段階のものが11

件、Ｄ段階のものが5件、Ｅ段階のものが5件であった。Ｂ段階の10件の中には、租税特別措置等が達成目標の実現に有効な手

段であったことが明らかにされていないものが5件（把握された適用数が僅少であるものが4件、把握された適用額が特定の者

に偏っているものが1件、把握された適用数が前回評価時の将来予測とかい離しているものが1件）、他の政策手段や経済情勢

等といった他の要因の影響を除いた租税特別措置等の直接的な効果が把握されていないものが9件あった。Ｃ段階の11件の中

には、効果が分析対象期間内の年度ごとに把握されていないものが8件、効果の算定根拠の説明が不十分であるものが5件あっ

た。Ｄ段階の5件は、効果が定量的に把握されていないものであった。Ｅ段階の5件は、効果が把握されていないものであった。 

 

(7) 将来の効果 

    将来の効果については、達成目標の実現見込み、ひいては政策目的の実現に向けた手段としての有効性を検証するために必

須となるものであることから、適切に予測する必要があるところ、Ａ段階のものが2件、Ｂ段階のものが4件、Ｃ段階のものが

6件、Ｄ段階のものが17件、Ｅ段階のものが9件であった。Ｂ段階の4件の中には、租税特別措置等が達成目標の実現に有効な手

段であることが明らかにされていないものが1件（予測された適用数が僅少であるもの）、他の政策手段や経済情勢等といった

他の要因の影響を除いた租税特別措置等の直接的な効果が予測されていないものが4件あった。Ｃ段階の6件の中には、効果が

分析対象期間内の年度ごとに予測されていないものが3件、効果の算定根拠の説明が不十分であるものが4件あった。Ｄ段階の

17件は、効果が定量的に予測されていないものであった。Ｅ段階の9件は、効果が予測されていないものであった。 
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３ 点検結果の活用及び今後の課題 

(1) 本年度の税制改正作業における点検結果の活用 

点検の結果、分析・説明の内容が不十分であると指摘した評価書に係る租税特別措置等については、今後の税制改正作業に

おいて、更なる検証が必要である。 
 

(2) 次期評価に向けた今後の課題 
Ｅ段階であったものは、達成目標が明確でないものや、適用数、減収額又は効果の項目のうち、全く把握されていない又は

予測されていない項目があった評価であるが、いずれの項目も租税特別措置等の有効性を分析・説明するために必要不可欠な

ものであることから、まずは何らかの分析・説明を行う必要がある。特に「達成目標」は、政策評価の実施の前提となるもの

であることから、政策目的の実現に向け、租税特別措置等により達成しようとする目標を明確に設定する必要がある。 
Ｃ・Ｄ段階であったものは、各項目の分析・説明について、定量的なデータがその算定根拠とともに示されていないもので

あるが、租税特別措置等の効果検証を客観的なデータに基づき行うためには、各項目について、少なくとも定量的なデータを

算定根拠とともに示す必要がある。特に「効果」については、他の項目と比べて、これらの段階であるものの割合が高いため、

定量的なデータを算定根拠とともに示す必要性が高いと考えられる。 
Ｂ段階であったものは、各項目の分析・説明について定量的なデータが算定根拠とともに示されているが、外部要因が勘案

されていないものや、適用数が僅少であるにもかかわらず、その原因分析が不十分なもの等であり、引き続き定量的なデータ

を算定根拠とともに示すことは維持しつつ、外部要因の勘案等を十分に行う必要がある。 
Ａ段階であったものは、現時点において特段の課題はないが、達成目標及びその実現に向けた租税特別措置等の効果等につ

いて、引き続き不断の見直しを行い、改善を図っていく必要がある。 
各行政機関は、政策評価を通じて、租税特別措置等の必要性、有効性等を明らかにする必要があり、総務省（行政評価局）

は、今後とも、関係機関や外部有識者の理解・協力も得つつ、点検活動等により、各行政機関が説明責任をより適切に果たす

よう取り組んでいく。 
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Ⅲ 個別の点検結果 

 １ 点検結果の一覧表 

   
＜点検結果の一覧表の見方＞ 

1 制 度 名  租税特別措置等の名称を記載 

 

2 区 分  租税特別措置等の要望の区分に応じて、以下を記載 
［新  設］ 租税特別措置等の新設要望に係る事前評価 
［拡  充］ 租税特別措置等の拡充要望に係る事前評価 
［延  長］ 租税特別措置等の延長要望に係る事前評価 

             ［拡・延］ 租税特別措置等の拡充及び延長要望に係る事前評価 

 

3 点 検 結 果  点検結果に応じて、以下を記載 
           Ａ 一定の分析・説明はされており、今後も評価水準の維持向上を図っていくべきもの 
             Ｂ データが算定根拠とともに示されているが、それらを用いた分析・説明が十分ではないもの（外部要因が

勘案されていない、想定と実態がかい離しているが原因分析が不十分など） 
           Ｃ 定量的なデータによって分析・説明されているが、その算定根拠等が不足しているもの 
           Ｄ 定性的説明はされているが、定量化が不十分なもの 
             Ｅ 分析・説明されていないもの 
           － 区分（新設等）の性質上、記載の必要がないもの 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

達成
目標

過去の
適用数

将来の
適用数

過去の
減収額

将来の
減収額

過去の
効果

将来の
効果

内閣01 地方における企業拠点の強化を促進する税制措置の拡充及び延長 拡・延 D A C C C B C
内閣02 国家戦略特区における特別償却又は投資税額控除の延長 延長 E C C C C D E
内閣03 国家戦略特区における所得控除制度の延長 延長 E A A A A D E
内閣04 国際戦略総合特区における特別償却又は投資税額控除の特例措置の延長 延長 C C A C C C D
内閣05 地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）の拡充・延長 拡・延 A C C A C C C

金融01 投資法人に係る税制優遇措置の延長 延長 D E E C C D C
金融02 投資信託等の二重課税調整に係る所要の措置 拡充 D ― E ― E ― D
金融03 銀行等保有株式取得機構に係る資本割の特例措置 延長 D A A A A D D

総務01 5Ｇ投資促進税制の創設 新設 A ― C ― C ― D
総務02 過疎地域における事業用資産の買換えの場合の課税の特例措置 延長 A A A A A B A
総務03 地域データセンター整備促進税制の拡充・延長 拡・延 A A A A A A B

文科01
一定の要件を満たす博物館に特定の美術品を譲渡・寄附した際の所得税等の特例措置
の創設

新設 D ― C ― C ― E

厚労01 障害者を多数雇用する場合の機械等の割増償却制度の適用期限の延長 延長 A A A A A B D
厚労02 社会保険診療報酬に係る事業税の非課税措置の存続 延長 A C D C E C D
厚労03 医療法人の社会保険診療報酬以外部分に係る事業税の軽減措置の存続 延長 B C D C E C D

農水01
農業競争力強化支援法に基づく事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械
等の割増償却

拡充 C A A A A C C

農水02 農業経営基盤強化準備金及び農用地等を取得した場合の課税の特例 延長 B A A A A B B
農水03 肉用牛の売却による農業所得の課税の特例 延長 A A A A A B D

農林水産省

厚生労働省

内閣府

金融庁

総務省

文部科学省

番号 制度名 区分

点検結果

-11-



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

達成
目標

過去の
適用数

将来の
適用数

過去の
減収額

将来の
減収額

過去の
効果

将来の
効果

番号 制度名 区分

点検結果

経産01 オープン・イノベーションを促進するための税制措置の創設 新設 D ― E ― E ― E
経産02 金属鉱業等鉱害防止準備金制度の延長 延長 B C A C A B E
経産03 海外投資等損失準備金の延長 延長 C A A A A E D
経産04 特定原子力施設炉心等除去準備金の延長 延長 E A A C C E E
経産05 試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除の拡充 拡充 C A A A C C D
経産06 省エネ再エネ高度化投資促進税制の拡充及び延長 拡・延 C C C C C E D
経産07 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措置の延長 延長 A A A C C C D
経産08 第三者への事業承継の促進に資する税制措置の創設 新設 E ― E ― E ― E
経産09 電気供給業における託送料金を控除する収入割の特例措置等 延長 D A C C C D D

国交01 物流総合効率化法の認定計画に基づき取得した事業用資産に係る特例措置の延長 延長 A A A A A A A
国交02 三大都市圏の政策区域における特定の事業用資産の買換え等の特例措置の延長 延長 C C C C C C D
国交03 都市機能誘導区域外から区域内への特定の事業用資産の買換え等の特例措置の延長 延長 C A A A C E D
国交04 市街地再開発事業における特定の事業用資産の買換え等の特例措置の延長 延長 C A A A A E D
国交05 防災街区整備事業に係る事業用資産の買換特例等の延長 拡・延 C A C A C C C
国交06 海上運送業における特定の事業用資産の買換等の場合の課税の特例措置の延長 延長 A A C A C C E

国交07
港湾の整備、維持管理及び防災対策等に係る作業船の買換等の場合の課税の特例措置
の延長

延長 A A C C A B B

国交08 航空機騒音対策事業に係る特定の事業用資産の買換え等の特例措置の延長 延長 D A C A A B E
国交09 長期保有土地等に係る事業用資産の買換え等の場合の課税の特例措置の延長等 拡・延 A A A A A C C

環境01
特定廃棄物最終処分場における特定災害防止準備金の損金算入等に係る特例措置の延
長

延長 D C A C C B D

防衛01 特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例 延長 A A C A C B B

経済産業省

国土交通省

環境省

防衛省
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２ 点検シート及び点検結果表 

(1) 点検シートの見方 

「点検シート」は、総務省（行政評価局）が、各行政機関において実施された「租税特別措置等に係る政策評価」に使用されたデータ等     

を確実に把握して点検し、その結果を分かりやすく示すため、各行政機関の評価書等を基に作成したものである。各項目の出典等は次のと

おり。 

 

＜基本情報＞ 

1  制 度 名  評価書「1 政策評価の対象とした政策の名称」欄を基に記載 

2  措 置 名  平成31年4月1日現在の租税特別措置法又は地方税法を基に記載（連結法人に係る分は省略） 

3  措 置 の 内 容  「平成29年度時点」欄及び「平成30年度税制改正以後」欄は、「租税特別措置の適用実態調査の結果に関す

る報告書（第198回国会提出）」の「総括表」の「措置の概要」欄を基に記載し、「令和元年度税制改正以

後」欄は、「令和元年度税制改正の解説」（財務省HP）を基に記載 

4  政 策 目 的  評価書「9① 政策目的及びその根拠」欄の「租税特別措置等により実現しようとする政策目的」を基に記載 

5  評 価 対 象 税 目  評価書「2① 政策評価の対象税目」欄を基に記載 

6  関 係 条 項  評価書「4 内容」欄の「関係条項」から法人税、地方税に係る条番号を抜粋して記載 

7  要 望 内 容  評価書「4 内容」欄を基に記載 

8  創 設 年 度  評価書「7 創設年度及び改正経緯」欄を基に記載 

9  過去の政策評価の実績  評価書「13 前回の事前評価又は事後評価の実施時期」欄を基に記載 

10 区 分  評価書「3 要望区分等の別」欄を基に記載 
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＜総括表＞ 

1  「適用件数」、「減収額」、「目標」の計数は、令和元年度に提出された評価書のほか、同一の租税特別措置等に係る過去の評価書に

記載されたものも含めて表記（同一の年度に複数の計数が存在する場合は、最新の評価書の計数を表記） 

2  「適用件数」欄及び「減収額」欄には、単体法人及び連結法人の合計を記載 

3  特別償却及び特別控除等、複数の制度がある租税特別措置等に係る「適用件数」欄及び「減収額」欄には、複数の制度に係るものの合

計をそれぞれ記載 

4  計数が表記されていない箇所について、評価書（過去の評価書を含む。）に記載すべき計数が評価書又は補足説明に記載されていな

かった場合は「不明」、その租税特別措置等が創設される前の年度等、計数が存在しない場合は「－」と表記 

5  「適用実態調査」は、「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書」（財務省）又は「地方税における税負担軽減措置等の適

用状況等に関する報告書」（総務省）をいう。 

(2) 点検結果表の見方

1  制 度 名 租税特別措置等の名称を記載 

2  税 目  政策評価の対象とされた租税特別措置等の税目を記載 

3  区 分  ［新設］ 租税特別措置等の新設要望に係る事前評価 

［拡充］ 租税特別措置等の拡充要望に係る事前評価 

［延長］ 租税特別措置等の延長要望に係る事前評価 

（注）「【（行政機関名）の補足説明】」欄には、各行政機関から総務省（行政評価局）へ提出された回答を転載している。 
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内閣府 





内閣01
地方における企業拠点の強化を促進する税制措置の拡充及び延長
（オフィス減税、雇用促進税制）

内閣02 国家戦略特区における特別償却又は投資税額控除の延長

内閣03 国家戦略特区における所得控除制度の延長

内閣04 国際戦略総合特区における特別償却又は投資税額控除の特例措置の延長

内閣05 地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）の拡充・延長

番号 制度名

 内閣府
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（参考） （参考） （参考） （参考） 目標① 目標②

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 累計 単年度 累計 単年度

H23 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ー － － － － －

H24 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ー － － － － －

H25 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ー － － － － －

H26 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ー － － － － －

H27 不明 4 － 4 不明 ▲151.3 － － － 不明 ▲27.8 － ▲37.7 ー ー ー ー － － 不明 不明 77 77 不明 －

H28 900 20 2.2% 20 ▲3,331.5 ▲1,582.3 47.5% － 99.3% ▲429.8 ▲14.1 3.3% ▲17.7 ー ー   － － 不明 0 157 80 不明 －

H29 94 31 33.0% 31 ▲1,636.6 ▲1,531.4 93.6% ー 90.1% ▲411.1 ▲27.0 6.6% ▲34.5 ー ー   － － 不明 94 228 71 不明 －

H30 606 25 4.1% － ▲4,041.0 ▲1,996.8 49.4% － － ▲1,095.6 ▲260.8 23.8% － ー ー   － － 不明 11 322 94 不明 －

R1 41 － － － ▲1,967.4 － － － － ▲143.1 － － － 不明 不明 － － －  ー ー 339 17  －

R2 54 － － － ▲3,610.0 － － － － ▲760.0 － － － 不明 不明 － － －  ー  － － － －

R3 59 － － － ▲3,940.0 － － － － ▲830.0 － － － 不明 不明 － － －  ー  － － － －

R4 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ー － － － － －
R5～／
未定 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ー － － － － －

租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

目標
達成度租特の直

接的効果

目標値
(件)

目標
達成度租特の直

接的効果

「2020年までの5年間で雇用者数増加のために必要な企業の地方拠点強化の件数
を7,500件増加」(平成30年度評価時)

将来予測 実績

【総括表】
租税特別措置等の適用実態

適用実態調査に
おける適用件数
（法人税・件）

適用実態調査に
おける適用額の上
位10社割合（法
人税（特別償
却）・％）

適用実態調査におけ
る租税特別措置ごと
の影響額（地方法
人二税・地方法人特
別税・百万円）

目標値 将来予測 実績

「企業の本社機能の地方への移転や地方における拠点の強
化を促進することで、地方における雇用を創出する」（令和
元年度評価時から）

（注）　内閣01は、評価書に記載されている関係条項別（オフィス減税分、雇用促進税制分）に「点検シート」及び「点検結果表」を作成している。

適用件数
（法人税・件）

減収額
（法人税・百万円）

減収額
（地方法人二税・地方法人特別税・百万円）

適用実態調査に
おける適用額の上
位10社割合（法
人税（特別控
除）・％）

   制度名
（措置名）

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 H27 区分 拡充・延長

＜令和2年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R1内閣01ー1） （評価実施府省：内閣府）
【基本情報】

  地方における企業拠点の強化を促進する税制措置の拡充及び延長
  （地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除）（オフィス減税）

措置の内容

平成29年度時点  　地方活力向上地域特定業務施設整備計画について地域再生法の認定を受けた法人が、認定後2年経過日までに、地方活力向上地域内において、特定建物等の取得等をした場合には、取得価額の①15％（移転型計画の場合には
25％）の特別償却又は②4％（移転型計画の場合には7％）の税額控除（当期の法人税額の20％を限度）ができる。

平成30年度税制改正以後 　移転型事業の対象地域に準地方活力向上地域とされた近畿圏の中心部及び中部圏の中心部が追加された。

令和元年度税制改正以後

過去の政策評価の実績

 　従前どおり

　企業の地方への本社機能移転等を促進することで、地方における雇用を創出すること。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　 企業の本社機能移転等を促進し、地方における雇用創出を図るため、地方拠点強化税制を延長するとともに、人手不足を踏まえた雇用増加要件の緩和等の雇用促進税制の拡充等を行う。

　H27内閣04、H28内閣02、H29内閣01、H30内閣01－1

  措法第42条の11の3、第68条の15

【R1 内閣01】-18-



【R1 内閣01】
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【R1 内閣01】
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（参考） （参考） （参考） 目標① 目標②

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 累計 単年度 累計 単年度

H23 － － － － － － － － － － － － － － － － － － ー － ー － － －
H24 － － － － － － － － － － － － － － － － － － ー － ー － － －
H25 － － － － － － － － － － － － － － － － － － ー － ー － － －
H26 － － － － － － － － － － － － － － － － － － ー － ー － － －
H27 不明 7 － 7 不明 ▲3.8 － － 不明 ▲0.5 － 内訳不明 ー ー ー ー － － 不明 不明 4,447 4,447 不明 －
H28 1,500 5 0.3% 5 ▲7,370.0 ▲4.9 0.1% － ▲950.7 ▲0.6 0.1% 内訳不明 ー ー   － － 不明 8,190 7,672 3,225 不明 －
H29 18 7 38.9% 11 ▲73.0 ▲49.1 67.2% 内訳不明 ▲9.4 ▲6.3 67.0% 内訳不明 ー ー   － － 不明 不明 10,465 2,793 不明 －
H30 1,417 13 0.9% － ▲6,307.0 ▲112.7 1.8% － ▲814.0 ▲14.5 1.8% － ー ー   － － 不明 8,045 13,878 3,413 不明 －
R1 9 － － － ▲109.6 － － － ▲7.7 － － － 不明 不明 － － －  ー  14,148 270  －
R2 24 － － － ▲169.0 － － － ▲12.0 － － － 不明 不明 － － －  ー  ー － － －
R3 不明 － － － 不明 － － － 不明 － － － 不明 不明 － － －  ー  ー － － －
R4 － － － － － － － － － － － － － － － － － － ー － ー － － －

R5～／
未定 － － － － － － － － － － － － － － － － － － ー － ー － － －

【総括表】

適用実態調査に
おける適用件数
（法人税・件）

適用実態調査に
おける適用額の上
位10社割合
（法人税・％）

適用実態調査におけ
る租税特別措置ごと
の影響額（法人住
民税・百万円）

租特の直
接的効果

目標値

適用件数
（法人税・件）

減収額
（法人税・百万円）

租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

目標
達成度租特の直

接的効果

目標値
（累計）
（人）

減収額
（法人住民税・百万円）

租税特別措置等の適用実態

（注）　内閣01は、評価書に記載されている関係条項別（オフィス減税分、雇用促進税制分）に「点検シート」及び「点検結果表」を作成している。

目標
達成度

「企業の本社機能の地方への移転や地方における拠点の
強化を促進することで、地方における雇用を創出する」(令
和元年度評価時から)

将来予測 実績
将来予測 実績

「2020年までの5年間で、本社機能の一部移転等により強化した企業の地方拠点
における雇用者数を4万人増加」(平成30年度評価時)

政策目的

法人税 法人住民税

関係条項

要望内容

創設年度 H27 区分 拡充・延長

　 企業の地方への本社機能移転等を促進することで、地方における雇用を創出すること。

過去の政策評価の実績

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　企業の本社機能移転等を促進し、地方拠点強化税制を延長するとともに、人手不足を踏まえた雇用増加要件の緩和等の雇用促進税制の拡充等を行う。

　H27内閣04、H28内閣02、H29内閣01、H30内閣01ー2

  措法第42条の12、第68条の15の2

【基本情報】
＜令和2年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R1内閣01-2） （評価実施府省：内閣府）

  地方における企業拠点の強化を促進する税制措置の拡充及び延長
  （特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除）（雇用促進税制）

(1)  次の①から④までの要件を満たす場合には、40万円に特定地域基準雇用者数を乗じて計算した金額の税額控除（当期の法人税額の10％（中小企業者等は20％）を限度）ができる。
 ① 適用年度等において事業主都合による離職者がいないこと
 ② 基準雇用者数が5人以上（中小企業者等は2人以上）であること
 ③ 基準雇用者割合が10％以上であること又は前期末の雇用者の数が零であること
 ④ 給与等支給額が比較給与等支給額以上であること

   制度名
（措置名）

措置の内容

 　従前どおり令和元年度税制改正以後

平成30年度税制改正以後

・ 上記⑴の措置を廃止（平成30年4月1日前に開始した事業年度について適用）
・ 上記⑵の措置について、⑵③を廃止し、⑵①及び②に係る税額控除額を上乗せする要件を基準雇用者割合が8％以上（移転型事業は5％以上）であることとする。
・ 上記⑶の措置における地方事業所特別税額控除限度額を、特定業務施設が準地方活力向上地域内にある場合には、20万円に地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額とする。
・ 税額控除額の上限を当期の法人税額の20％（改正前：30％）に引下げ

(2)  地域再生法の認定事業者が、上記(1)の要件のうち③以外の要件を満たす場合には、次の金額の合計額の税額控除（上記(1)及び地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の税額控除と合計して当期の法人税額の30％
を限度）ができる。

 ① 30万円（上記⑴③の要件も満たす場合には60万円）に、地方事業所基準雇用者数のうち特定新規雇用者数に達するまでの数を乗じて計算した金額
 ② 20万円（上記⑴③の要件も満たす場合には50万円）に、新規雇用者総数から特定新規雇用者数を控除した数のうちその新規雇用者総数の40％相当数に達するまでの数とその地方事業所基準雇用者数からその新規雇用者総数を控
 除した数とを合計した数を乗じて計算した金額

 ③ 10万円（上記⑴③の要件も満たす場合には40万円）に、新規雇用者総数から特定新規雇用者数を控除した数のうちその新規雇用者総数の40％相当数を超える部分の数を乗じて計算した金額
(3)  上記(2)の適用を受ける又は受けた地域再生法の認定事業者は、30万円に地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額の税額控除（上記(1)、(2)及び地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の税額控除と合

 計して当期の法人税額の30％を限度）ができる。

平成29年度時点
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30  

30

339 178
1.9  

3

30

339 178
1.9  

30 10 3
10/7

16 6
16/10  

1
47.6 5.4  
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30 94 28
30 (11 ) 2 116  

46
54  

29.1
26.1  

31.0 29.0  

32.8  

36.1

32.8 7.0 2.3  

29.1 5.6 1.6  
1.6 189.4 3.0  

29.1 0.6 0.2  
1.6 3.0 0.2 4.8  

36.1 7.0 2.5  

31.0 5.6 1.7  
1.7 189.4 3.2  

31.0 0.6 0.2  
1.6 3.0 0.2 5.1  

116 28 30 (11 )
128  

46
59  

29.1 59 54 31.8  
26.1 59 54 28.5  

31.0 59 54 33.9  
29.0 59 54 31.7  

32.8 59 54 35.8  

36.1 59 54 39.4   

2.3 59 54 2.5  

4.8 59 54 5.2  

2.5 59 54 2.7  

5.1 59 54 5.6  
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30 94 28
30 (11 ) 2 116  

17
20  

23 116 23
143  

24  

0.90  

1.69  

0.9 7.0 0.06  

1.69 7.0 0.12  
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27 28 29 23.2

27  
300,897   23.9   71,914  

 71,914   79,363   151,277  
28  

137,268   23.4  32,120  
= 32,210   1,550,067   1,582,277  

32,000   23.2   7,424  
 7,424   1,960,000   1,967,424  

30
30  

30  

1996.8  12.9   257.6  

 25   3.8   0.95  
 0.95   219.9%  2.09  

 25   0.61   0.15  
260.8  

 

1,967.4   7.0  = 137.7  
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 32   5.6   1.8  
 1.8  189.4%  3.4  

 32   0.6   0.2  
143.1  
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27 30 7.0

27  
3.8   12.9   0.49  
28  
4.9   12.9   0.63  
29  
49.1   12.9   6.33  
30  
112.7   12.9   14.54  

 

109.6   7.0   7.67  

【R1 内閣01】
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（参考） （参考） （参考） （参考） 目標① 目標② 目標③

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績

H23 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H24 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － 4 － － － － － － －

H25 － － － － － － － － － － － － － － － 15 － － － － － － － － － － － －

H26 不明 0 － 0 不明 ▲0 － － － 不明 ▲0 － － 不明 不明 不明 不明 － 不明 不明 不明 不明 － － － 不明 不明 －

H27 3 2 66.7% 2 ▲56.0 ▲13.0 23.2% － － ▲21.0 ▲3.0 14.3% ▲2.2 不明 不明 不明 不明 － 不明 不明 不明 不明 － － － 不明 不明 －

H28 4 1 25.0% 1 ▲577.0 ▲3.3 0.6% － － ▲182.0 ▲1.1 0.6% ▲1.6 不明 不明 不明 不明 － 不明 不明 不明 不明 － － － 不明 不明 －

H29 4 4 100.0% 2 ▲500.0 ▲264.0 52.8% － － ▲2.0 ▲1.2 60.0% － 不明 不明 不明 不明 － 不明 不明 不明 不明 － － 5,683 不明 不明 －

H30 4 5 125.0% － ▲1,692.0 ▲609.0 36.0% － － ▲3.0 ▲0.7 23.3% － 不明 不明 不明 不明 － 不明 不明 不明 不明 － 80,000,000 17,724 不明 不明 －

R1 2 － － － ▲2,740.0 － － － － ▲10.0 － － －   － － －   － － －   － － －

R2 2 － － － ▲1,072.0 － － － － ▲0 － － －   － － －   － － －   － － －

R3 1 － － － ▲3,400.0 － － － － ▲694.0 － － －   － － －   － － －   － － －

R4 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
R5～／
未定 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

租税特別措置等の適用実態

「2020年までに、（世界銀行「Doing Business」
（ビジネス環境ランキング）において、日本が先進国
３位以内に入る（2016年10月公表時26
位））」(H29評価時)

「2020年までに、森記念財団都市戦略研究所「世
界の都市総合力ランキング」において、東京が３位以
内に入る（2016年10月公表時３位）」（H29評
価時）

「今後3年間（2016・2017・2018年度）のうち
に、設備投資を年間80兆円程度に拡大させることを
目指す」（H29評価時）

目標値
(位)

目標
達成度

目標値
（位） 将来予測 実績

【総括表】

租特の直
接的効果

実績

減収額
（地方法人二税・地方法人特別税・百万円）

適用件数
（法人税・件）

減収額
（法人税・百万円）

将来予測

適用実態調査
における適用
額の上位10社
割合（法人税
（特別償
却）・％）

適用実態調査
における適用
件数（法人
税・件）

租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

目標
達成度

適用実態調査
における適用
額の上位10社
割合（法人税
（特別控
除）・％）

適用実態調査にお
ける租税特別措置
ごとの影響額（地
方法人二税・地方
法人特別税・百万
円）

租特の直
接的効果

目標
達成度租特の直

接的効果

目標値
（百万円） 将来予測 実績

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 H26 区分 延長

＜令和2年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R1内閣02） （評価実施府省：内閣府）

  国家戦略特区における特別償却又は投資税額控除の延長
　（国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除）

措置の内容

平成29年度時点  　国家戦略特別区域法の一定の特定事業の実施主体として認定区域計画に定められた法人が、国家戦略特別区域内において、特定機械装置等の取得等をした場合には、取得価額の①50％（建物等は25％）の特別償却又は②15％
（建物等は8％）の税額控除（当期の法人税額の20％を限度）ができる。

平成30年度税制改正以後

令和元年度税制改正以後

・ 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間に取得等をした特定機械装置等については特別償却割合を45％（建物等は23％）に、税額控除割合を14％（建物等は7％）に、それぞれ引き下げ
・ 対象事業を一部除外

【基本情報】
   制度名
（措置名）

 　従前どおり

過去の政策評価の実績

　 大胆な規制・制度改革を通して経済社会の構造改革を重点的に推進することにより、産業の国際競争力の強化とともに、国際的な経済活動の拠点の形成を図り、もって国民経済の発展及び国民生活の向上に寄与すること。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

  措置の適用期限を令和4年3月31日まで2年間延長する。

　H26内閣06、08、H27内閣05、H29内閣02

  措法第42条の10、第68条の14
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（参考） （参考） （参考） 目標① 目標③ 目標④ 目標⑤

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績

H23 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H24 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H25 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H26 － － － － － － － － － － － ー － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H27 － － － － － － － － － － － － － － 24 － － － － 4 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H28 不明 0 － 0 不明 ▲0 － － 不明 ▲0 － － 不明 不明 不明 不明 － 不明 不明 3 不明 － － － 不明 不明 － 不明 不明 不明 不明 － 不明 不明 不明 不明 －     －

H29 1 1 100.0% 0 ▲0.1 ▲3.9 5542.9% － ▲0.0 ▲0.9 5838.9% － 不明 不明 不明 不明 － 不明 不明 3 不明 － 不明 不明 不明 不明 － 不明 不明 不明 不明 － 不明 不明 不明 不明 －     －

H30 4 1 25.0% － ▲28.6 ▲14.3 49.9% － ▲6.3 ▲3.2 50.7% － 不明 不明 不明 不明 － 不明 不明 3 不明 － 不明 不明 不明 不明 － 不明 不明 不明 不明 － 不明 不明 不明 不明 －     －

R1 4 － － － ▲36.7 － － － ▲7.8 － － － ー ー － － － ー ー  － － ー ー － － － ー ー － － － ー ー － － － ー ー － － －

R2 4 － － － ▲36.7 － － － ▲7.8 － － － ー ー － － － ー ー  － － ー ー － － － ー ー － － － ー ー － － － ー ー － － －

R3 3 － － － ▲31.6 － － － ▲6.7 － － － ー ー － － － ー ー － － － ー ー － － － ー ー － － － ー ー － － － ー ー － － －

R4 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － ー － － － － ー － － － －

R5～／
未定 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － 10.0% － － － － 0 － － － － － － － － － ４割程度 － － － －

租特の直
接的効果

実績 目標
達成度

「2027年6月までに、キャッシュレス比率を倍増し、4
割程度とすることを目指す」（平成29年度評価時）

租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

目標値
（％） 将来予測実績 目標

達成度
目標値
（％） 租特の直

接的効果
実績

「ベンチャー企業へのVC投資額の対名目GDP比を
2022年までに倍増させることを目指す」（平成29年
度評価時）

租特の直
接的効果

「開業率が廃業率を上回る状態にし、開業・廃業率
が米国・英国レベル（10％台）になることを目指す
（廃業率）」（平成29年度評価時）

目標値
（％） 将来予測目標

達成度租特の直
接的効果

実績 目標
達成度租特の直

接的効果

目標値
（位） 将来予測 実績 目標

達成度租特の直
接的効果

目標値
（％） 将来予測 実績 目標

達成度
目標値
（位） 将来予測 将来予測

目標②－2

「2020年までに、世界銀行のビジネスランキングにお
いて、日本が先進国3位以内に入る（2015年19
位）」（平成29年度評価時）

「2020年までに、世界の都市総合ランキングにおい
て、東京が3位以内に入る（2014年4位）」（平成
29年度評価時）

「開業率が廃業率を上回る状態にし、開業・廃業率
が米国・英国レベル（10％台）になることを目指す
（開業率）」（平成29年度評価時）

目標②－1

【総括表】

適用実態
調査におけ
る適用件数
（法人税・
件）

適用実態調査
における租税特
別措置ごとの影
響額（地方法
人二税・地方
法人特別税・
百万円）

適用件数
（法人税・件）

減収額
（法人税・百万円）

租税特別措置等の適用実態

適用実態
調査におけ
る適用額の
上位10社
割合（法
人税・％）

減収額
（地方法人二税・地方法人特別税・百万円）

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 H28 区分 延長

  措法第61条、第68条の63の2

過去の政策評価の実績

  大胆な規制・制度改革を通して経済社会の構造改革を重点的に推進することにより、産業の国際競争力の強化とともに、国際的な経済活動の拠点の形成を図り、もって国民経済の発展及び国民生活の向上に寄与すること。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

  措置の適用期限を令和4年3月31日まで2年間延長する。

　H26内閣01、H27内閣01、H29内閣03

＜令和2年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R1内閣03） （評価実施府省：内閣府）

  国家戦略特区における所得控除制度の延長
  （国家戦略特別地域における指定法人の課税の特例）

措置の内容

平成29年度時点 　国家戦略特別区域法の指定法人は、設立後5年間、国家戦略特別区域において行われる特定事業に係る所得金額の20％の特別控除ができる。

平成30年度税制改正以後

令和元年度税制改正以後

 　従前どおり

 　従前どおり

   制度名
（措置名）

【基本情報】
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【R1 内閣03】
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（参考） （参考） （参考） （参考） 目標① 目標②

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績

H23 140 0 0.0% 2 ▲1,000.0 ▲0 0.0% － － ▲257.0 ▲0 0.0% ▲11.3 不明 不明 不明 不明 － ー － － ー －

H24 140 27 19.3% 19 ▲1,000.0 ▲2,395.4 239.5% － 98.9% ▲257.0 ▲443.2 172.4% ▲32.3 不明 不明 不明 不明 － － － － ー －

H25 70 47 67.1% 37 ▲5,950.0 ▲3,038.3 51.1% － 87.0% 不明 ▲567.0 － ▲71.5 不明 不明 不明 不明 － － － － ー －

H26 70 61 87.1% 43 ▲5,950.0 ▲7,930.0 133.3% － 90.5% 不明 ▲1,470.0 － ▲35.4 430 不明 385 不明 89.5% － － － ー －

H27 62 42 67.7% 48 ▲7,171.3 ▲7,080.0 98.7% 99.9% 85.2% ▲1,193.1 ▲120.0 10.1% ▲173.1 776 不明 776 不明 100.0% － － － ー －

H28 29 43 148.3% 28 ▲2,094.3 ▲3,690.0 176.2% － 88.3% ▲302.2 ▲30.0 9.9% ▲11.4 1,310 不明 1,214 不明 92.7% － －   －

H29 66 43 65.2% 29 ▲5,827.7 ▲4,120.0 70.7% － 88.9% ▲510.0 ▲110.0 21.6% ▲220.7 170 不明 179 不明 105.3% 173 不明 233 不明 134.7%

H30 39 31 79.5% － ▲2,898.9 ▲2,470.0 85.2% － － ▲110.0 ▲140.0 127.3% － 510 不明 600 不明 117.6% 329 不明 684 不明 207.9%

R1 40 － － － ▲4,650.0 － － － － ▲0 － － －  不明 － － －  不明 － － －

R2 26 － － － ▲5,270.0 － － － － ▲70.0 － － －  不明 － － － 641 不明 － － －

R3 7 － － － ▲300.0 － － － － ▲0 － － － 2,600 不明 － － － 不明 不明 － － －

R4 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

R5～
／未定 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

適用件数
（法人税・件）

減収額
（法人税・百万円）

適用実態調査に
おける適用額の上
位10社割合（法
人税（特別償
却）・％）

目標値
（社）

（累計）

適用実態調査
における適用
件数（法人
税・件）

適用実態調査に
おける適用額の
上位10社割合
（法人税（特
別控除）・％）

適用実態調査に
おける租税特別
措置ごとの影響額
（地方法人二
税・地方法人特
別税・百万円）

租特の直
接的効果

目標値
（億円）
（累計）

目標
達成度

減収額
（地方法人二税・地方法人特別税・百万円）

租税特別措置等の適用実態

【総括表】

目標
達成度租特の直

接的効果

北海道フードコンプレックス国際総合戦略特区
「特区が関与した食品の輸出額・輸入代替額　（平成28年
度に対する5年間（平成29年度～令和3年度まで）の売上
増加額累計：2,600億円））」

つくば国際戦略総合特区
「ライフイノベーション・グリーンイノベーションの推進による産業化
促進連携企業数　（173社（平成29年度）→641社（令
和2年度））」

実績将来予測 将来予測 実績

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 H23 区分 延長過去の政策評価の実績

   産業の国際競争力の強化に関する施策を総合的かつ集中的に推進することにより、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図ること。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

   措置の適用期限を令和4年3月31日まで2年間延長する。

  H22内閣10、H24内閣03、H25内閣05、H27内閣06、H29内閣04

  措法第42条の11、第68条の14の2

＜令和2年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R1内閣04） （評価実施府省：内閣府）

   国際戦略総合特区における特別償却又は投資税額控除の特例措置の延長
   （国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除）

措置の内容

平成29年度時点  　総合特別区域法の指定法人が、国際戦略総合特別区域内において、特定機械装置等の取得等をした場合には、取得価額の①40％（建物等は20％）の特別償却又は②12％（建物等は6％）の税額控除（当期の法人税
額の20％を限度）ができる。

平成30年度税制改正以後

令和元年度税制改正以後

  制度名
（措置名）

・ 平成31年4月１日から平成32年3月31日までの間に取得等をした特定機械装置等については特別償却割合を34％（建物等は17％）に、税額控除割合を10％（建物等は5％）に、それぞれ引き下げ
・ 対象事業を一部除外

 　従前どおり

【基本情報】

【R1 内閣04】-58-



【総括表の別紙】

目標④ 目標⑤ 目標⑧ 目標⑨ 目標⑩

H23 不明 不明 不明 不明 － 不明 不明 不明 不明 － － － ー ー － 不明 不明 不明 不明 － 不明 不明 不明 不明 － 不明 不明 不明 不明 － 不明 不明 不明 不明 － 不明 不明 不明 不明 －

H24 不明 不明 不明 不明 － 不明 不明 不明 不明 － － － ー ー － 不明 不明 不明 不明 － 不明 不明 不明 不明 － 不明 不明 不明 不明 － 不明 不明 不明 不明 － 不明 不明 不明 不明 －

H25 不明 不明 不明 不明 － 不明 不明 不明 不明 － － － ー ー － 不明 不明 不明 不明 － 不明 不明 不明 不明 － 不明 不明 不明 不明 － 不明 不明 不明 不明 － 不明 不明 不明 不明 －

H26 8 不明 8 不明 100.0% 20 不明 31 不明 155.0% － － ー ー － 46 不明 27 不明 58.7% 5,200 不明 7,150 不明 137.5% 5,200 不明 7,150 不明 137.5% 164 不明 142 不明 86.6% 12,700 不明 12,800 不明 100.8%

H27 9 不明 9 不明 100.0% 35 不明 46 不明 131.4% － － ー ー － 79 不明 50 不明 63.3% 5,800 不明 8,547 不明 147.4% 5,800 不明 8,547 不明 147.4% 307 不明 323 不明 105.2% 16,500 不明 20,300 不明 123.0%

H28 10 不明 9 不明 90.0% 50 不明 50 不明 100.0% － －  ー － 110 不明 97 不明 88.2% 6,700 不明 7,393 不明 110.3% 6,700 不明 7,393 不明 110.3% 450 不明 443 不明 98.4% 21,000 不明 24,000 不明 114.3%

H29 ー ー   － 10 不明 10 不明 100.0% 115 不明 119 不明 103.5% ー ー   － 7,000 不明 7,925 不明 113.2% 7,000 不明 7,925  113.2% 470 不明 510  108.5% 26,700 不明 31,000 不明 116.1%

H30 ー ー   － 20 不明 20 不明 100.0% 196 不明 260 不明 132.7% ー ー   － 7,400 不明 7,598 不明 102.7% ー ー   － 490 不明 590  120.4% 33,500 不明 35,300 不明 105.4%

R1 ー ー －  － 不明 不明 － － －  不明 － － － ー ー － － －  不明 － － － ー ー － － －  不明 －  －  不明 － － －

R2 ー ー － － － 不明 不明 － － －  不明 － － － ー ー － － － 8,200 不明 － － － ー ー － － －  不明 － － － 51,900 不明 － － －

R3 － － － － － 不明 不明 － － － 475 不明 － － － － － － － － 不明 不明 － － － ー － － － － 570 不明 － － － 不明 不明 － － －

R4 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

R5～
／未定 － － － － － 40 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

実績将来予測将来予測 実績 将来予測 実績 将来予測目標
達成度

目標値
（億円）
(累計)

実績 将来予測 実績

租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

租特の直
接的効果

目標
達成度租特の直

接的効果
租特の直
接的効果

租特の直
接的効果

租特の直
接的効果

実績 目標
達成度

目標値
（億円）
（累計）

目標
達成度租特の直

接的効果
租特の直
接的効果

目標
達成度

目標値
（億円）
（累計）

目標値
（億円） 将来予測 実績将来予測 実績 目標

達成度
目標値
（億円)

将来予測租特の直
接的効果

目標
達成度

目標値
（億円）
（累計）

目標値
（億円）

目標⑥

アジアＮｏ．1航空宇宙産業クラスター形成特区
「我が国（中部地域（愛知県・岐阜県を中心とした
5県）の航空宇宙産業の国際市場シェア）（代替
指標：中部地域における航空機・部品の生産高）」
（平成29年度評価時）

関西イノベーション国際戦略特区
「研究段階（入口）における効果　（特区支援制
度活用による医薬品・医療機器関連設備投資額
平成23年度～令和3年度の累積570億円）」

グリーンアジア国際戦略総合特区
「当地域が貢献する環境を軸とした産業の年間売上
高（約0.2兆円（平成22年12月現在）→約5.19
兆円（令和2年12月））」

京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略総合特区
「特区事業の実施によるライフイノベーション分野におけ
る経済効果（特区関連事業による投資額　5年間
（平成29年度～令和3年度）累計：475億円）」

京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略総合特区
「医療・健康産業の創出に伴う経済波及効果（検
体・情報基盤に対する設備投資額（累計））」（平
成29年度評価時）

アジアヘッドクォーター特区
「外国企業のアジア統括拠点及び研究開発拠点の誘
致（4年間で40社以上誘致（対象業種：IoT、ビッ
グデータ、AI等の第4次産業革命関連企業を中心とし
た東京（日本）の成長を促す業種））」

目標③

目標値
（件）

（累計）

つくば国際戦略総合特区
「産学官連携による新規プロジェクト創出数（累積）」
（平成29年度評価時）

目標
達成度

アジアＮｏ．1航空宇宙産業クラスター形成特区
「中部地域における航空宇宙産業の生産高（8.7千
億円（平成25年度）→11.8千億円（令和2年
度）　代替指標：中部地域における航空機・部品の
生産高」

目標⑦

【R1 内閣04】
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【R1 内閣04】
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【R1 内閣04】
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【R1 内閣04】
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【R1 内閣04】
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【R1 内閣04】
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（参考） （参考） （参考） 目標① 目標②

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 累計 単年度 累計 単年度

H23 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
H24 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
H25 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
H26 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
H27 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
H28 不明 58 － 58 不明 ▲6.1 － 89.8% 不明 ▲6.0 － ▲6.0 － － 不明 不明 － － － － 7.5 7.5 不明 －
H29 不明 116 － 116 不明 ▲27.5 － 78.0% 不明 ▲238.9 － ▲238.9 － － 不明 不明 － － － － 31.1 23.6 不明 －
H30 542 174 32.1% － ▲55.5 ▲27.5 49.6% － ▲331.2 ▲495.7 149.6% － 不明 不明 74.9 不明 － － － 25.4 65.6 34.5 不明 －
R1 174 － － － ▲27.5 － － － ▲495.7 － － － 80 80 － － － 75 100.7 35.1 － － － －
R2 696 － － － ▲447.5 － － － ▲3,154.0 － － － 80 80 － － － ー 240.7 140 － － － －
R3 974 － － － ▲626.5 － － － ▲4,415.6 － － － 80 80 － － － ー 440.7 200 － － － －
R4 974 － － － ▲626.5 － － － ▲4,415.6 － － － 80 80 － － － ー 640.7 200 － － － －
R5 974 － － － ▲626.5 － － － ▲4,415.6 － － － 80 80 － － － ー 840.7 200 － － － －
R6 974 － － － ▲626.5 － － － ▲4,415.6 － － － 80 80 － － － 1,000 1040.7 200 － － － －

R7～／
未定 ー － － － ー － － － － － － － － － － － － ー ー ー － － － －

租税特別措置等の適用実態

租特の直
接的効果

実績目標値
(％)

目標
達成度将来予測

将来予測 実績

【総括表】

適用実態調
査における適
用件数（法
人税・件）

適用実態調査
における租税特
別措置ごとの影
響額（地方法
人二税・地方法
人特別税・百万
円）

適用件数
（法人税・件）

減収額
（法人税・百万円）

租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

適用実態調
査における適
用額の上位
10社割合
（法人
税・％） 目標値

(億円)
（累計）

目標
達成度租特の直

接的効果

減収額
（地方法人二税・地方法人特別税・百万

円）

「令和6年度までに、本税制を活用した事業の目標が
十分に達成されること（測定指標：令和6年度まで毎
年度、本税制を活用した地方公共団体のうち、「目標
以上を達成」「概ね目標を達成」「目標達成に向け順
調に推移」と回答した団体が8割を超える）」

「地方公共団体が行う地方創生事業に対する寄附額を把握し、令和元年
度までに累計75億円、本税制の拡充・延長が行われた場合には、令和6
年度までに累計約1,000億円以上」

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 H28 区分 拡充・延長

　措法第42条の12の2、第68条の15の3、地方税法附則第8条の2の2、第9条の2の2

過去の政策評価の実績

　地方公共団体の実施する一定の地方創生事業に対して企業が寄附を行うことを促すことにより、地方創生に取り組む地方を応援すること。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　 地方創生を推進するため、地方への資金の流れを飛躍的に高める観点から、更に寄附しやすくなるよう、税制措置の拡充・延長を図る。
（１） 令和元年度までとなっている税額控除の特例措置を5年間（令和6年度まで）延長すること。

 ・制度創設（平成28年度税制改正）時と同様に、国の次期総合戦略の期間（令和2年度～令和6年度）と合わせる。
（２） 税額控除割合を3割から6割に引き上げること。

 ・各税目の控除割合及び法人税の寄附額に対する控除限度額は現行の2倍とする（各税目の税額に対する控除上限は現行のとおり）。
（３） 個別事業を認定する方式から、包括的な認定とし、法適合性を事後報告する方式に転換すること。（認定手続の簡素化）
（４） 併用可能な国の補助金・交付金の範囲を拡大すること。
（５） 寄附時期の制限を大幅に緩和すること。

　H27内閣（地方創生応援税制の創設（「企業版ふるさと納税」））、H30内閣05

＜令和2年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R1内閣05） （評価実施府省：内閣府）

　地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）の拡充・延長
　（認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除）

措置の内容

平成29年度時点  　法人が地域再生法の認定地方公共団体が行ったまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附金（特定寄附金）を支出した場合には、その支出した特定寄附金の額の20％から地方税法の規定により法人住民税から控除される金
額を差し引いた金額（支出した特定寄附金の額の10％を限度）の税額控除（当期の法人税額の5％を限度）ができる。

平成30年度税制改正以後

令和元年度税制改正以後 　対象事業に地方創生関係交付金による事業も含まれることの明確等、運用の改善を実施

 　従前どおり

【基本情報】
   制度名
（措置名）

【R1 内閣05】-72-
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金融庁 





金融01 投資法人に係る税制優遇措置の延長

金融02 投資信託等の二重課税調整に係る所要の措置

金融03 銀行等保有株式取得機構に係る資本割の特例措置

番号 制度名

 金融庁

-85-



（参考） （参考） （参考） 目標① 目標②

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績

H23 － － － 71 － － － 39.3% － － － ▲21,997.7 － － － － － － － － － － － －
H24 － － － 76 － － － 55.6% － － － ▲26,093.4 － － － － － － － － － － － －
H25 － － － 90 － － － 31.9% － － － ▲33,549.2 － － － － － － － － － － － －
H26 不明 0 － 107 不明 ▲0 － 42.4% 不明 ▲0 － ▲41,795.9 － － 不明 不明 － － － － 不明 不明 － －
H27 不明 0 － 134 不明 ▲0 － 38.1% 不明 ▲0 － ▲47,500.8 － － 不明 不明 － － － － 不明 不明 － －
H28 不明 不明 － 146 不明 ▲46.0 － 41.2% 不明 不明 － ▲56,568.1 不明 不明 3 3 2 － 不明 不明 不明 不明 2 －
H29 不明 不明 － 165 不明 ▲222.0 － 36.0% 不明 不明 － ▲61,422.8 不明 不明 1 1 4 － 不明 不明 不明 不明 4 －
H30 不明 不明 － － 不明 ▲656.0 － － 不明 不明 － － 不明 不明 2 2 5 － 不明 不明 不明 不明 5 －
R1 不明 － － － ▲1,119.0 － － － 不明 － － － 不明 不明 － － 6 － ー ー － － 6 －
R2 不明 － － － ▲1,402.0 － － － 不明 － － － 不明 不明 － － ー － ー ー － － ー －
R3 不明 － － － ▲1,650.0 － － － 不明 － － － 不明 不明 － － ー － ー ー － － ー －
R4 不明 － － － ▲2,062.0 － － － 不明 － － － 不明 5 － － ー － ー ー － － ー －

R5～／
未定 － － － － － － － － － － － － － － － － ー － － － － － ー －

【総括表】
租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

適用実態調査
における適用
件数（法人税
（措置全
体）・件）

適用実態調査に
おける租税特別措
置ごとの影響額
（地方法人二
税・地方法人特
別税（措置全
体）・百万円）

租特の直
接的効果

目標値
（銘柄数）

適用件数
（法人税・件）

減収額
（法人税・百万円）

適用実態調査
における適用額
の上位10社割
合（法人税
（措置全
体）・％）

将来予測 実績 目標
達成度

租税特別措置等の適用実態

減収額
（地方法人二税・地方法人特別税・百万

円）

「足下の組成・上場ニーズや今後見込まれる潜在的なニーズに対
して税制面での後押しを行い、引き続きインフラファンド市場への積
極的な民間投資の参入を促進する」

目標値 将来予測 実績 目標
達成度租特の直

接的効果

「匿名組合出資を受けて再エネ投資を行う既存の私募ファンドの
出資持分をインフラファンドに移転して上場する際の障壁を下げる
ことにより、従前よりも広範な上場ニーズへの対応を通じてのインフ
ラファンド市場の参入促進を図る（測定指標：投資法人への適
用実績）」（平成28年度評価時）

（参考）
上場インフラ
ファンド数
（累計）

（参考）
上場インフラ
ファンド数
（累計）

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 H26 区分 延長

＜令和2年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R1金融01） （評価実施府省：金融庁）

  投資法人に係る税制優遇措置の延長
　（投資法人に係る課税の特例）

措置の内容

平成29年度時点 　投資法人のうち、多数の投資家又は機関投資家が出資していること等の要件を満たすものが、配当可能利益の額の90％超を配当として支払っていること等の要件を満たす場合には、その支払配当等の額の損金算入ができる。

平成30年度税制改正以後

令和元年度税制改正以後  　従前どおり

 　従前どおり

   制度名
（措置名）

【基本情報】

   措法第67条の15

過去の政策評価の実績

  多様なニーズに合った商品が提供されることによる金融資本市場の利便性向上と活性化の一環として、インフラファンド市場の持続的な成長の実現のために必要な環境整備を行うこと。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　措置の適用期限を令和5年3月31日まで3年間延長する。

　H26金融05、H27金融03、H28金融02

【R1 金融01】-86-



【R1 金融01】
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【R1 金融01】
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【R1 金融01】
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（参考） （参考） （参考） 目標

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績

H23 － － － － － － － － － － － － － － － － －
H24 － － － － － － － － － － － － － － － － －
H25 － － － － － － － － － － － － － － － － －
H26 － － － － － － － － － － － － － － － － －
H27 － － － － － － － － － － － － － － － － －
H28 － － － － － － － － － － － － － － － － －
H29 － － － － － － － － － － － － － － － － －
H30 不明 ー － － 不明 ー － － 不明 ー － － 不明 不明 ー ー －
R1 不明 － － － 不明 － － － 不明 － － － 不明 不明 － － －
R2 不明 － － － 不明 － － － 不明 － － － 不明 不明 － － －
R3 不明 － － － 不明 － － － 不明 － － － 不明 不明 － － －
R4 不明 － － － 不明 － － － 不明 － － － 不明 不明 － － －

R5～／
未定 － － － － － － － － － － － － － － － － －

【総括表】

適用実態調査にお
ける適用件数（法
人税・件）

適用実態調査におけ
る租税特別措置ごと
の影響額（法人住
民税・百万円）

租特の直
接的効果

実績目標値 目標
達成度

租税特別措置等の適用実態 租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

適用件数
（法人税・件）

減収額
（法人税・百万円）

将来予測

適用実態調査にお
ける適用額の上位
10社割合（法人
税・％）

減収額
（法人住民税・百万円）

「投資信託等に係る内外二重課税を排除すること」

  制度名
（措置名）

政策目的

法人税 法人住民税

関係条項

要望内容

創設年度 H30   H29金融01、H30金融04 区分 拡充

＜令和2年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R1金融02） （評価実施府省：金融庁）

  投資信託等の二重課税調整に係る所要の措置
   （特定目的会社に係る課税の特例、投資法人に係る課税の特例、特定目的信託に係る受託法人の課税の特例、特定投資信託に係る受託法人の課税の特例）

措置の内容

平成29年度時点 　－

平成30年度税制改正以後

令和元年度税制改正以後   適用事業年度の要件の変更

  公募投資信託等が国内の投資家に分配金を支払う際には、国内で源泉所得税が課されるが、内外二重課税を排除するため、当該配当等に対して外国で課税される税（外国税）を控除する仕組みが措置された。

  投資信託等を経由して支払う外国税について、住民税からの控除は認められていないことを踏まえ、外国税額加算前の金額を個人住民税・法人住民税の課税標準とする等の所要の措置を要望する。
また、投資法人に外国子会社合算税制が適用される場合においても、投資家の負担が軽減されるよう、所要の措置を要望する。

【基本情報】

　措法第67条の15

過去の政策評価の実績

  投資信託等を経由して海外資産に投資する場合の内外二重課税調整を図り、投資環境の整備を図ること。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

【R1 金融02】-92-



【R1 金融02】

-93-



【R1 金融02】-94-



【R1 金融02】

-95-



（参考） （参考） （参考） 目標

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績

H23 － 1 － － － － － － － ▲57.7 － － － － 不明 不明 －
H24 － 1 － 　－ － － － － － ▲57.7 － － － － 不明 不明 －
H25 1 1 100.0% － － － － － ▲57.0 ▲57.7 101.2% － 不明 不明 不明 不明 －
H26 1 1 100.0% － － － － － ▲57.0 ▲57.7 101.2% － 不明 不明 不明 不明 －
H27 1 1 100.0% － － － － － ▲57.0 ▲86.6 151.9% － 不明 不明 不明 不明 －
H28 1 1 100.0% － － ー － － ▲144.3 ▲144.3 100.0% － 不明 不明 不明 不明 －
H29 1 1 100.0% － － ー － － ▲144.3 ▲144.3 100.0% － 不明 不明 不明 不明 －
H30 1 1 100.0% － － ー － － ▲144.3 ▲144.3 100.0% － 不明 不明 不明 不明 －
R1 1 － － － ー － － － ▲144.3 － － － 不明 不明 － － －
R2 1 － － － ー － － － ▲144.3 － － － 不明 不明 － － －
R3 1 － － － ー － － － ▲144.3 － － － 不明 不明 － － －
R4 1 － － － ー － － － ▲144.3 － － － 不明 不明 － － －

R5～／
未定 － － － － － － － － － － － － － － － － －

【総括表】

適用実態調査に
おける適用件数
（法人税・件）

適用実態調査におけ
る租税特別措置ごとの
影響額（法人事業
税・百万円）

租特の直
接的効果

実績目標値 目標
達成度

租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

適用件数
（法人事業税・件）

減収額
（法人税・百万円）

将来予測

減収額
（法人事業税・百万円）

「銀行等による株式等の処分を円滑化し、金融システムの安定性確
保及び国民経済の健全な発展に資するために、機構の財務面での
安定的な業務運営基盤を確保する」

租税特別措置等の適用実態

適用実態調査に
おける適用額の上
位10社割合（法
人税・％）

政策目的

法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 H16 区分 延長

＜令和2年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R1金融03） （評価実施府省：金融庁）

　銀行等保有株式取得機構に係る資本割の特例措置
　（事業税の課税標準の特例（銀行等保有株式取得機構に係る資本割の特例措置））

措置の内容

平成29年度時点 　銀行等保有株式取得機構について、資本割の課税標準である資本金等の額を、10億円とする。

平成30年度税制改正以後

令和元年度税制改正以後  　従前どおり

 　従前どおり

【基本情報】
   制度名
（措置名）

　地方税法附則第9条

過去の政策評価の実績

　機構の財務面での安定的な業務運営基盤を確保し、銀行等による株式等の処分を円滑化することにより、金融システムの安定性確保及び国民経済の健全な発展に資すること。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　措置の適用期限を機構の存続期限まで延長する。

　H25金融04、H28金融03

【R1 金融03】-96-



【R1 金融03】

-97-



【R1 金融03】-98-



【R1 金融03】

-99-



【R1 金融03】-100-



総務省 





番号 制度名

総務01 5Ｇ投資促進税制の創設

総務02 過疎地域における事業用資産の買換えの場合の課税の特例措置

総務03 地域データセンター整備促進税制の拡充・延長

 総務省

-103-



（参考） （参考） （参考） 目標① 目標② 目標③ 目標④

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 累計 単年度 累計 単年度 累計 単年度

H23 － － － ー － － － ー － － － ー － ー － － － － － ー － － － － － － － － － － ー － － － －

H24 － － － ー － － － ー － － － ー － ー － － － － － ー － － － － － － － － － － ー － － － －

H25 － － － ー － － － ー － － － ー － ー － － － － － ー － － － － － － － － － － ー － － － －

H26 － － － ー － － － ー － － － ー － ー － － － － － ー － － － － － － － － － － ー － － － －

H27 － － － ー － － － ー － － － ー － ー － － － － － ー － － － － － － － － － － ー － － － －

H28 － － － ー － － － ー － － － ー － ー － － － － － ー － － － － － － － － － － ー － － － －

H29 － － － ー － － － ー － － － ー － ー － － － － － ー － － － － － － － － － － ー － － － －

H30 － － － － － － － － － － － － － ー － － － － － ー － － － － － － － － － － ー － － － －

R1 － － － － － － － － － － － － － ー － － － － － ー － － － － － － － － － － ー － － － －

R2 159 － － － ▲23,475.0 － － － ▲3,028.0 － － － ー 不明 不明 － － － ー 不明 不明 － － － ー 不明 － － － ー 不明 不明 － － －

R3 209 － － － ▲21,391.0 － － － ▲2,759.0 － － － ー 不明 不明 － － － ー 不明 不明 － － － ー 不明 － － － ー 不明 不明 － － －

R4 309 － － － ▲20,837.0 － － － ▲2,688.0 － － － 約1,500 不明 不明 － － － 約54,000 不明 不明 － － － 約9,500 不明 － － － 約1,900 不明 不明 － － －

R5～
／未定 － － － － － － － － － － － － － ー － － － － － ー － － － － － － － － － － ー － － － －

将来予測

租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）
【総括表】

適用実態調査
における適用
件数（法人
税・件）

適用実態調査におけ
る租税特別措置ごとの
影響額（地方法人二
税・地方法人特別税・
百万円）

租特の直
接的効果

実績目標値
（箇所）

目標
達成度

適用件数
（法人税・件）

減収額
（法人税・百万円）

租税特別措置等の適用実態

実績 目標
達成度

目標値
（局） 実績 目標

達成度租特の直
接的効果

租特の直
接的効果

将来予測

「2022年度末までに約1,500箇所におけるローカル5Gの導入を支援し機
器の普及を促すことで、導入コストの低廉化・定額化をはかる」

目標値
（局）

「現行開設計画において2022年度末累計約3.5万局とされている基地局
整備を加速し、2022年度末までに約1.9万局の前倒し整備をはかる」

将来予測
将来予測 目標値

（箇所） 実績 目標
達成度租特の直

接的効果

「2022年度末までに、本税制により約1,900箇所における5G基地局の設
置に必要な鉄塔等の設備の共同利用を促進する」

「2022年度末までに、5G基地局の前倒し整備をはかるものの
うち半数である約9,500局についての光ファイバの追加整備を
支援する」

適用実態調
査における適
用額の上位
10社割合
（法人
税・％）

減収額
（地方法人二税・地方法人特別税・百万円）

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 ー 区分 新設

＜令和2年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R1総務01） （評価実施府省：総務省）

   5G投資促進税制の創設
　 （ー）

措置の内容

平成29年度時点 　ー

平成30年度税制改正以後

令和元年度税制改正以後 　ー

　ー

【基本情報】
  制度名
（措置名）

　ー

過去の政策評価の実績

　5Gサービスの提供に必要となるICTインフラの早期全国展開及び円滑導入を支援することにより、多数の地域における経済活性化及び課題解決を実現するとともに、我が国経済の国際競争力強化を実現すること。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　Society5.0の実現に向け、21世紀の基幹インフラである5G及びこれを支える光ファイバの整備を更に促進し、5Gを活用して地域が抱える様々な社会課題の解決を図るとともに、我が国経済の国際競争力を強化するため、税制優遇
措置を新規に創設する。

　ー

【R1 総務01】-104-



【R1 総務01】

-105-



【R1 総務01】-106-



【R1 総務01】
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【R1 総務01】-108-



【R1 総務01】

-109-



【R1 総務01】-110-



【R1 総務01】

-111-



（参考） （参考） （参考） （参考） 目標

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 累計 単年度

H23 2 0 0.0% 143 不明 ▲0 － － 74.9% 不明 不明 － ▲8,034.4 － － ー 不明 不明 －
H24 不明 0 － 91 不明 ▲0 － － 82.1% 不明 不明 － ▲3,651.2 － － ー 不明 不明 －
H25 不明 不明 － 46 不明 不明 － － 79.0% 不明 不明 － ▲1,345.1 － － ー 不明 不明 －
H26 不明 3 － 3 不明 ▲191.6 － － － 不明 不明 － ▲99.2 － － ー 3 不明 －
H27 不明 4 － 4 不明 ▲33.2 － － － 不明 ▲17.4 － ▲17.4 － － ー 4 不明 －
H28 1 8 800.0% 8 ▲63.9 ▲308.8 483.5% － － 不明 ▲157.2 － ▲157.2 － 1 ー 8 不明 －
H29 1 3 300.0% 3 ▲63.9 ▲182.1 285.0% － － 不明 ▲92.3 － ▲92.3 － 1 3 3 不明 －
H30 1 5 500.0% － ▲63.9 ▲173.0 270.8% － － 不明 ▲89.0 － － － 1 8 5 不明 －
R1 5 － － － ▲219.9 － － － － ▲112.8 － － － 3 5 ー － － －
R2 4 － － － ▲191.1 － － － － ▲98.0 － － － 4 4 ー － － －
R3 － － － － － － － － － － － － － － － ー － － －
R4 － － － － － － － － － － － － － － － ー － － －

R5～／
未定 － － － － － － － － － － － － － － － ー － － －

【総括表】

適用実態調
査における適
用件数（法
人税・件）

適用実態調査にお
ける適用額の上位
10社割合（法人
税（一定の都市開
発地区内への買換
えを含む）・％）

適用実態調査に
おける租税特別措
置ごとの影響額
（地方法人二税・
地方法人特別税・
百万円）

租特の直
接的効果

目標値
（件）

目標
達成度

租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

適用件数
（法人税・件）

減収額
（法人税・百万円）

租税特別措置等の適用実態

将来予測

適用実態調査
における適用
額の上位10社
割合（法人
税・％）

減収額
（地方法人二税・地方法人特別税・百万

円）

「過疎地域への企業誘致等を図る中で産業の振興を図るとともに、就業機会の
拡大や所得水準の向上を図る（測定指標：令和2年度の間に過疎地域にお
ける本特例を活用した企業立地件数4件以上）」

実績

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 S45 区分 延長

＜令和2年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R1総務02） （評価実施府省：総務省）

　過疎地域における事業用資産の買換えの場合の課税の特例措置
　（特定の資産の買換えの場合等の課税の特例（過疎地域の外から内への買換え））

措置の内容

平成29年度時点  　過疎地域の外にある事業用の土地等、建物等（譲渡資産）の譲渡をし、過疎地域内にある土地等、建物等及び機械装置等（買換資産）の取得等をした場合には、その買換資産につき、譲渡益の額の80％の範囲内で圧縮記帳による
課税の繰延べができる。また、特別勘定を設定した場合及び本制度の対象となる譲渡資産を交換した場合についても課税の繰延べができる。

平成30年度税制改正以後

令和元年度税制改正以後  　従前どおり

 　従前どおり

【基本情報】
   制度名
（措置名）

　措法第65条の7、第65条の8、第65条の9、第68条の78、第68条の79、第68条の80

過去の政策評価の実績

　過疎地域内に企業を誘致し、過疎地域における産業の振興を図るとともに、就業機会の拡大や所得水準の向上を図ること。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　措置の適用期限を令和3年3月31日まで1年間延長する。

　H22総務02、H25総務02、H28総務02

【R1 総務02】-112-



【R1 総務02】

-113-



【R1 総務02】-114-



【R1 総務02】
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【R1 総務02】-116-



【R1 総務02】

-117-



【R1 総務02】-118-



【R1 総務02】

-119-



【R1 総務02】-120-



【R1 総務02】

-121-



38.7%

54.8%

6.5%

【R1 総務02】-122-



【R1 総務02】

-123-



（参考） （参考） （参考） 目標

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績

H23 － － － － － － － － － － － － － － － － －
H24 － － － － － － － － － － － － － － － － －
H25 － － － － － － － － － － － － － － － － －
H26 － － － － － － － － － － － － － － － － －
H27 － － － － － － － － － － － － － － － － －
H28 － － － － － － － － － － － － － － 57.85% － －
H29 － － － － － － － － － － － － － － － － －
H30 20 0 0.0% － ▲557.0 ▲0 0.0% － 不明 ▲0 － － － 57.75% 56.79% ー －
R1 2 － － － ▲40.9 － － － ▲17.1 － － － ー 56.24% － － －
R2 8 － － － ▲164.3 － － － ▲68.7 － － － ー 55.58% － － －
R3 9 － － － ▲186.8 － － － ▲78.1 － － － 54.90% 54.90% － － －
R4 － － － － － － － － － － － － － － － － －

R5～／
未定 － － － － － － － － － － － － 50%以下 － － － －

「平成30年度末時点での「1都3県のデータセンターのサーバールーム面積」
の全国における比率を令和3年度末までに1.89％下げる（56.79％→
54.90％）（令和11年度末までの10年間で50％以下とする）」

租税特別措置等の適用実態

適用実態調査に
おける適用額の上
位10社割合（法
人税・％）

【総括表】

適用実態調査に
おける適用件数
（法人税・件）

適用実態調査におけ
る租税特別措置ごとの
影響額（地方法人二
税・地方法人特別税・
百万円）

租特の直
接的効果

実績目標値
（％）

目標
達成度

租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

適用件数
（法人税・件）

減収額
（法人税・百万円）

将来予測

減収額
（地方法人二税・地方法人特別税・百万円）

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 H30 区分 拡充・延長

   －

過去の政策評価の実績

 インターネットの利用が拡大し、トラヒックが増加している中、更にＩｏＴ時代の到来により地域において生み出されるデータの急増が見込まれているところ、情報流通の要となるデータセンターやＩＸ・ＣＤＮ関連設備の地域への整備を促進。こ
れにより地域経済を活性化するとともに、東京圏に集中しがちなトラヒックを分散してトラヒック流通の効率化や国土強靭化を実現すること。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　5ＧやＩｏＴ時代を見据え、今後地域での通信が活発化していく中で、地域におけるデータ処理の核となるデータセンター等の整備を更に促進し、我が国のインターネットの持続可能性を向上させるとともに、地域経済の活性化を図るため、税制
措置の拡充・延長等を図る。
（１）現状、排他的な適用となっている助成金事業（地域特定電気通信設備共用事業）と選択的に適用可能とすること。
（２）対象設備について、現在、サーバーと同時に設置される場合にのみ対象となるルーター・スイッチ等の電気通信設備について、サーバーを設置しない場合についても対象とすること。
（３）地方税の地理的要件「首都直下型地域緊急対策区域以外の地域」を「東京圏以外」に変更すること。
（４）国税の対象設備の目的要件「近傍からの利用」、地方税の対象設備の目的要件「首都直下型地域緊急対策区域のバックアップ」を求めないこと。
（５）令和元年度末までとなっている特例措置を2年間（令和3年度末まで）延長すること。

   H29総務01

＜令和2年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R1総務03） （評価実施府省：総務省）

  地域データセンター整備促進税制の拡充・延長
   （－）

措置の内容

平成29年度時点    －

平成30年度税制改正以後

令和元年度税制改正以後  　従前どおり

 　特定通信・放送開発事業実施円滑化法の実施計画（地域特定電気通信設備供用事業の実施に関するものに限る。）について認定を受けたものが、情報流通円滑化設備の取得等をして、これを東京圏以外の区域内においてその法人の
事業の用に供した日を含む事業年度において、その情報流通円滑化設備の取得価額の15％相当額の特別償却ができる。

   制度名
（措置名）

【基本情報】

【R1 総務03】-124-



【R1 総務03】

-125-



  

【R1 総務03】-126-



【R1 総務03】

-127-



【R1 総務03】-128-



【R1 総務03】

-129-



【R1 総務03】-130-



【R1 総務03】

-131-



5  
1 0 0

2 1 2,901 8

3 1 3,350 9

0.1845
0.369

3/4
1.4

0
(1 ) (1 ) 8,281,235

( (1 ) (1 ) (1 )) (1 )
14,788,174

( (1 ) (1 )2 (1 ) (1 )) (1 )
9,331,338

(1 ) (1 )2 (1 ) 3,807,500

2019 ( )

UPS 6  
2 0 0

2 2 284 8

3 2 308 9

0.1595
0.319

3/4
1.4

0
(1 ) (1 ) 834,167

( (1 ) (1 ) (1 )) (1 )
1,474,772

( (1 ) (1 )2 (1 ) (1 )) (1 )
1,004,320

(1 ) (1 )2 (1 ) 420,494

2 2019 ( )

9  
3 0 0

2 3 1,091 8

3 3 1,248 9

0.113
0.226

3/4
1.4

0
(1 ) (1 ) 3,387,732

( (1 ) (1 ) (1 )) (1 )
6,495,500

( (1 ) (1 )2 (1 ) (1 )) (1 )
5,027,517

(1 ) (1 )2 (1 ) 2,320,458

3 2019 ( )

15  
4 0 0

2 4 445 8

3 4 462 9

0.071
0.142

3/4
1.4

0
(1 ) (1 ) 1,447,586

【R1 総務03】-132-



( (1 ) (1 ) (1 )) (1 )  
2,745,290  

( (1 ) (1 )2 (1 ) (1 )) (1 )  
2,355,459  

(1 ) (1 )2 (1 ) 1,106,647  

4 2019 ( )

【R1 総務03】

-133-



【R1 総務03】-134-



文部科学省 





番号 制度名

文科01 一定の要件を満たす博物館に特定の美術品を譲渡・寄附した際の所得税等の特例措置の創設

 文部科学省

-137-



（参考） （参考） （参考） 目標

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績

H23 － － － ー － － － ー － － － ー － － － － －
H24 － － － ー － － － ー － － － ー － － － － －
H25 － － － ー － － － ー － － － ー － － － － －
H26 － － － ー － － － ー － － － ー － － － － －
H27 － － － ー － － － ー － － － ー － － － － －
H28 － － － ー － － － ー － － － ー － － － － －
H29 － － － ー － － － ー － － － ー － － － － －
H30 － － － － － － － － － － － － － － － － －
R1 － － － － － － － － － － － － － － － － －
R2 不明 － － － 不明 － － － 不明 － － － 不明 不明 － － －
R3 不明 － － － 不明 － － － 不明 － － － 不明 不明 － － －
R4 不明 － － － 不明 － － － 不明 － － － 不明 不明 － － －

R5～／
未定 － － － － － － － － － － － － － － － － －

将来予測

適用実態調査に
おける適用額の上
位10社割合（法
人税・％）

減収額
（地方法人二税・地方法人特別税・百万円）

「個人及び法人による、地域との連携に取り組む博物館に対する文化的価値の
ある美術品の譲渡・寄附を促進することにより、当該博物館のコレクションの充実
を図り、一層の魅力向上を実現する」

【総括表】

適用実態調査に
おける適用件数
（法人税・件）

適用実態調査におけ
る租税特別措置ごとの
影響額（地方法人二
税・地方法人特別税・
百万円）

租特の直
接的効果

実績目標値 目標
達成度

租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

適用件数
（法人税・件）

減収額
（法人税・百万円）

租税特別措置等の適用実態

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 ー 区分 新設

　ー

過去の政策評価の実績

　博物館と地域との連携によるインバウンド対応も含めた文化観光を推進すること。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　一定の要件を満たす博物館に特定の美術品を譲渡・寄附した際の所得税等について、譲渡所得が非課税となる美術品・譲渡先博物館の範囲拡大、寄附手続の簡素化等の優遇措置を創設など、所要の特例措置を創設する。

　ー

＜令和2年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R1文科01） （評価実施府省：文部科学省）

 　一定の要件を満たす博物館に特定の美術品を譲渡・寄附した際の所得税等の特例措置の創設
　（ー）

措置の内容

平成29年度時点 　ー

平成30年度税制改正以後

令和元年度税制改正以後 　ー

　ー

【基本情報】
  制度名

（措置名）

【R1 文科01】-138-



【R1 文科01】

-139-



【R1 文科01】-140-



【R1 文科01】

-141-



【R1 文科01】-142-



厚生労働省 





番号 制度名

厚労01 障害者を多数雇用する場合の機械等の割増償却制度の適用期限の延長

厚労02 社会保険診療報酬に係る事業税の非課税措置の存続

厚労03 医療法人の社会保険診療報酬以外部分に係る事業税の軽減措置の存続

 厚生労働省

-145-



（参考） （参考） （参考） 目標

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績

H23 不明 45 － 45 不明 ▲10.0 － 89.2% 不明 不明 － ▲56.4 不明 不明 1.65% 不明 － 1.65% 366,199
H24 不明 40 － 40 不明 ▲100.0 － 95.6% 不明 不明 － ▲64.3 不明 不明 1.69% 不明 － 1.69% 382,363
H25 32 53 165.6% 43 ▲12.0 ▲854.0 7116.7% 98.5% 不明 ▲429.0 － ▲201.5 不明 不明 1.76% 不明 － 1.76% 408,947
H26 32 64 200.0% 37 ▲12.0 ▲633.0 5275.0% 99.1% 不明 ▲281.0 － ▲163.3 不明 不明 1.82% 不明 － 1.82% 431,225
H27 33 39 118.2% 39 ▲744.0 ▲189.0 25.4% 97.7% 不明 ▲84.0 － ▲85.9 不明 不明 1.88% 不明 － 1.88% 453,133
H28 33 37 112.1% 37 ▲744.0 ▲49.0 6.6% 91.1% 不明 ▲26.0 － ▲24.5 不明 不明 1.92% 不明 － 1.92% 474,374
H29 43 28 65.1% 28 ▲381.0 ▲10.0 2.6% 77.2% ▲169.0 ▲5.3 3.1% ▲4.9 不明 不明 1.97% 不明 － 1.97% 495,795
H30 58 29 50.0% － ▲511.0 ▲10.0 2.0% － ▲227.0 ▲5.3 2.3% － 2.20% 不明 2.05% 不明 93.18% 2.05% 534,769
R1 31 － － － ▲11.0 － － － ▲6.4 － － － 2.20% 不明 － － － ー ー
R2 29 － － － ▲10.0 － － － ▲5.3 － － － 2.30% 不明 － － － ー ー
R3 30 － － － ▲11.0 － － － ▲5.3 － － － 2.30% 不明 － － － ー ー
R4 － － － － － － － － － － － － － － － － － ー ー

R5～／
未定 － － － － － － － － － － － － ー － － － － ー ー

租税特別措置等の適用実態

【総括表】

適用件数
（法人税・件）

減収額
（法人税・百万円）

将来予測

租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

「法定雇用率2.3%の達成」

目標
達成度

（参考）障害者の雇用状況

実雇用率 雇用者数（人）

減収額
（地方法人二税・地方法人特別税・百万円）

適用実態調査に
おける適用件数
（法人税・件）

適用実態調査に
おける適用額の上
位10社割合（法
人税・％）

適用実態調査におけ
る租税特別措置ごと
の影響額（地方法
人二税・地方法人特
別税・百万円）

租特の直
接的効果

実績目標値
（％）

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 S48 区分 延長過去の政策評価の実績

  障害者を多数雇用する企業の設備投資等に対するインセンティブを喚起し、設備投資の促進を図ることにより、障害者の雇用を維持・拡大すること。

  措置の適用期限を令和4年3月31日まで2年間延長する。

  H22厚労19、H25厚労05、H27厚労05、H29厚労06

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

  措法第46条、第68条の31

＜令和2年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R1厚労01） （評価実施府省：厚生労働省）

  障害者を多数雇用する場合の機械等の割増償却制度の適用期限の延長
　（障害者を雇用する場合の機械等の割増償却）

措置の内容

平成29年度時点  　障害者雇用割合が50％以上であること等の要件を満たす事業年度において有する機械装置及び工場用の建物等（障害者が労働に従事する事業所にあるものに限る。）のうち、その事業年度又はその事業年度前5年以内の各事業年度に
取得等をしたものについて、普通償却限度額の24％（工場用の建物等は32％）の割増償却ができる。

平成30年度税制改正以後

令和元年度税制改正以後

【基本情報】
   制度名
（措置名）

　重度障害者割合の要件を55％以上（改正前：50％以上）に引き上げ

 　従前どおり

【R1 厚労01】-146-



【R1 厚労01】

-147-



 

【R1 厚労01】-148-



【R1 厚労01】

-149-



【R1 厚労01】-150-



【R1 厚労01】

-151-



【R1 厚労01】-152-



【R1 厚労01】

-153-



（参考） （参考） （参考） 目標

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績

H23 － 不明 － － － ー － － － ▲753,311.0 － － － － 176,308 不明 －
H24 － 不明 － 　－ － ー － － － ▲774,715.0 － － － － 177,191 不明 －
H25 － 不明 － － － ー － － － 不明 － － － － 177,769 不明 －
H26 不明 不明 － － ー ー － － 不明 不明 － － 不明 不明 177,546 不明 －
H27 不明 不明 － － ー － － － 不明 不明 － － 不明 不明 178,212 不明 －
H28 不明 不明 － － ー ー － － 不明 不明 － － 不明 不明 178,911 不明 －
H29 不明 42,885 － － ー ー － － 不明 不明 － － 不明 不明 178,492 不明 －
H30 不明 不明 － － ー ー － － 不明 不明 － － 不明 不明 不明 不明 －
R1 不明 － － － － － － － 不明 － － － 不明 不明 － － －
R2 不明 － － － ー － － － 不明 － － － 不明 不明 － － －
R3 不明 － － － ー － － － 不明 － － － 不明 不明 － － －
R4 不明 － － － ー － － － 不明 － － － 不明 不明 － － －

R5～／
未定 － － － － － － － － － － － － － － － － －

【総括表】

適用実態調査に
おける適用件数
（法人税・件）

適用実態調査におけ
る租税特別措置ごとの
影響額（法人事業
税・百万円）

租特の直
接的効果

実績目標値
（施設）

目標
達成度

租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

適用件数
（法人事業税・件）

減収額
（法人税・百万円）

将来予測

適用実態調査に
おける適用額の上
位10社割合（法
人税・％）

減収額
（法人事業税・百万円）

「地域における医療提供体制を維持する（測定指標は医療機関数
の推移による）」

租税特別措置等の適用実態

政策目的

法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 S27 区分 延長

＜令和2年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R1厚労02） （評価実施府省：厚生労働省）

   社会保険診療報酬に係る事業税の非課税措置の存続
 　（社会保険診療報酬の益金・損金不算入措置）

措置の内容

平成29年度時点 　医療法人等については、社会保険診療報酬につき支払を受けた金額は益金の額に算入せず、社会保険診療報酬に係る経費は損金の額に算入しない。

平成30年度税制改正以後

令和元年度税制改正以後（予定） 　従前どおり

　従前どおり

【基本情報】
  制度名
（措置名）

　地方税法第72条の23、第72条の49の12

過去の政策評価の実績

　国民皆保険制度の下で、社会保険診療報酬という低廉な公定価格により、フリーアクセスで国民に必要な医療を提供し、地域の医療提供体制の整備・拡充を図ること。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　現行制度の延長

　H26厚労20、H27厚労09

【R1 厚労02】-154-



【R1 厚労02】
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【R1 厚労02】-156-



【R1 厚労02】
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【R1 厚労02】-158-



【R1 厚労02】
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（参考） （参考） 目標

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績

H23 － 31,196 － － － ▲1,791.0 － － － － 53,645 不明 －
H24 － 9,102 － 　－ － ▲1,724.0 － － － － 54,896 不明 －
H25 － 8,597 － － － ▲1,961.0 － － － － 56,180 不明 －
H26 不明 9,102 － － ー ▲1,718.0 － － 不明 不明 57,569 不明 －
H27 不明 8,774 － － ー ▲1,979.0 － － 不明 不明 58,837 不明 －
H28 不明 8,430 － － ー ▲2,523.0 － － 不明 不明 60,287 不明 －
H29 不明 7,582 － － ー ▲2,124.0 － － 不明 不明 61,564 不明 －
H30 不明 不明 － － ー 不明 － － 不明 不明 不明 不明 －
R1 不明 － － － ー － － － 不明 不明 － － －
R2 不明 － － － ー － － － 不明 不明 － － －
R3 不明 － － － ー － － － 不明 不明 － － －
R4 不明 － － － ー － － － 不明 不明 － － －

R5～／
未定 － － － － － － － － － － － － －

【総括表】

適用実態調査に
おける適用件数
（法人税・件）

適用実態調査におけ
る租税特別措置ごとの
影響額（法人事業
税・百万円）

租特の直
接的効果

実績目標値
（施設）

目標
達成度

租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

適用件数
（法人事業税・件）

将来予測

減収額
（法人事業税・百万円）

「地域における医療提供体制を維持する（測定指標は開設者が医療法人の医療機関数
の推移による）」

租税特別措置等の適用実態

政策目的

法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 S27 区分 延長

＜令和2年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R1厚労03） （評価実施府省：厚生労働省）

   医療法人の社会保険診療報酬以外部分に係る事業税の軽減措置の存続
   （医療法人に係る税率の特例措置）

措置の内容

平成29年度時点 　医療法人を特別法人とし、所得のうち年400万円を超える金額については4.6％の軽減税率を適用する。

平成30年度税制改正以後

令和元年度税制改正以後 　従前どおり

　従前どおり

【基本情報】
  制度名

（措置名）

　地方税法第72条の24の7

過去の政策評価の実績

　地域における医療提供体制の中核を担う医療法人について、本特例措置を適用することにより、経営基盤の強化に資するよう下支えを行い、もって地域の安定的・継続的な医療提供体制の整備・拡充を図ること。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　現行制度を恒久措置として延長

　H26厚労21、H27厚労10

【R1 厚労03】-160-



【R1 厚労03】
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【R1 厚労03】-162-



【R1 厚労03】
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農林水産省 





番号 制度名

農水01 農業競争力強化支援法に基づく事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却

農水02 農業経営基盤強化準備金及び農用地等を取得した場合の課税の特例

農水03 肉用牛の売却による農業所得の課税の特例

 農林水産省

-167-



（参考） （参考） （参考） 目標

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績

H23 － － － － － － － － － － － － － － － － －

H24 － － － － － － － － － － － － － － － － －

H25 － － － － － － － － － － － － － － － － －

H26 － － － － － － － － － － － － － － － － －

H27 － － － － － － － － － － － － － － － － －

H28 － － － － － － － － － － － － － － － － －

H29 － 1 － 1 － ▲0.0 － － － ▲0.0 － ▲0.0 － － ▲1.6% 不明 －

H30 17 5 29.4% － ▲97.5 ▲15.7 16.1% － ▲66.3 ▲10.6 16.0% － － 不明 不明 不明 －

R1 44 － － － ▲646.5 － － － ▲513.7 － － － 不明 ▲0.2％ － － －

R2 85 － － － ▲940.8 － － － ▲747.4 － － － 不明 ▲0.2％ － － －

R3 － － － － － － － － － － － － － ▲0.2％ － － －

R4 － － － － － － － － － － － － － ▲0.2％ － － －

R5 － － － － － － － － － － － － ▲2.5％ ▲0.2％ － － －

【総括表】

適用実態調査にお
ける適用件数（法
人税・件）

適用実態調査におけ
る租税特別措置ごとの
影響額（地方法人二
税・地方法人特別税・
百万円）

租特の直
接的効果

実績目標値
（％）

目標
達成度

租税特別措置等の適用実態

適用件数
（法人税・件）

減収額
（法人税・百万円）

将来予測

租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

適用実態調査にお
ける適用額の上位
10社割合（法人
税・％）

減収額
（地方法人二税・地方法人特別税・百万円）

「令和5年度までに農業資材価格を2.5％低減させる」

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 H29 区分 拡充

＜令和2年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R1農水01） （評価実施府省：農林水産省）

　農業競争力強化支援法に基づく事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却
　（事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却）

措置の内容

平成29年度時点  　青色申告書を提出する法人で農業競争力強化支援法の認定事業再編事業者であるものが、その認定事業再編計画に係る実施期間内に、事業再編促進機械等の取得等をして、これをその法人の事業再編促進対象事業の用に供した場
合には、その用に供した日以後5年以内の日を含む各事業年度において、その事業再編促進機械等の普通償却限度額の40％（建物及びその附属設備並びに構築物については、45％）相当額の割増償却ができる。

平成30年度税制改正以後

令和元年度税制改正以後  　従前どおり

 　従前どおり

【基本情報】
   制度名
（措置名）

　 措法第46条の2、第68条の33

過去の政策評価の実績

 　農業競争力強化支援法に基づき、農業生産関連事業者において事業の再編等により経営体質の強化を図り、良質で低廉な農業資材の供給や農産物流通等の合理化といった農業者の努力だけでは実現できない構造的な課題を解決する
ための施策を講ずることにより、農業の競争力の強化を図ること。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　 事業再編に係る取組を強化する観点から、本特例措置の対象業種に「農業資材（肥料・農薬・配合飼料・農業機械）の卸売・小売事業」を追加する。

　 H28農水（認定事業再編事業者を対象とする割増償却の特例）、H30農水01

【R1 農水01】-168-



【R1 農水01】

-169-



【R1 農水01】-170-



【R1 農水01】
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【R1 農水01】-172-



【R1 農水01】
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【R1 農水01】-174-



【R1 農水01】
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【R1 農水01】-176-



【R1 農水01】
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1
1  

【R1 農水01】-178-



【R1 農水01】

-179-



（参考） （参考） （参考） （参考） 目標① 目標② 目標③

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績

H23 2,229 2,004 89.9% 2,004 ▲2,669.0 ▲2,560.0 95.9% 5.9% 7.2% 不明 ▲1,984.0 － ▲1,983.2 － － － － － 80.0% － 82.0% 不明 102.5% 80.0% － 90.0% 不明 112.5%

H24 3,068 2,463 80.3% 2,463 ▲3,935.0 ▲3,050.0 77.5% 6.3% 7.3% 不明 ▲2,461.0 － ▲2,460.1 － － － － － 80.0% 不明 103.0% 不明 128.8% 80.0% 不明 97.0% 不明 121.3%

H25 3,286 2,539 77.3% 2,539 ▲3,937.0 ▲2,940.0 74.7% 5.8% 9.3% 不明 ▲2,349.0 － ▲2,349.1 － － － － － 80.0% 不明 91.0% 不明 113.8% 80.0% 不明 90.0% 不明 112.5%

H26 4,569 2,257 49.4% 2,257 ▲3,994.0 ▲2,310.0 57.8% 9.5% 6.9% ▲3,070.0 ▲2,037.0 66.4% ▲2,036.7 － － － － － 80.0% 不明 95.0% 不明 118.8% 80.0% 不明 79.0% 不明 98.8%

H27 3,185 3,096 97.2% 3,096 ▲2,510.0 ▲3,560.0 141.8% 5.7% 6.4% ▲2,214.0 ▲2,969.0 134.1% ▲2,969.4 － － － － － 80.0% 不明 91.0% 不明 113.8% 80.0% 不明 86.0% 不明 107.5%

H28 2,441 4,207 172.3% 4,207 ▲2,250.0 ▲4,910.0 218.2% 4.0% 8.0% ▲1,991.0 ▲3,901.0 195.9% ▲3,899.6 － － － － － 80.0% 91.0% 91.0% 不明 113.8% 80.0% 86.0% 91.0% 不明 113.8%

H29 3,606 4,889 135.6% 4,889 ▲3,440.0 ▲5,740.0 166.9% 3.4% 5.0% ▲2,870.0 ▲4,531.0 157.9% ▲4,529.9 － － － － － 80.0% 91.0% 94.0% 不明 117.5% 80.0% 91.0% 95.0% 不明 118.8%

H30 3,892 5,609 144.1% － ▲3,470.0 ▲5,340.0 153.9% － － ▲2,896.0 ▲4,224.0 145.9% － － － － － － 80.0% 91.0% 99.0% 不明 123.8% 80.0% 91.0% 99.0% 不明 123.8%

R1 6,434 － － － ▲5,200.0 － － － － ▲4,112.0 － － － 14.9 4.5 － － － 80.0% 99.0% － － － 80.0% 99.0% － － －

R2 6,434 － － － ▲5,200.0 － － － － ▲4,112.0 － － － 14.9 4.5 － － － 80.0% 99.0% － － － 80.0% 99.0% － － －

R3 6,434 － － － ▲5,200.0 － － － － ▲4,112.0 － － － 14.9 4.5 － － － 80.0% 99.0% － － － 80.0% 99.0% － － －

R4 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
R5～／
未定 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

適用件数
（法人税・件）

減収額
（法人税・百万円）

将来予測

適用実態調査に
おける適用件数
（法人税（農
業経営基盤強
化準備金・農用
地等を取得した
場合の課税の特
例）・件）

適用実態調査に
おける適用額の上
位10社割合（法
人税（農用地等
を取得した場合の
課税の特
例）・％）

適用実態調査における
租税特別措置ごとの影
響額（地方法人二
税・地方法人特別税・
百万円）

租特の直
接的効果

実績目標値
（達成率：％）

目標
達成度

租税特別措置等の適用実態

減収額
（地方法人二税・地方法人特別税・百

万円）

租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

【総括表】

適用実態調査に
おける適用額の上
位10社割合（法
人税（農業経営
基盤強化準備
金）・％）

「農業経営改善計画の達成率（農業用機械等）が
各年度80％以上となることを目指す」

「農業経営改善計画の達成率（農用地）が各年度
80％以上となることを目指す」

目標値
（達成率：％） 将来予測 実績 目標

達成度租特の直
接的効果

「令和5年度において、担い手が利用する農地面
積の割合を80％とするため、担い手が利用する
農地面積を1年間で14.9万ha、最終年度（2
年間）で29.8万haを増加させることを目指す」
（令和元年度評価時から）

目標値
（万ha） 将来予測 実績 目標

達成度租特の直
接的効果

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 H19 区分 延長

  措置の適用期限を令和4年3月31日まで2年間延長する。

過去の政策評価の実績

  農業経営基盤強化準備金及び農用地等を取得した場合の課税の特例
　 （農業経営基盤強化準備金、農用地等を取得した場合の課税の特例）

 【農業経営基盤強化準備金】
 　認定農地所有適格法人等が、交付金等の交付を受けた場合において、認定計画等に従って行う農業経営基盤強化に要する費用の支出に備えるため、一定の金額を準備金として積み立てたときは、積立額の損金算入ができる。
 【農用地等を取得した場合の課税の特例】
 　農業経営基盤強化準備金を積み立てている法人（農業経営基盤強化準備金の積立てができる法人を含む。）が、認定計画等に従って農用地又は特定農業用機械等の取得等をした場合には、準備金の益金算入額等の範囲内で圧縮
記帳ができる。

  経営所得安定対策等の交付金の交付を受けた農業者に対し、本特例を措置することにより、農業経営の基盤を強化するための農業用固定資産への投資を促進し、競争力のある経営体の育成･確保を図ること。

義務対象 努力義務対象

 【農業経営基盤強化準備金】
・適用対象となる法人から特定農業法人である農地所有適格法人（認定農地所有適格法人を除く。）を除外
・適用対象となる交付金等から経営所得安定対策交付金を除外
・準備金の取崩し事由を見直し
 【農用地等を取得した場合の課税の特例】

圧縮限度額の計算の基礎となる農業経営基盤強化準備金制度における益金算入額から「認定計画の定めるところによらないで農用地等の取得等をした場合におけるその取得等をした農用地等の取得価額に相当する金額」を除外

  H22農水23、H24農水02、H26農水06、H27農水02、H28農水08、H29農水01

【基本情報】

 【農業経営基盤強化準備金】
 　従前どおり
 【農用地等を取得した場合の課税の特例】
 　従前どおり

（評価実施府省：農林水産省）＜令和2年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R1農水02）

  措法第61条の2、第61条の3、第68条の64、第68条の65

評価対象税目

平成29年度時点

平成30年度税制改正以後

令和元年度税制改正以後

措置の内容

   制度名
（措置名）

【R1 農水02】-180-



【R1 農水02】

-181-



【R1 農水02】-182-



【R1 農水02】

-183-



【R1 農水02】-184-



【R1 農水02】

-185-



【R1 農水02】-186-



【R1 農水02】

-187-



（参考） （参考） （参考） 目標

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績

H23 882 951 107.8% 951 ▲1,470.0 ▲600.0 40.8% 18.7% 不明 ▲2,335.1 － ▲2,335.1 不明 不明 51.0 不明 －
H24 不明 1,020 － 1,020 不明 ▲1,500.0 － 18.3% 不明 ▲2,850.4 － ▲2,850.4 不明 不明 52.0 不明 －
H25 951 1,117 117.5% 1,117 ▲600.0 ▲1,400.0 233.3% 17.8% ▲1,954.0 ▲3,025.4 154.8% ▲3,025.4 不明 51.0 51.0 不明 －
H26 951 1,224 128.7% 1,224 ▲600.0 ▲1,000.0 166.7% 13.5% ▲1,954.0 ▲3,094.5 158.4% ▲3,094.5 不明 51.0 50.0 不明 －
H27 951 1,417 149.0% 1,417 ▲600.0 ▲2,100.0 350.0% 11.2% ▲1,954.0 ▲3,721.7 190.5% ▲3,721.7 不明 51.0 47.0 不明 －
H28 1,204 1,581 131.3% 1,581 ▲1,125.0 ▲2,900.0 257.8% 11.6% ▲2,826.4 ▲4,240.8 150.0% ▲4,240.8 不明 不明 46.0 不明 －
H29 1,241 1,708 137.6% 1,708 ▲1,125.0 ▲2,700.0 240.0% 12.5% ▲2,826.4 ▲4,042.9 143.0% ▲4,042.9 不明 不明 47.0 不明 －
H30 1,278 1,288 100.8% － ▲1,125.0 ▲1,742.9 154.9% － ▲2,826.4 ▲3,330.1 117.8% － 不明 不明 48.0 不明 －
R1 1,288 － － － ▲1,742.9 － － － ▲3,330.1 － － － 不明 不明 － － －
R2 1,288 － － － ▲1,742.9 － － － ▲3,330.1 － － － 不明 不明 － － －
R3 1,288 － － － ▲1,742.9 － － － ▲3,330.1 － － － － 不明 － － －
R4 1,288 － － － ▲1,742.9 － － － ▲3,330.1 － － － － 不明 － － －

R5～／
未定 1,288 － － － ▲1,742.9 － － － ▲3,330.1 － － － 51.9 － － － －

適用実態調査
における適用額
の上位10社割
合（法人
税・％）

減収額
（地方法人二税・地方法人特別税・百万円）

「平成37年度の牛肉（枝肉）の生産量」

将来予測 実績 目標
達成度租特の直

接的効果

租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

【総括表】

適用実態調査に
おける適用件数
（法人税・件）

適用実態調査におけ
る租税特別措置ごとの
影響額（地方法人二
税・地方法人特別税・
百万円）

適用件数
（法人税・件）

減収額
（法人税・百万円）

租税特別措置等の適用実態

目標値
（万トン）

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税 所得税 個人住民税

関係条項

要望内容

創設年度 S42 区分 延長

　措法第67条の3、第68条の101

過去の政策評価の実績

　我が国の肉用牛経営が本特例措置を活用することにより、「食料・農業・農村基本計画」において定めている、牛肉需要の長期見通しに即した牛肉の生産数量の目標達成に向け、規模拡大等による経営体質の強化により経営の安定化を図
り、国民から求められる国産牛肉の安定供給を確保するとともに、離島、山村地域等条件不利地域を含む国土保全・有効活用、雇用の創出等による地域経済の活力の維持、「攻めの農林水産業」の重要項目である牛肉の輸出の拡大に資す
ること。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　措置の適用期限を令和6年3月31日まで3年間延長する。

　H22農水24、H25農水07、H28農水01

＜令和2年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R1農水03） （評価実施府省：農林水産省）

　肉用牛の売却による農業所得の課税の特例
　（農地所有適格法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例）

措置の内容

平成29年度時点 　農地所有適格法人が、飼育した肉用牛を家畜市場等で売却した場合において、その肉用牛のうちに免税対象飼育牛があるときは、売却による利益の額（売却頭数が年間1,500頭を超える場合のその超える部分の売却利益の額を除く。）の
損金算入ができる。

平成30年度税制改正以後

令和元年度税制改正以後 　従前どおり

　従前どおり

【基本情報】
   制度名
（措置名）

【R1 農水03】-188-



【R1 農水03】

-189-



【R1 農水03】-190-



【R1 農水03】

-191-



【R1 農水03】-192-



【R1 農水03】

-193-



【R1 農水03】-194-



【R1 農水03】

-195-



【R1 農水03】-196-



【R1 農水03】

-197-



 

 

 

 

 

 

27  
 

28  
/  

29  
/  

30  
 

 
 

3,514 3,625 3,735 3,846 3,956 

1,417 1,581 1,708 1,288 1,288 

29,748,367 35,605,934 34,106,372 26,296,501 26,296,501 

2,100,000 2,900,000 2,700,000 1,742,857 1,742,857 

1,482 1,834 1,581 1,353 1,353 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4,067 4,178 4,288 4,399 4,509 

1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 

26,296,501 26,296,501 26,296,501 26,296,501 26,296,501 

1,742,857 1,742,857 1,742,857 1,742,857 1,742,857 

1,353 1,353 1,353 1,353 1,353 

  

 
27 27

 
27 29

 
27 29

 
27 29  

 
27  

 3,514 1 2,961 2 5 110.6 1  
1 110.6  
1 27

 
2 22

 

30 6 7 23 29  
23 951 24 1,020 25 1,117

26 1,224  

30 6 7 23 29  
23 16,786,767 24 21,448,395
25 22,942,032 26 23,437,643

30 6 7 23 29  
23 600,000 24 1,500,000

25 1,400,000 26 1,000,000  

    

 

【R1 農水03】-198-



 

 

 

 

 

 

27  
 

28  
/  

29  
/  

30  
 

 
 

3,514 3,625 3,735 3,846 3,956 

1,417 1,581 1,708 1,288 1,288 

29,748,367 35,605,934 34,106,372 26,296,501 26,296,501 

1,014,806 1,089,292 1,029,535 999,586 999,586 

716 689 603 776 776

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4,067 4,178 4,288 4,399 4,509 

1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 

26,296,501 26,296,501 26,296,501 26,296,501 26,296,501 

999,586 999,586 999,586 999,586 999,586 

776 776 776 776 776

  

 
27 27

 
27 29

 
27 29

 
27 29

 

 
27  

 3,514 1 2,961 2 5 110.6 1  
1 110.6  
1 27

 
2 22

 

30 6 7 23 29  
23 951 24 1,020 25 1,117

26 1,224  

30 6 7 23 29  
23 16,786,767 24 21,448,395
25 22,942,032 26 23,437,643

30 6 7 23 29  
23 871,234 24 946,196

25 1,012,088 26 1,033,952  

    

 

【R1 農水03】
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27  
 

28  
/  

29  
/  

30  
 

 
 

3,514 3,625 3,735 3,846 3,956 

1,417 1,581 1,708 1,288 1,288 

29,748,367 35,605,934 34,106,372 26,296,501 26,296,501 

2,706,931 3,151,527 3,013,318 2,330,539 2,330,539 

1,910 1,993 1,764 1,809 1,809 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4,067 4,178 4,288 4,399 4,509 

1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 

26,296,501 26,296,501 26,296,501 26,296,501 26,296,501 

2,330,539 2,330,539 2,330,539 2,330,539 2,330,539 

1,809 1,809 1,809 1,809 1,809 

 

 
27 27

 
27 29

 
27 29

 
27 29

 

 
27  

 3,514 1 2,961 2 5 110.6 1  
1 110.6  
1 27

 
2 22

 

30 6 7 23 29  
23 951 24 1,020 25 1,117

26 1,224  

30 6 7 23 29  
23 16,786,767 24 21,448,395
25 22,942,032 26 23,437,643

30 6 7 23 29  
23 1,463,890 24 1,904,161

25 2,013,356 26 2,060,591
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27  
 

28  
/  

29  
/  

30  
 

 
 

65,514 61,336 57,158 52,979 48,801 

21,291 23,256 21,282 20,159 20,159 

12,884,000 20,040,000 15,402,000 15,000,000 15,000,000 

605 862 724 744 744

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

44,623 40,445 36,267 32,088 27,910 

20,159 20,159 20,159 20,159 20,159 

15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 

744 744 744 744 744

  

 
27 27

 
27 29  

27 29  

 
27  

 86,405 1 65,514 2 ÷5 4,178.2 …1  
1 4,178.2  
1 22

 
2 27

 

30 6 7 23 29  
(23 18,332 24 18,253 25

19,692 26 19,005 ) 

30 6
7  

【R1 農水03】
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27 28 29 30

65,514 61,336 57,158 52,979 48,801 

21,291 23,256 21,282 20,159 20,159 

7,740,700 10,951,300 9,676,000 6,443,586 6,443,586 

364 471 455 320 320

44,623 40,445 36,267 32,088 27,910 

20,159 20,159 20,159 20,159 20,159 

6,443,586 6,443,586 6,443,586 6,443,586 6,443,586 

320 320 320 320 320

 

 
27 27

 
27 29  

27 29  
1 2  

1 2 4% 6% 

 
27  

86,405 65,514 5 4,178.2 1  
1 4,178.2  
1 22

 
2 27

 

30 6 7 23 29  
(23 18,332 24 18,253 25

19,692 26 19,005 ) 

30 6 7 23 29  
23 3,196,400 24 3,993,300

25 4,575,700 26
4,971,700  

【R1 農水03】-202-



経済産業省 





番号 制度名

経産01 オープン・イノベーションを促進するための税制措置の創設

経産02 金属鉱業等鉱害防止準備金制度の延長

経産03 海外投資等損失準備金の延長

経産04 特定原子力施設炉心等除去準備金の延長

経産05 試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除の拡充

経産06
省エネ再エネ高度化投資促進税制の拡充及び延長
（省エネルギー、再生可能エネルギー）

経産07 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措置の延長

経産08 第三者への事業承継の促進に資する税制措置の創設

経産09 電気供給業における託送料金を控除する収入割の特例措置等

 経済産業省

-205-



（参考） （参考） （参考） 目標

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績

H23 － － － － － － － － － － － － － － － － －
H24 － － － － － － － － － － － － － － － － －
H25 － － － － － － － － － － － － － － － － －
H26 － － － － － － － － － － － － － － － － －
H27 － － － － － － － － － － － － － － － － －
H28 － － － － － － － － － － － － － － － － －
H29 － － － － － － － － － － － － － － － － －
H30 － － － － － － － － － － － － － － － － －
R1 － － － － － － － － － － － － － － － － －
R2 不明 － － － 不明 － － － 不明 － － － 不明 不明 － － －
R3 不明 － － － 不明 － － － 不明 － － － 不明 不明 － － －
R4 － － － － － － － － － － － － － － － － －

R5～／
未定 － － － － － － － － － － － － － － － － －

将来予測

適用実態調査に
おける適用額の上
位10社割合（法
人税・％）

減収額
（地方法人二税・地方法人特別税・百万円）

「既存企業が人材・技術・資本の閉鎖的な自前主義、囲い込み型の組
織運営を脱し、開放型、連携型の組織運営に移行する」

【総括表】

適用実態調査に
おける適用件数
（法人税・件）

適用実態調査におけ
る租税特別措置ごとの
影響額（地方法人二
税・地方法人特別税・
百万円） 租特の直

接的効果
実績目標値 目標

達成度

租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

適用件数
（法人税・件）

減収額
（法人税・百万円）

租税特別措置等の適用実態

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 　ー 区分 新設

　ー

過去の政策評価の実績

　「成長戦略実行計画」（令和元年6月21日閣議決定）において、「第4次産業革命の可能性を最大限引き出すためには、既存企業が人材・技術・資本の閉鎖的な自前主義、囲い込み型の組織運営を脱し、開放型、連携型の組織運営に
移行する必要がある」とされている。
　そこで既存企業の有するリソースを最大限活用したオープン・イノベーションを促進するとともに、ユニコーン級ベンチャーの育成を図り、第4次産業革命における我が国企業の国際競争力を強化することを目的とする。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　我が国における人材・技術・資本のオープン・イノベーションを促進し国際競争力を強化するため、一定の要件を満たしたベンチャー投資を行う既存企業を対象とした税制優遇措置の創設を要望する。

　ー

＜令和2年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R1経産01） （評価実施府省：経済産業省）

オープン・イノベーションを促進するための税制措置の創設
（ー）

措置の内容

平成29年度時点 　ー

平成30年度税制改正以後

令和元年度税制改正以後 　ー

　ー

【基本情報】
   制度名
（措置名）

【R1 経産01】-206-



【R1 経産01】

-207-



【R1 経産01】-208-



【R1 経産01】

-209-



（参考） （参考） （参考） 目標

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績

H23 不明 不明 － 5 ▲4.0 ▲4.0 100.0% － 不明 ▲1.0 － ▲1.1 100.0% 100.0% 100.0% 不明 100.0%

H24 不明 9 － 7 ▲5.0 ▲3.9 77.6% － 不明 ▲3.3 － ▲3.4 100.0% 100.0% 100.0% 不明 100.0%

H25 不明 9 － 8 ▲4.0 ▲4.0 99.7% － 不明 ▲3.4 － ▲1.6 100.0% 100.0% 100.0% 不明 100.0%

H26 不明 9 － 9 ▲2.0 ▲6.6 328.6% － 不明 ▲3.0 － ▲3.0 100.0% 100.0% 100.0% 不明 100.0%

H27 10 9 90.0% 9 ▲2.0 ▲1.7 86.4% － ▲1.2 ▲0.8 63.0% ▲0.8 100.0% 100.0% 100.0% 不明 100.0%

H28 10 8 80.0% 8 ▲2.0 ▲0.8 41.7% － ▲1.2 ▲0.5 42.8% ▲0.5 100.0% 100.0% 100.0% 不明 100.0%

H29 8 5 62.5% 5 ▲1.3 ▲0.5 38.7% － ▲1.6 ▲0.2 13.6% ▲0.2 100.0% 100.0% 100.0% 不明 100.0%

H30 9 10 111.1% － ▲1.3 ▲2.0 151.6% － ▲1.6 ▲2.4 153.4% － 100.0% 100.0% 100.0% 不明 100.0%

R1 10 － － － ▲1.4 － － － ▲1.0 － － － 100.0% 不明 － － －
R2 11 － － － ▲1.8 － － － ▲1.4 － － － 100.0% 不明 － － －
R3 11 － － － ▲1.6 － － － ▲1.3 － － － 100.0% 不明 － － －
R4 － － － － － － － － － － － － － － － － －

R5～／
未定 － － － － － － － － － － － － － － － － －

【総括表】

租特の直
接的効果

実績目標値
（％）

「産業保安監督部長が毎年度算定して通知した額に対する採掘権者等の積立
額の実績を100％とする」適用件数

（法人税・件）
減収額

（法人税・百万円）

将来予測

租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

目標
達成度

適用実態調査に
おける適用件数
（法人税・件）

減収額
（地方法人二税・地方法人特別税・百万円）

租税特別措置等の適用実態

適用実態調査に
おける適用額の上
位10社割合（法
人税・％）

適用実態調査におけ
る租税特別措置ごと
の影響額（地方法
人二税・地方法人
特別税・百万円）

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税 所得税 個人住民税

関係条項

要望内容

創設年度 S49 区分 延長

＜令和2年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R1経産02） （評価実施府省：経済産業省）

  金属鉱業等鉱害防止準備金制度の延長
  （金属鉱業等鉱害防止準備金）

措置の内容

平成29年度時点  　採掘権者又は租鉱権者が、特定施設の使用の終了後における鉱害の防止に要する費用の支出に備えるため、(独)石油天然ガス･金属鉱物資源機構に鉱害防止積立金として積み立てた金額の80％を準備金として積み立てたときは、積立
額の損金算入ができる。

平成30年度税制改正以後

令和元年度税制改正以後

【基本情報】
   制度名
（措置名）

 　従前どおり

 　従前どおり

過去の政策評価の実績

  鉱山の特性に応じた保安上の措置を確実に実施することにより、鉱害の発生を防止すること。

  措置の適用期限を令和4年3月31日まで2年間延長する。

  H23経産11、H25経産23、H27経産04、H29経産04

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

  措法第55条の2、第68条の44

【R1 経産02】-210-



【R1 経産02】

-211-



【R1 経産02】-212-



【R1 経産02】

-213-



【R1 経産02】-214-



【R1 経産02】

-215-



（参考） （参考） （参考） 目標① 目標② 目標③

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績

H23 不明 14 － 14 ▲6,500.0 ▲11,000.0 169.2% 98.7% 不明 ▲2,000.0 － ▲1,992.9 不明 不明 22.6% 不明 － 不明 不明 不明 不明 － 不明 不明 不明 不明 －

H24 不明 10 － 10 ▲4,467.0 ▲4,800.0 107.5% － 不明 ▲800.0 － ▲778.5 不明 不明 22.1% 不明 － 不明 不明 不明 不明 － 不明 不明 不明 不明 －

H25 不明 12 － 12 ▲11,000.0 ▲2,300.0 20.9% － 不明 ▲500.0 － ▲499.7 不明 不明 23.3% 不明 － 不明 不明 不明 不明 － 不明 不明 不明 不明 －

H26 不明 9 － 7 ▲6,160.0 ▲5,679.0 92.2% － 不明 ▲1,176.0 － ▲811.9 不明 不明 24.7% 不明 － 不明 不明 54.9% 不明 － 不明 不明 不明 不明 －

H27 10 5 50.0% 5 ▲4,100.0 ▲3,300.0 80.5% － ▲500.0 ▲470.8 94.2% ▲470.8 不明 不明 27.2% 不明 － 不明 不明 52.1% 不明 － 不明 不明 不明 不明 －

H28 10 5 50.0% 5 ▲4,000.0 ▲1,300.0 32.5% － ▲500.0 ▲169.7 33.9% ▲169.7 不明 不明 27.4% 不明 － 不明 不明 51.3% 不明 － 不明 不明 不明 不明 －

H29 8 5 62.5% 5 ▲1,457.0 ▲600.0 41.2% － ▲302.0 ▲77.7 25.7% ▲77.7 不明 不明 26.6% 不明 － 不明 不明 50.6% 不明 － 不明 不明 不明 不明 －

H30 不明 5 － － ▲2,716.0 ▲1,700.0 62.6% － ▲562.0 ▲239.4 42.6% － 不明 不明 29.4% 不明 － 不明 不明 不明 不明 － 不明 不明 不明 不明 －

R1 5 － － － ▲1,200.0 － － － ▲162.2 － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － － －

R2 5 － － － ▲1,200.0 － － － ▲159.8 － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － － － ー ー － － －

R3 5 － － － ▲1,300.0 － － － ▲187.1 － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － － － ー ー － － －

R4 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
R5～

／未定 － － － － － － － － － － － － 40.0% － － － － 80.0% － － － － 50.0% － － － －

【総括表】

「自主開発鉱石の輸入を促進する（2030年までにレアメタル自
給率50％）」（平成29年度評価時）

目標値
（％）実績 目標

達成度租特の直
接的効果

減収額
（法人住民税・百万円）

将来予測 実績将来予測 租特の直
接的効果

租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

「石油・天然ガスの自主開発比率を2030年に40％以上に引き
上げる」

租税特別措置等の適用実態

適用実態調査に
おける適用件数
（法人税・件）

適用実態調査に
おける租税特別
措置ごとの影響額
（法人住民税・
百万円）

租特の直
接的効果

実績目標値
（％）

目標
達成度

適用件数
（法人税・件） 減収額

（法人税・百万円）

将来予測

適用実態調査に
おける適用額の上
位10社割合（法
人税・％）

目標値
（％）

目標
達成度

「自主開発鉱石の輸入を促進する（鉱物資源（ベースメタル）
の自給率を2030年に80％以上に引き上げる）」

政策目的

法人税 法人住民税

関係条項

要望内容

創設年度 S39 区分 延長過去の政策評価の実績

  資源の自主開発を推進すること等を通じて、我が国に必要な資源の安定供給を確保すること。

  措置の適用期限を令和4年3月31日まで2年間延長する。

  H23経産08、H25経産08、H27経産06、H29経産05

   制度名
（措置名）

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

  措法第55条、第68条の43

＜令和2年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R1経産03） （評価実施府省：経済産業省）
【基本情報】

　上記①及び②の法人の株式等に係る準備金の積立率を20％に、上記③及び④の法人の株式等に係る準備金の積立率を50％に、それぞれ引き下げるとともに、準備金の取崩し事由を見直し

 　従前どおり

  海外投資等損失準備金の延長
　（海外投資等損失準備金）

措置の内容

平成29年度時点

 　次の法人（特定法人）の株式等（設立又は増資により取得するものに限る。）の取得をした場合に、その価格の低落による損失に備えるため、取得価額にそれぞれ次の割合を乗じた金額を準備金として積み立てたときは、積立額の損金算入
ができる。
①  資源開発事業法人：30％
②  資源開発投資法人：30％
③  資源探鉱事業法人：70％
④  資源探鉱投資法人：70％

平成30年度税制改正以後

令和元年度税制改正以後

【R1 経産03】-216-



【R1 経産03】

-217-



【R1 経産03】-218-



【R1 経産03】

-219-



【R1 経産03】-220-



【R1 経産03】

-221-



【R1 経産03】-222-



【R1 経産03】

-223-



（参考） （参考） （参考） 目標

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績

H23 ー － － － － － － － － － － － － － － － －
H24 － － － － － － － － － － － － － － － － －
H25 － － － － － － － － － － － － － － － － －
H26 － － － － － － － － － － － － － － － － －
H27 － － － － － － － － － － － － － － － － －
H28 － － － － － － － － － － － － － － － － －
H29 － 0 － 0 － ▲0 － 　－ － ▲0 － － － － 不明 不明 －
H30 － 1 － － － ▲448.0 － － － ▲31.0 － － － － 不明 不明 －
R1 1 － － － ▲1,415.0 － － － ▲99.0 － － － 不明 不明 － － －
R2 1 － － － 不明 － － － 不明 － － － 不明 不明 － － －
R3 1 － － － 不明 － － － 不明 － － － 不明 不明 － － －
R4 1 － － － 不明 － － － 不明 － － － 不明 不明 － － －

R5～／
未定 － － － － － － － － － － － － － － － － －

将来予測

適用実態調査における
適用額の上位10社割
合（法人税・％）

減収額
（地方法人二税・地方法人特別税・百万円）

「事故炉廃炉等のために必要な資金を確保した上で機構に積み立てることで、事故
事業者に安全かつ着実な事故炉廃炉等を実施させていく」

【総括表】

適用実態調査における
適用件数
（法人税・件）

適用実態調査における
租税特別措置ごとの影
響額（地方法人二税・
地方法人特別税・百万
円） 租特の直

接的効果
実績目標値 目標

達成度

租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

適用件数
（法人税・件）

減収額
（法人税・百万円）

租税特別措置等の適用実態

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 H29 区分 延長

　措法第57条の4の2、第68条の54の2

過去の政策評価の実績

　 事故事業者が、廃炉に必要な資金を原子力損害賠償・廃炉等支援機構法に基づいて積み立てることにより、安全かつ着実な廃炉の実施を確保すること。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　 措置の適用期限を令和5年3月31日まで3年間延長する。

 　－

＜令和2年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R1経産04） （評価実施府省：経済産業省）

 　特定原子力施設炉心等除去準備金の延長
　（特定原子力施設炉心等除去準備金）

措置の内容

平成29年度時点 　廃炉等実施認定事業者が、特定原子力施設に係る炉心等除去費用の支出に充てるため、原子力損害賠償・廃炉等支援機構に廃炉等積立金として積み立てた金額を準備金として積み立てたときは、積立額の損金算入ができる。

平成30年度税制改正以後

令和元年度税制改正以後  　従前どおり

 　従前どおり

【基本情報】
   制度名
（措置名）

【R1 経産04】-224-



【R1 経産04】

-225-



【R1 経産04】-226-



【R1 経産04】

-227-



【R1 経産04】-228-



【R1 経産04】

-229-



（参考） （参考） （参考） 目標

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績

H23 7,372 7,487 101.6% 9,895 ▲306,600.0 ▲307,240.0 100.2% － 不明 不明 － ▲4,290.9 不明 不明 2.48% 不明 －
H24 6,775 8,134 120.1% 11,177 ▲376,000.0 ▲332,200.0 88.4% － 不明 不明 － ▲4,251.8 不明 不明 2.46% 不明 －
H25 8,335 9,202 110.4% 12,703 ▲476,700.0 ▲514,900.0 108.0% 40.9% 不明 不明 － ▲4,744.5 不明 不明 2.50% 不明 －
H26 9,166 9,378 102.3% 12,080 ▲489,660.0 ▲674,600.0 137.8% 36.4% 不明 ▲4,500.0 － ▲5,158.1 不明 不明 2.62% 不明 －
H27 9,439 9,395 99.5% 12,081 ▲492,381.0 ▲615,800.0 125.1% 31.9% 不明 ▲3,900.0 － ▲3,876.8 不明 不明 2.56% 不明 －
H28 10,838 8,888 82.0% 12,262 ▲611,700.0 ▲592,600.0 96.9% 31.8% 不明 ▲3,400.0 － ▲3,434.5 3.00% 不明 2.47% 不明 82.3%
H29 10,968 9,513 86.7% 11,956 ▲726,500.0 ▲666,000.0 91.7% 28.6% 不明 ▲3,900.0 － ▲3,883.0 3.00% 不明 2.52% 不明 84.0%
H30 10,249 9,513 92.8% － ▲667,994.0 ▲666,000.0 99.7% － ▲5,043.0 ▲3,900.0 77.3% － 不明 不明 不明 不明 －
R1 9,513 － － － ▲666,000.0 － － － ▲3,900.0 － － － ー 不明 － － －
R2 9,513 － － － ▲666,000.0 － － － ▲3,900.0 － － － 3.00% 不明 － － －
R3 9,513 － － － ▲717,900.0 － － － ▲4,200.0 － － － 不明 不明 － － －
R4 9,513 － － － ▲773,900.0 － － － ▲4,500.0 － － － 不明 不明 － － －

R5～／
未定 － － － － － － － － － － － － － － － － －

租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

減収額
（法人住民税・百万円）

「民間研究開発投資を2020年度までに対GDP比3％以上とする」

将来予測

【総括表】

適用実態調査にお
ける適用件数（法
人税・件）

適用実態調査における租
税特別措置ごとの影響額
（法人住民税・百万
円）

租特の直
接的効果

実績目標値
（%）

目標
達成度

租税特別措置等の適用実態

適用件数
（法人税・件）

減収額
（法人税・百万円）

適用実態調査にお
ける適用額の上位
10社割合（法人
税・％）

政策目的

法人税 法人住民税

関係条項

要望内容

創設年度 S42 区分 拡充

　措法第42条の4、第68条の9

過去の政策評価の実績

　 我が国の研究開発投資総額（平成29年度：19.1兆円）の約7割（同：13.8兆円）を占める民間企業の研究開発投資を維持・拡大することにより、イノベーションに繋がる中長期・革新的な研究開発等の加速を通じた我が国企業の競争力
を強化する。
　具体的には、民間企業の研究開発投資を2020年度頃までに対 GDP比３％にする。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

 　科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第49条の検討規定等を踏まえ、科学技術基本法、活性化法で定める科学技術の定義の見直しについての法改正を検討している。法改正を行う場合、活性化法が対象とする「試験研究機関
等」の範囲が拡大されることとなるため、新たに「試験研究機関等」に追加される機関についても、オープンイノベーション型の共同研究先とし、30％の控除率を措置する。

　H22経産15、H23経産14、H24経産14、H25経産26、H26経産13、H28経産14、H30経産07

＜令和2年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R1経産05） （評価実施府省：経済産業省）

　試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除の拡充
　（試験研究を行った場合の法人税額の特別控除（研究開発税制）)

措置の内容

平成29年度時点

(1) 試験研究費総額の６～10％（増減試験研究費割合に応じた税額控除割合）（平成29年４月１日から平成31年３月31日までの間に開始する事業年度（特例年度）は６～14％）の税額控除（当期の法人税額の
25％（特例年度において試験研究費割合が10％を超える場合にはその割合に応じ25％～35％）を限度）ができる。

(2) 中小企業者等の試験研究費の額については、その総額の12％の税額控除（当期の法人税額の25％（特例年度において試験研究費割合が10％を超える場合にはその割合に応じ25％～35％）を限度）ができる。
なお、特例年度において、増減試験研究費割合が５％を超える場合には、上記の12％の割合をその増減試験研究費割合に応じ12％～17％とするとともに、税額控除額の上限を当期の法人税額の35％とする。

(3) 特別試験研究費総額の20％（特別試験研究機関等と共同して行う試験研究費等については30％）の税額控除（(1)(2)とは別枠で当期の法人税額の5％程度）ができる。
(4) 平成20年4月1日から平成31年3月31日までの間に開始する各事業年度において、(1)～(3)とは別枠で、次の①又は②のいずれかの選択適用（当期の法人税額の10％を限度）ができる。

① 増加型：増加試験研究費の額の30％（増加試験研究費割合が30％未満である場合には、その増加試験研究費割合）の税額控除
※ 平成29年4月1日前に開始した事業年度について適用

② 高水準型：試験研究費の額のうち平均売上金額の10％を超える部分の金額について超過税額控除割合の税額控除（(1)(2)の下線部部との選択適用）

平成30年度税制改正以後

令和元年度税制改正以後

・上記(1)の制度について、税額控除割合の見直し（増減試験研究費割合に応じ６％～10％及び税額控除割合の上限の上乗せ特例）、研究開発を行うベンチャー企業の税額控除額の上限の特例の創設及び試験研究割合が10％を超える
場合における税額控除額の上限の見直し

・上記(2)の制度について、増減試験研究費割合が5％を超える場合における特例の見直し、試験研究費割合が10％を超える場合における税額控除額の上限の特例の見直し及び中小企業者から除外されるみなし大企業の範囲の見直し
・上記(3)の制度について、特別試験研究費の額の範囲の見直し、税額控除割合の見直し及び税額控除額の上限の引上げ
・上記(4)②の制度を廃止
・組織再編成があった場合における比較試験研究費の額の調整計算等の適正化等

　従前どおり

【基本情報】
   制度名
（措置名）

【R1 経産05】-230-



【R1 経産05】

-231-



【R1 経産05】-232-



【R1 経産05】

-233-



【R1 経産05】-234-



【R1 経産05】

-235-



【R1 経産05】-236-



【R1 経産05】

-237-



（参考） （参考） （参考） （参考） 目標

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績

H23 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H24 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H25 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H26 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H27 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H28 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H29 － － － － － － － － － － － － － － － 239 － － － － 253 － － － － 362 － －

H30 967 35 3.6% － ▲7,051.0 ▲220.0 3.1% － － ▲8,604.0 ▲190.0 2.2% － 不明 198.6 不明 不明 － 不明 51.0 不明 不明 － 不明 22.8 不明 不明 －

R1 437 － － － ▲2,870.0 － － － － ▲1,970.0 － － － ー 不明 － － － ー 不明 － － － ー 不明 － － －

R2 437 － － － ▲2,870.0 － － － － ▲1,970.0 － － － － 不明 － － － ー 不明 － － － ー 不明 － － －

R3 437 － － － ▲2,870.0 － － － － ▲1,970.0 － － － 521 不明 － － － 613 不明 － － － 804 不明 － － －

R4 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

R5～／
未定 － － － － － － － － － － － － － 1,042 － － － － 1,226 － － － － 1,607 － － － －

運輸部門

将来予測

業務部門産業部門

租特の直
接的効果

目標
達成度

目標
達成度

目標
達成度

（注）　経産06は、評価書に記載されている関係条項別（省エネルギー分、再生可能エネルギー分）に「点検シート」及び「点検結果表」を作成している。

目標値
（万kl）

目標値
（万kl） 将来予測 実績将来予測 実績

【総括表】

適用実態調査に
おける適用件数
（法人税・件）

適用実態調査に
おける適用額の上
位10社割合
（法人税（特別
控除）・％）

適用実態調査に
おける租税特別措
置ごとの影響額
（地方法人二税・
地方法人特別税・
百万円）

租特の直
接的効果

実績目標値
（万kl）

適用件数
（法人税・件）

減収額
（法人税・百万円）

適用実態調査にお
ける適用額の上位
10社割合（法人
税（特別償
却）・％）

減収額
（地方法人二税・地方法人特別税・百万円）

租税特別措置等の適用実態 租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

租特の直
接的効果

「各部門の省エネルギー目標（原油換算）の見通しを達成する」

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 H30 区分 拡充・延長

　措法第42条の5、第68条の10

過去の政策評価の実績

  「長期エネルギー需給見通し」（平成27年7月経済産業省決定）において掲げられた、最終エネルギー消費で2030年度に原油換算で5,030万klの省エネ見通しを実現すること。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

  措置の適用期限を令和4年3月31日まで2年間延長する。また、中長期的な計画に基づく省エネ投資の対象事業者に、認定管理統括事業者及び管理関係事業者を追加する。

   H29経産09

＜令和2年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R1経産06-1） （評価実施府省：経済産業省）

  省エネ再エネ高度化投資促進税制の拡充及び延長（省エネルギー）
   （－）

措置の内容

平成29年度時点    －

平成30年度税制改正以後

令和元年度税制改正以後  　従前どおり

 　次の区分に応じ、それぞれの減価償却資産（高度省エネルギー増進設備等）の取得等をして、これを国内にあるその法人の事業の用に供した場合には、その事業の用に供した日を含む事業年度において、その高度省エネルギー増進設備等の
取得価額の30％相当額の特別償却ができる。また、中小企業者等については、当該特別償却とその高度省エネルギー増進設備等の取得価額の7％相当額の税額控除との選択適用ができる。
①  エネルギー使用合理化のための機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に特に効果の高い一定のもの
②  連携省エネルギー措置の実施により取得等をされる機械その他の減価償却資産で、エネルギーの使用の合理化に資する一定のもの
③  荷主連携省エネルギー措置の実施により取得等をされる機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に資する一定のもの

【基本情報】
   制度名
（措置名）

【R1 経産06】-238-



【R1 経産06】

-239-



【R1 経産06】-240-



【R1 経産06】

-241-



（参考） （参考） （参考） 目標

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績

H23 － － － － － － － － － － － － － － － － －
H24 － － － － － － － － － － － － － － － － －
H25 － － － － － － － － － － － － － － － － －
H26 － － － － － － － － － － － － － － － － －
H27 － － － － － － － － － － － － － － － － －
H28 － － － － － － － － － － － － － － － － －
H29 － － － － － － － － － － － － － － ー － －
H30 272 36 13.2% － ▲4,666.0 ▲1,807.0 38.7% － ▲5,692.0 不明 － － 不明 不明 不明 不明 －
R1 40 － － － ▲2,806.0 － － － 不明 － － － 不明 不明 － － －
R2 40 － － － ▲2,023.0 － － － 不明 － － － 不明 不明 － － －
R3 40 － － － ▲2,023.0 － － － 不明 － － － 不明 不明 － － －
R4 － － － － － － － － － － － － － － － － －

R5～／
未定 － － － － － － － － － － － － 22.0～24.0％ － － － －

【総括表】

適用実態調査
における適用件
数（法人税・
件）

適用実態調査
における租税特
別措置ごとの影
響額（地方法
人二税・地方法
人特別税・百万
円）

租特の直
接的効果

実績目標値
（％）

適用件数
（法人税・件）

減収額
（法人税・百万円）

適用実態調
査における適
用額の上位
10社割合
（法人税
（％）

減収額
（地方法人二税・地方法人特別税・百万円）

租税特別措置等の適用実態

「2030年度のエネルギーミックスにおける再生可能エネルギーの総発電電力量に占め
る割合と発電電力量」

再エネ全体：22～24％程度

将来予測

租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

目標
達成度

（注）　経産06は、評価書に記載されている関係条項別（省エネルギー分、再生可能エネルギー分）に「点検シート」及び「点検結果表」を作成している。

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 H30 区分 延長

＜令和2年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R1経産06-2） （評価実施府省：経済産業省）

  省エネ再エネ高度化投資促進税制の拡充及び延長（再生可能エネルギー）
   （－）

措置の内容

平成29年度時点   －

平成30年度税制改正以後

令和元年度税制改正以後（予定）  　従前どおり

　 法人が再生可能エネルギー発電設備等の取得等をして、これをその法人の国内にある事業の用に供した場合には、その事業の用に供した日を含む事業年度において、その再生可能エネルギー発電設備等の取得価額の20%相当額
の特別償却ができる。

【基本情報】
  制度名
（措置名）

　措法第43条、第68条の16

過去の政策評価の実績

 　再生可能エネルギーの主力電源化とエネルギーミックスの達成に向けて、発電コスト削減と固定価格買取制度による国民負担の抑制を達成しつつ、電源ごとの実態に即した再生エネルギーの導入を推進すること。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

   措置の適用期限を令和４年３月31日まで2年間延長する。

 H29経産09

【R1 経産06】-242-



【総括表の別紙】

目標

H23 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H24 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H25 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H26 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H27 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H28 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H29 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

H30 不明 不明 不明 不明 － 不明 不明 不明 不明 － 不明 不明 0 － － 不明 不明 0.00008 不明 － 不明 不明 0.00009 不明 －

R1 不明 不明 － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － － －

R2 不明 不明 － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － － －

R3 不明 不明 － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － － －

R4 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

R5～／
未定 749 － － － － 182 － － － － 102～113 － － － － 939～981 － － － － 394～490 － － － －

目標値
（億kWh） 将来予測 将来予測実績 目標

達成度
目標値

（億kWh） 将来予測 実績 目標
達成度

目標値
（億kWh） 将来予測 実績 目標

達成度
目標値

（億kWh） 実績 目標
達成度

目標値
（億kWh） 将来予測 実績 目標

達成度租特の直
接的効果

租特の直
接的効果

租特の直
接的効果

租特の直
接的効果

租特の直
接的効果

租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

風力：1.7%程度（約1,000万kW、182億kWh） 地熱：1.0～1.1%程度（約140～155万kW、102～113億kWh） 水力：8.8～9.2%程度（約4,874～4,931万kW、939～981億
kWh）

バイオマス：3.7～4.6%程度（約602～728万kW、394～490億
kWh）

「2030年度のエネルギーミックスにおける再生可能エネルギーの総発電電力量に占める割合と発電電力量」

太陽光：7.0%程度（約6,400万kW、749億kWh）
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（参考） （参考） （参考） 目標① 目標② 目標③

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績

H23 231,341 424,751 183.6% 425,223 ▲26,800.0 ▲23,800.0 88.8% 0.01% 不明 ▲23,500.0 － ▲32,677.3 － － － － － － 不明 － 不明 － － 不明 28.1% 不明 －

H24 211,676 430,555 203.4% 431,038 ▲24,500.0 ▲24,200.0 98.8% 0.01% 不明 ▲13,300.0 － ▲32,254.6 － － － － － 90.0% 90.0% 70.0% 不明 77.8% 50.0% 不明 30.8% 不明 61.6%

H25 488,274 459,729 94.2% 459,729 ▲19,900.0 ▲25,100.0 126.1% 0.01% ▲11,726.3 ▲13,700.0 116.8% ▲22,065.8 － － － － － 不明 不明 不明 不明 － － 不明 不明 不明 －

H26 488,274 504,568 103.3% 504,568 ▲19,900.0 ▲27,300.0 137.2% 0.01% ▲11,726.3 ▲13,800.0 117.7% ▲24,093.7 － － － － － 不明 不明 不明 不明 － － 不明 不明 不明 －

H27 496,650 489,992 98.7% 489,992 ▲27,100.0 ▲26,500.0 97.8% 0.01% ▲15,600.0 ▲14,400.0 92.3% ▲22,168.9 － － － － － 不明 不明 不明 不明 － － 不明 不明 不明 －

H28 516,516 510,262 98.8% 510,262 ▲28,200.0 ▲27,300.0 96.8% 0.01% ▲14,900.0 ▲13,800.0 92.6% ▲22,169.0 － － ー ー － 不明 不明 不明 不明 － 50.0% 不明 不明 不明 －

H29 523,878 531,317 101.4% 531,317 ▲28,300.0 ▲29,000.0 102.5% 0.01% ▲15,300.0 ▲15,700.0 102.6% ▲23,085.7 － － ー ー － 不明 84.7% 不明 不明 － 50.0% 31.6% 不明 不明 －

H30 541,690 553,101 102.1% － ▲29,300.0 ▲30,200.0 103.1% － ▲16,000.0 ▲16,400.0 102.5% － － － ー ー － － 不明 不明 不明 － － 不明 35.0% 不明 －

R1 575,778 － － － ▲31,400.0 － － － ▲17,100.0 － － － 不明 不明 － － － 90.0% ー － － － 50.0% ー － － －

R2 599,385 － － － ▲32,700.0 － － － ▲17,700.0 － － － 不明 不明 － － － ー ー － － －  － － － －

R3 623,960 － － － ▲34,100.0 － － － ▲18,400.0 － － － 不明 不明 － － － ー ー － － － － － － － －

R4 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

R5～／
未定 － － － － － － － － － － － － － － － － － 90.0% － － － － － － － － －

租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）
【総括表】

適用実態調査
における適用
件数（法人
税・件）

適用実態調査
における適用
額の上位10社
割合（法人
税・％）

適用実態調査に
おける租税特別措
置ごとの影響額
（地方法人二税・
地方法人特別税・
百万円）

租特の直
接的効果

実績目標値
（％）

適用件数
（法人税・件）

減収額
（法人税・百万円）

将来予測

「従業員数20名未満の個人事業主におけるパソコン利用割合5
割への到達」（平成29年度評価時）

租税特別措置等の適用実態

将来予測 実績

減収額
（地方法人二税・地方法人特別税・百万円）

目標
達成度

目標値
（％） 将来予測 実績 目標

達成度租特の直
接的効果

「中小企業庁のアンケ－ト調査での従業員数20名未満の法人におけ
るパソコン利用割合（平成31年度末時点で20名以上の法人の水準
である9割への到達を目指す）」（平成29年度評価時）

目標
達成度租特の直

接的効果

「売上高に対する販売費及び一般管理費の比率が20％以下の水準
に到達することを目指す」（令和元年度評価時から）

目標値
（％）

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 H15   H23経産17、H25経産28、H27経産16、H29経産11 区分 延長

＜令和2年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R1経産07） （評価実施府省：経済産業省）
【基本情報】

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

  中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措置の延長
  （中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例）

措置の内容

平成29年度時点  　中小企業者等（常時使用する従業員の数が1,000人以下のものに限る。）が少額減価償却資産（取得価額が30万円未満であるもの）の取得等をした場合には、取得価額の全額について損金算入ができる。ただし、少額減価償却資産
の取得価額の合計額が300万円を超えるときは、その合計額のうち300万円に達するまでの取得価額の合計額を限度とする。

平成30年度税制改正以後

令和元年度税制改正以後

   制度名
（措置名）

 　従前どおり

 　従前どおり

過去の政策評価の実績

  中小企業の事務負担の軽減を図るとともに、事務効率の向上等に資する設備投資を促進させることで、中小企業の活力向上を図ること。

  措置の適用期限を令和4年3月31日まで2年間延長する。

  措法第67条の5、第68条の102の2
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（参考） （参考） （参考） 目標

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績

H23 － － － － － － － － － － － － － － － － －
H24 － － － － － － － － － － － － － － － － －
H25 － － － － － － － － － － － － － － － － －
H26 － － － － － － － － － － － － － － － － －
H27 － － － － － － － － － － － － － － － － －
H28 － － － － － － － － － － － － － － － － －
H29 － － － － － － － － － － － － － － － － －
H30 － － － － － － － － － － － － － － － － －
R1 － － － － － － － － － － － － － － － － －
R2 不明 － － － 不明 － － － 不明 － － － 不明 不明 － － －
R3 不明 － － － 不明 － － － 不明 － － － 不明 不明 － － －
R4 不明 － － － 不明 － － － 不明 － － － 不明 不明 － － －

R5～／
未定 不明 － － － 不明 － － － 不明 － － － 不明 不明 － － －

【総括表】

適用実態調査に
おける適用件数
（法人税・件）

適用実態調査におけ
る租税特別措置ごとの
影響額（地方法人二
税・地方法人特別税・
百万円）

租特の直
接的効果

実績目標値 目標
達成度

租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

適用件数
（法人税・件）

減収額
（法人税・百万円）

租税特別措置等の適用実態

将来予測

適用実態調査に
おける適用額の上
位10社割合（法
人税・％）

減収額
（地方法人二税・地方法人特別税・百万円）

「後継者難に苦しむ中小企業・小規模事業者について第三者への円滑な事業承継
を促進し、優良な経営資源を有する中小企業の事業の継続や更なる発展を図り、
もって地域経済の活力維持を実現する」

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 　ー 区分 新設

＜令和2年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R1経産08） （評価実施府省：経済産業省）

　第三者への事業承継の促進に資する税制措置の創設
　（ー）

措置の内容

平成29年度時点 　ー

平成30年度税制改正以後

令和元年度税制改正以後 　ー

　ー

【基本情報】
   制度名
（措置名）

　ー

過去の政策評価の実績

  後継者不在の中小企業経営者に対して、株式譲渡や事業譲渡等のＭ＆Ａを用いた第三者に対する事業承継をより一層円滑に行える環境を整備することで、経営者の後継者不在を原因とした廃業を減少させ、優良な経営資源を有する中
小企業・小規模事業者の事業継続を支援し、地域経済の活性化や雇用の維持等を図ること。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

  親族以外の第三者に対して事業承継を行う際に生ずる税負担や資金繰り負担を緩和することにより、事業承継をより一層円滑に行える環境を整備し、経営者の後継者不在を原因とした廃業を減少させ、優良な経営資源を有する中小企業・
小規模事業者の事業継続を支援し、地域経済の活性化や雇用の維持等を図る。

　ー
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（参考） （参考） （参考） 目標① 目標②

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績

H23 不明 33 － － － － － － 不明 ▲1,127.0 － － － － ー ー － － － 不明 不明 －
H24 不明 34 － 　－ － － － － 不明 ▲1,160.0 － － － － ー ー － － － 不明 不明 －
H25 97 49 50.5% － － － － － ▲1,163.0 ▲1,332.0 114.5% － － － ー ー － － － 不明 不明 －
H26 不明 71 － － － － － － 不明 ▲1,627.0 － － － － ー ー － － － 不明 不明 －
H27 不明 136 － － － － － － 不明 ▲2,458.0 － － － － ー ー － － － 不明 不明 －
H28 不明 380 － － － ー － － 不明 ▲21,792.0 － － ー ー ー ー － 不明 不明 不明 不明 －
H29 不明 458 － － － ー － － 不明 ▲24,723.0 － － ー ー ー ー － 不明 不明 不明 不明 －
H30 不明 580 － － － ー － － 不明 ▲26,263.0 － － ー ー ー ー － 不明 不明 不明 不明 －
R1 592 － － － ー － － － ▲26,467.0 － － － 不明 不明 － － － ー ー － － －
R2 592 － － － ー － － － ▲26,467.0 － － － 不明 不明 － － － ー ー － － －
R3 592 － － － ー － － － ▲26,467.0 － － － 不明 不明 － － － ー ー － － －
R4 592 － － － ー － － － ▲26,467.0 － － － 不明 不明 － － － ー ー － － －

R5～／
未定 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

「一般の競争下にある企業と同様の税制とすることで、
課税の公平性を実現する」（平成28年度評価時）

租税特別措置等の適用実態

目標値 将来予測 実績 目標
達成度

適用実態調査
における適用額
の上位10社割
合（法人
税・％）

租特の直
接的効果

租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）
【総括表】

適用実態調
査における適
用件数（法
人税・件）

適用実態調査に
おける租税特別
措置ごとの影響
額（法人事業
税・百万円）

租特の直
接的効果

実績目標値 目標
達成度

適用件数
（法人事業税・件）

減収額
（法人税・百万円）

将来予測

減収額
（法人事業税・百万円）

「小売電気事業への新規参入並びに市場競争の促進
を目指す」（令和元年度評価時から）

政策目的

法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 H12 区分 延長

　地方税法附則第9条

過去の政策評価の実績

　二重課税を回避し、他の一般事業との課税の公平性を確保することで、小売電気事業への新規参入並びに市場競争を促進し、需要家の電力会社、料金メニューに係る多様な選択肢の確保、事業者の事業機会の拡大を目指すこと。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　措置の適用期限を令和5年3月31日まで3年間延長する。

　H22経産33、H25経産41、H28経産05

＜令和2年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R1経産09） （評価実施府省：経済産業省）

　電気供給業における託送料金を控除する収入割の特例措置等
　（事業税の課税標準の特例（電気供給業に係る託送料金を控除する収入割の特例措置））

措置の内容

平成29年度時点 　収入金課税される他の電気供給業を行う法人から託送供給を受けて電気供給を行う法人について、当該託送供給の料金として支払うべき金額に相当する収入金額を、収入割の課税標準である収入金額から控除する。

平成30年度税制改正以後

令和元年度税制改正以後  　従前どおり

 　従前どおり

【基本情報】
   制度名
（措置名）

【R1 経産09】-264-



【R1 経産09】
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【R1 経産09】-266-



【R1 経産09】

-267-



【R1 経産09】-268-



国土交通省 





番号 制度名

国交01 物流総合効率化法の認定計画に基づき取得した事業用資産に係る特例措置の延長

国交02 三大都市圏の政策区域における特定の事業用資産の買換え等の特例措置の延長

国交03 都市機能誘導区域外から区域内への特定の事業用資産の買換え等の特例措置の延長

国交04 市街地再開発事業における特定の事業用資産の買換え等の特例措置の延長

国交05 防災街区整備事業に係る事業用資産の買換特例等の延長

国交06 海上運送業における特定の事業用資産の買換等の場合の課税の特例措置の延長

国交07 港湾の整備、維持管理及び防災対策等に係る作業船の買換等の場合の課税の特例措置の延長

国交08 航空機騒音対策事業に係る特定の事業用資産の買換え等の特例措置の延長

国交09 長期保有土地等に係る事業用資産の買換え等の場合の課税の特例措置の延長等

 国土交通省

-271-



【R1 国交01】-272-



【R1 国交01】

-273-



【R1 国交01】-274-



【R1 国交01】

-275-



【R1 国交01】-276-



【R1 国交01】

-277-



【R1 国交01】-278-



【R1 国交01】

-279-



【R1 国交01】-280-



【R1 国交01】

-281-



【R1 国交01】-282-



【R1 国交01】

-283-



（参考） （参考） （参考） 目標① 目標② 目標③

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績

H23 28 250 892.9% 98 ▲2,442.0 ▲23,358.0 956.5% 55.7% 不明 不明 － ▲1,691.8 ー ー ー ー － － － 不明 不明 － － － － 不明 不明 － －

H24 28 342 1221.4% 68 ▲2,442.0 ▲23,843.0 976.4% 69.4% 不明 不明 － ▲1,679.9 ー ー ー ー － － － 不明 不明 － － － － 不明 不明 － －

H25 298 不明 － 70 ▲19,765.0 不明 － 59.9% 不明 不明 － ▲1,244.9 ー ー ー ー － 不明 不明 不明 不明 ー － 不明 不明 不明 不明 ー －

H26 298 62 20.8% 62 ▲19,765.0 ▲1,436.0 7.3% 58.2% 不明 ▲822.0 － ▲714.2 ー ー ー ー － 不明 不明 ▲ 2.47% 不明 8.06% － 不明 不明 0.47% 不明 ▲ 0.60% －

H27 298 48 16.1% 48 ▲19,765.0 ▲4,416.0 22.3% 87.6% 不明 ▲2,750.0 － ▲2,248.1 ー ー ー ー － 不明 不明 不明 不明 ー － 不明 不明 不明 不明 ー －

H28 63 63 100.0% 63 ▲1,352.0 ▲4,048.0 299.4% 77.4% 不明 ▲2,522.0 － ▲2,059.1 ー ー ー ー － 不明 不明 不明 不明 ー － 不明 不明 不明 不明 ー －

H29 63 53 84.1% 53 ▲1,352.0 ▲1,204.0 89.1% 54.8% 不明 ▲749.0 － ▲589.4 ー ー ー ー － 不明 不明 不明 不明 ー － 不明 不明 不明 不明 ー －

H30 63 107 169.8% － ▲1,340.0 ▲1,637.0 122.2% － 不明 ▲1,481.0 － － ー ー ー ー － 不明 不明 不明 不明 － － 不明 不明 不明 不明 － －

R1 63 － － － ▲1,465.0 － － － ▲905.0 － － － 不明 不明 － － － ー ー － － － － ー ー － － － －

R2 66 － － － ▲1,522.0 － － － ▲605.0 － － － 不明 不明 － － － ー ー － － － － ー ー － － － －

R3 66 － － － ▲1,522.0 － － － ▲605.0 － － － 不明 不明 － － － ー ー － － － － ー ー － － － －

R4 66 － － － ▲1,522.0 － － － ▲605.0 － － － 不明 不明 － － － ー ー － － － － ー ー － － － －

R5～／
未定 － － － － － － － － － － － － 4.0 － － － － － － － － － － － － － － － －

適用実態調
査における適
用件数（法
人税・件）

適用実態調
査における租
税特別措置
ごとの影響額
（地方法人
二税・地方法
人特別税・百
万円）

租特の直
接的効果

実績目標値
（％）

目標
達成度

適用件数
（法人税・件）

減収額
（法人税・百万円）

減収額
（地方法人二税・地方法人特別税・百万

円）

「三大都市圏の近郊整備地帯等及び都市開発区域に、業務・商
業等の都市機能が集積された効率的かつ持続可能な都市圏構造
への再編を図る＜測定指標＞当該区域の存する市町村域の事業
所数の増減率が当該区域を除く市町村域を上回る」（平成28年
度評価時）

全国（対
象地域を除
く）の増減

率

「市街化区域等内における環境の悪化等の外部不経済
の解消状況を把握するため、公害発生密度を指標とし、
令和7年度までに東京特別区・大阪市・名古屋市におけ
る平均値を、現行の三大都市圏制度が措置された平成
18年度の近郊整備地帯等を有する都府県の平均値
（4.0件／年・㎢）まで低減する」（令和元年度評価
時から）

【総括表】

将来予測

適用実態調
査における適
用額の上位
10社割合
（法人
税・％）

目標値
（％） 将来予測 実績

「三大都市圏の近郊整備地帯等及び都市開発区域に、業務・商
業等の都市機能が集積された効率的かつ持続可能な都市圏構造
への再編を図る＜測定指標＞当該区域の存する市町村域の従業
員数の増減率が当該区域を除く市町村域を上回る」（平成28年
度評価時）

租税特別措置等の適用実態 租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

目標
達成度租特の直

接的効果

全国（対
象地域を除
く）の増減

率

目標値
（件／年・

㎢）
将来予測 実績 目標

達成度租特の直
接的効果

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 S44 区分 延長

＜令和2年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R1国交02） （評価実施府省：国土交通省）

　三大都市圏の政策区域における特定の事業用資産の買換え等の特例措置の延長
　（特定の資産の買換えの場合等の課税の特例（所有期間が10年を超える建物等の既成市街地等の内から外への買換え））

措置の内容

平成29年度時点  　既成市街地等にある所有期間が10年を超える事業用の土地等、建物等（譲渡資産）の譲渡をし、既成市街地等以外の地域内にある土地等、建物等及び機械装置（買換資産）の取得等をした場合には、その買換資産につき、譲渡益
の額の80％の範囲内で圧縮記帳による課税の繰延べができる。また、特別勘定を設定した場合及び本制度の対象となる譲渡資産を交換した場合についても課税の繰延べができる。

平成30年度税制改正以後

令和元年度税制改正以後  　従前どおり

 　従前どおり

【基本情報】
   制度名
（措置名）

　措法第65条の7、第65条の8、第65条の9

過去の政策評価の実績

　三大都市圏の都心への人口・産業の過度な集中による外部不経済（環境の悪化・交通混雑等）が発生している既成市街地等において、その弊害の排除及び解消を目指し、三大都市圏の秩序ある発展を図ること。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　措置の適用期限を令和5年3月31日まで3年間延長する。

　H22国交10、H25国交15、H28国交09

【R1 国交02】-284-



【R1 国交02】

-285-



【R1 国交02】-286-



【R1 国交02】

-287-



【R1 国交02】-288-



【R1 国交02】

-289-



【R1 国交02】-290-



【R1 国交02】

-291-



（参考） （参考） （参考） ⽬標① ⽬標②

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績

H23 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
H24 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
H25 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － 4.0% －
H26 20 0 0.0% 2 ▲5.1 ▲0 0.0% － 不明 ▲0 － ▲38.1 ー ー ー ー － ＋0％以上 不明 0.0% 0 4.0% －
H27 20 0 0.0% 0 ▲5.1 ▲0 0.0% － 不明 ▲0 － － ー ー ー ー － ＋0％以上 不明 0.0% 0 4.0% －
H28 0 0 － 0 ▲0 ▲0 － － 不明 ▲0 － － ー ー ー ー － ＋0％以上 不明 不明 不明 ー －
H29 44 0 0.0% 0 ▲229.0 ▲0 0.0% － 不明 ▲0 － － ー ー ー ー － ＋0％以上 不明 不明 不明 ー －
H30 44 0 0.0% － ▲229.0 ▲0 0.0% － 不明 ▲0 － － ー ー ー ー － ＋0％以上 不明 不明 不明 ー －
R1 0 － － － ▲0 － － － ▲0 － － － 不明 不明 － － － ＋0％以上 ー － － ー －
R2 2 － － － ▲526.0 － － － ▲375.0 － － － 不明 不明 － － － ー ー － － ー －
R3 2 － － － ▲526.0 － － － ▲375.0 － － － 不明 不明 － － － ー ー － － ー －
R4 2 － － － ▲526.0 － － － ▲375.0 － － － 不明 不明 － － － ー ー － － ー －

R5〜／
未定 － － － － － － － － － － － － 100 100 － － － － － － － ー －

減収額
（地⽅法⼈⼆税・地⽅法⼈特別税・百

万円）

「平成29年度から平成32年度までの間の⼈⼝10万⼈以上の各都市の
市域全体の延べ床⾯積に占める主要な拠点地域の延べ床⾯積割合
（都市機能集積率）を、各年度において、前年度⽐＋0％以上とする」
（平成28年度評価時）

⽬標
達成度実績 ⽬標

達成度租特の直
接的効果

「⽴地適正化計画に位置づけられた誘導施設の整備促
進を図る＜測定指標＞⽴地適正化計画に位置付けられ
た誘導施設について、都市機能誘導区域内に⽴地する
⺠間事業者により整備された当該施設数が計画策定時
と⽐較し増加している市町村数を令和7年までに100市
町村とする 」（令和元年度評価時から）

将来予測

租税特別措置等によって達成しようとする⽬標とその実現状況（効果）
【総括表】

適⽤実態調
査における
適⽤件数
（法⼈税・
件）

適⽤実態調
査における
租税特別措
置ごとの影
響額（地⽅
法⼈⼆税・
地⽅法⼈特
別税・百万
円）

租特の直
接的効果

実績⽬標値
（％）

適⽤件数
（法⼈税・件）

減収額
（法⼈税・百万円）

租税特別措置等の適⽤実態

（参考）
各年度における
都市集積率の

増減率

⽬標値
（市町村

数）
将来予測

適⽤実態調
査における
適⽤額の上
位10社割
合（法⼈
税・％）

政策⽬的

法⼈税 法⼈住⺠税 法⼈事業税

関係条項

要望内容

創設年度 H26 区分 延⻑

　措法第65条の7、第65条の8、第65条の9、第68条の78

過去の政策評価の実績

 　⼈⼝減少時代を迎えるに当たり、居住者の⽣活や経済活動が維持された持続可能な都市経営がなされるためには、⼀定の⼈⼝密度の維持、効率的にアクセス可能なエリアへの都市機能（医療・福祉・商業等）の⽴地を図る必要
があることから、地域の核となるエリアへの都市機能の計画的な配置等を推進し、もって都市再⽣の実現を⽬指すこと。

評価対象税⽬
義務対象 努⼒義務対象

　措置の適⽤期限を令和5年3⽉31⽇まで3年間延⻑する。

　H25国交11、H28国交10

＜令和2年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R1国交03） （評価実施府省︓国⼟交通省）

　都市機能誘導区域外から区域内への特定の事業⽤資産の買換え等の特例措置の延⻑
　（特定の資産の買換えの場合等の課税の特例（都市機能誘導区域の外から内への買換え））

措置の内容

平成29年度時点  　都市機能誘導区域外にある事業⽤の⼟地等、建物等（譲渡資産）の譲渡をし、都市機能誘導区域内の⼟地等、建物等及び機械装置等（買換資産）の取得等をした場合には、その買換資産につき、譲渡益の額の80％の範
囲内で圧縮記帳による課税の繰延べができる。また、特別勘定を設定した場合及び本制度の対象となる譲渡資産を交換した場合についても課税の繰延べができる。

平成30年度税制改正以後

令和元年度税制改正以後 　従前どおり

 　従前どおり

【基本情報】
   制度名
（措置名）

【R1 国交03】-292-



【R1 国交03】

-293-



【R1 国交03】-294-



【R1 国交03】

-295-



【R1 国交03】-296-



【R1 国交03】

-297-



（参考） （参考） （参考） ⽬標① ⽬標② ⽬標③

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績

H23 1 8 800.0% 8 ▲27.0 ▲484.0 1792.6% － 不明 不明 － ▲240.3 － 不明 不明 不明 － － － 5,745 不明 － － － 不明 不明 －

H24 1 6 600.0% 6 ▲27.0 ▲208.0 770.4% － 不明 不明 － ▲102.0 － 不明 40.0% 不明 － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 －

H25 不明 4 － 4 不明 ▲21.0 － － 不明 不明 － ▲10.4 － 不明 不明 不明 － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 －

H26 1 5 500.0% 5 ▲173.0 ▲92.0 53.2% － 不明 不明 － ▲47.4 － 不明 不明 不明 － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 －

H27 1 3 300.0% 3 ▲173.0 ▲78.0 45.1% － 不明 ▲32.0 － ▲37.7 42.6% 不明 ー 不明 － － － 4,435 不明 － － － 不明 不明 －

H28 5 5 100.0% 5 ▲100.0 ▲128.0 128.0% － 不明 ▲54.0 － ▲65.2 43.0% 不明 41.8% 不明 97.2% ー 不明 4,309 不明 － ＋0％以上 不明 不明 不明 －

H29 11 7 63.6% 7 ▲216.0 ▲3,778.0 1749.1% － 不明 ▲1,569.0 － ▲1,211.8 － 不明 42.1% 不明 － ー 不明 3,422 不明 － ＋0％以上 不明 不明 不明 －

H30 11 5 45.5% － ▲214.0 ▲1,316.0 615.0% － 不明 ▲550.0 － － － 不明 42.5% 不明 － ー 不明 3,149 不明 － ＋0％以上 不明 不明 不明 －

R1 5 － － － ▲1,316.0 － － － ▲637.0 － － － ー 不明 － － － ー 不明 － － － ー ー － － －

R2 5 － － － ▲1,316.0 － － － ▲637.0 － － － ー 不明 － － － ０ 不明 － － － ー ー － － －

R3 5 － － － ▲1,316.0 － － － ▲637.0 － － － ー 不明 － － － ー 不明 － － － ー ー － － －

R4 5 － － － ▲1,316.0 － － － ▲637.0 － － － 不明 不明 － － － ー 不明 － － － ー ー － － －
R5〜／
未定 5 － － － ▲1,316.0 － － － ▲637.0 － － － 44.5% ー － － － － ー － － － － － － － －

【総括表】
租税特別措置等によって達成しようとする⽬標とその実現状況（効果）租税特別措置等の適⽤実態

租特の直
接的効果

減収額
（地⽅法⼈⼆税・地⽅法⼈特別税・百万円）

「特に⼀体的かつ総合的に再開発を促進すべき地区等における宅
地⾯積に占める4階建て以上の建築物の宅地⾯積の割合（都
市機能更新率）を令和5年度に44.5％とする」

「密集市街地のうち、延焼危険性⼜は避難困難性が⾼く、地震
時等における最低限の安全性が確保されていない、著しく危険な
密集市街地の⾯積（平成30年度約3,149ha）を令和2年度
までに概ね解消する」

将来予測 将来予測 実績 ⽬標
達成度租特の直

接的効果

⽬標
達成度

⽬標値
(％）

適⽤実態調査
における適⽤件
数（法⼈税・
件）

適⽤実態調査にお
ける租税特別措置
ごとの影響額（地
⽅法⼈⼆税・地⽅
法⼈特別税・百万
円）

租特の直
接的効果

実績⽬標値
（％）

⽬標
達成度

適⽤件数
（法⼈税・件）

減収額
（法⼈税・百万円）

「⼈⼝10万⼈以上の各都市の市域全体の延べ床⾯積に占める
主要な拠点地域の延べ床⾯積割合（都市機能集積率）を前
年度⽐＋0％以上とする」（平成28年度評価時）

適⽤実態調査
における適⽤額
の上位10社割
合（法⼈
税・％）

⽬標値
（残⾯積・

ha）
将来予測 実績

政策⽬的

法⼈税 法⼈住⺠税 法⼈事業税

関係条項

要望内容

創設年度 S44 区分 延⻑

　措法第65条の7、第65条の8、第65条の9、第68条の78

過去の政策評価の実績

　市街地再開発事業の推進により、⼟地の合理的かつ健全な⾼度利⽤と都市機能の更新を図るとともに、コンパクトシティの推進及び密集市街地の解消を図ること。

評価対象税⽬
義務対象 努⼒義務対象

　措置の適⽤期限を令和5年3⽉31⽇まで3年間延⻑する。

　H22国交23、H25国交16、H28国交11

＜令和2年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R1国交04） （評価実施府省︓国⼟交通省）

　市街地再開発事業における特定の事業⽤資産の買換え等の特例措置の延⻑
　（特定の資産の買換えの場合等の課税の特例（既成市街地等及びこれに類する⼀定の区域内における⼟地の計画的かつ効率的な利⽤に資する施策の実施に伴う⼟地等の買換え））

措置の内容

平成29年度時点  　既成市街地等区域内にある事業⽤の⼟地等、建物等（譲渡資産）の譲渡をし、⼟地の計画的かつ効率的な利⽤に資する施策の実施に伴い、既成市街地等区域内にある⼟地等、建物等及び機械装置等（買換資産）の取
得等をした場合には、その買換資産につき、譲渡益の額の80％の範囲内で圧縮記帳による課税の繰延べができる。また、特別勘定を設定した場合及び本制度の対象となる譲渡資産を交換した場合についても課税の繰延べができる。

平成30年度税制改正以後

令和元年度税制改正以後 　従前どおり

　従前どおり

【基本情報】
  制度名

（措置名）

【R1 国交04】-298-



【R1 国交04】

-299-



【R1 国交04】-300-



【R1 国交04】

-301-



【R1 国交04】-302-



【R1 国交04】

-303-



【R1 国交04】-304-



【R1 国交04】

-305-



（参考） （参考） （参考） ⽬標

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績

H23 13 3 23.1% 3 ▲54.4 不明 － － 不明 不明 － ▲20.9 － － 5,745 不明 －
H24 不明 4 － 4 不明 ▲42.4 － － 不明 不明 － ▲22.2 － － 不明 不明 －
H25 不明 1 － 1 不明 ▲26.3 － － 不明 不明 － ▲13.6 不明 不明 不明 不明 －
H26 不明 17 － 17 不明 ▲639.3 － 94.0% 不明 不明 － ▲310.9 不明 不明 不明 不明 －
H27 不明 34 － 34 不明 ▲2,095.0 － 93.0% 不明 ▲857.0 － ▲976.0 不明 不明 4,450 不明 －
H28 7 31 442.9% 31 ▲236.0 ▲1,680.0 711.9% 93.3% 不明 ▲698.0 － ▲843.5 不明 不明 4,039 不明 －
H29 7 42 600.0% 42 ▲236.0 ▲715.0 303.0% 74.6% 不明 ▲297.0 － ▲361.0 不明 不明 3,422 不明 －
H30 7 20 285.7% － ▲236.0 ▲743.0 314.8% － 不明 ▲311.0 － － 不明 不明 3,149 不明 －
R1 20 － － － ▲743.0 － － － ▲360.0 － － － 不明 不明 － － －
R2 4 － － － ▲15.0 － － － ▲7.0 － － － 0 0 － － －
R3 5 － － － ▲18.0 － － － ▲9.0 － － － 不明 不明 － － －
R4 5 － － － ▲18.0 － － － ▲9.0 － － － 不明 不明 － － －

R5〜／
未定 － － － － － － － － － － － － － － － － －

【総括表】

適⽤実態調査
における適⽤件
数（法⼈税・
件）

適⽤実態調査
における租税特
別措置ごとの影
響額（地⽅法
⼈⼆税・地⽅法
⼈特別税・百万
円）

租特の直
接的効果

実績⽬標値
（残⾯積・ha）

⽬標
達成度

租税特別措置等によって達成しようとする⽬標とその実現状況（効果）

適⽤件数
（法⼈税・件）

減収額
（法⼈税・百万円）

「地震時等に著しく危険な密集市街地を概ね解消する
＜測定指標＞
地震時等に著しく危険な密集市街地の⾯積（平成30年度末3,149ヘ
クタール）について、令和2年度までに概ね解消することを⽬指す」

租税特別措置等の適⽤実態

将来予測

適⽤実態調査
における適⽤額
の上位10社割
合（法⼈
税・％）

減収額
（地⽅法⼈⼆税・地⽅法⼈特別税・百万円）

政策⽬的

法⼈税 法⼈住⺠税 法⼈事業税

関係条項

要望内容

創設年度 H16 区分 拡充・延⻑

＜令和2年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R1国交05） （評価実施府省︓国⼟交通省）

 　防災街区整備事業に係る事業⽤資産の買換特例等の延⻑
 　（特定の資産の買換えの場合等の課税の特例（防災再開発促進地区のうち危険密集市街地内における防災街区整備事業に関する都市計画の実施に伴う⼟地等の買換え））

措置の内容

平成29年度時点  　防災再開発促進地区のうち危険密集市街地内にある事業⽤の⼟地等、建物等（譲渡資産）の譲渡をし、防災街区整備事業に関する都市計画に従って⼟地等、建物等及び機械装置等（買換資産）の取得等をした場合に
は、その買換資産につき、譲渡益の額の80％の範囲内で圧縮記帳による課税の繰延べができる。また、特別勘定を設定した場合及び本制度の対象となる譲渡資産を交換した場合についても課税の繰延べができる。

平成30年度税制改正以後

令和元年度税制改正以後  　従前どおり

 　従前どおり

【基本情報】
   制度名
（措置名）

 　措法第65条の7、第65条の9、第68条の78、第68条の80

過去の政策評価の実績

 　特に⼤⽕の可能性が⾼い防災上危険な密集市街地において、防災街区整備事業を強⼒に促進することにより、当該密集市街地の防災に関する機能の確保と⼟地の合理的かつ健全な利⽤を図り、もって都市の安全性の向上を図
ること。

評価対象税⽬
義務対象 努⼒義務対象

 　措置の適⽤期限を令和5年3⽉31⽇まで3年間延⻑する。また、譲渡資産に係る要件について、平成30年の建築基準法の改正によって、「耐⽕建築物」⼜は「準耐⽕建築物」と同等以上の延焼防⽌性能を有する建築物が位置
付けられたこと等を踏まえて、拡充を⾏う。

 　H22国交35、H25国交22、H28国交14

【R1 国交05】-306-



【R1 国交05】

-307-



【R1 国交05】-308-



【R1 国交05】

-309-



【R1 国交05】-310-



【R1 国交05】

-311-



（参考） （参考） （参考）

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績

H23 39 33 84.6% 57 ▲8,606.0 ▲6,820.0 79.2% 72.0% 不明 不明 － ▲1,414.4 － ー ー ー － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － ー ー － － －

H24 39 20 51.3% 55 ▲8,606.0 ▲2,201.0 25.6% 75.6% 不明 不明 － ▲1,079.3 － ー ー ー － － － 10.2% 不明 － － － 8.3% 不明 － － － 22.0% 不明 － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － ー － － － －

H25 33 27 81.8% 53 ▲6,313.0 ▲2,708.0 42.9% 63.8% 不明 不明 － ▲964.1 － ー ー ー － － 不明 10.1% 不明 － － 不明 9.2% 不明 － － － 26.0% 不明 － － ー 不明 不明 － － － 不明 不明 － ー － － － －

H26 35 28 80.0% 63 ▲6,892.0 ▲3,904.0 56.6% 67.7% 不明 ▲882.0 － ▲1,608.6 － ー ー ー － － 不明 9.8% 不明 － － 不明 10.0% 不明 － － － 25.0% 不明 － － ー 44,129 不明 － － － 22.0% 不明 － ー － 不明 不明 －

H27 35 37 105.7% 68 ▲6,892.0 ▲5,141.0 74.6% 62.8% 不明 ▲1,008.0 － ▲1,392.6 ー ー ー ー － 12.0% 不明 9.8% 不明 81.7% － 不明 11.0% 不明 － － － 25.0% 不明 － － ー 90,290 不明 － － － 22.0% 不明 － ー － 不明 不明 －

H28 32 31 96.9% 48 ▲3,859.0 ▲3,386.0 87.7% 67.3% 不明 ▲664.0 － ▲952.5 ー ー ー ー － 10.0% 不明 9.2% 不明 92.0% 12.0% 不明 15.0% 不明 125.0% ー 不明 23.0% 不明 － 不明 不明 56,745 不明 － ー 不明 22.0% 不明 － ー － 不明 不明 －

H29 32 24 75.0% 42 ▲3,859.0 ▲2,298.0 59.5% 76.3% 不明 ▲450.0 － ▲780.1 － ー ー ー － － 不明 8.6% 不明 － － 不明 17.0% 不明 － ー 不明 26.0% 不明 － 不明 不明 102,834 不明 － ー 不明 22.0% 不明 － 14 － 不明 不明 －

H30 34 20 58.8% － ▲3,877.0 ▲2,739.0 70.6% － 不明 ▲537.0 － － － ー ー ー － － 不明 8.7% 不明 － － 不明 19.0% 不明 － ー 不明 22.0% 不明 － 不明 不明 50,153 不明 － ー 不明 22.0% 不明 － 14 － 不明 不明 －

R1 28 ー － － ▲3,351.0 － － － ▲658.0 － － － ー 不明 － － － 10.0% 10.0% － － － ー 20.0% － － － 22.0% 22.0% － － － 90,000 90,000 － － － 22.0% 22.0% － － － 14 不明 － － －

R2 28 ー － － ▲3,351.0 － － － ▲468.0 － － － ー 不明 － － － 10.0% 10.0% － － － 21.0% 22.0% － － － 22.0% 22.0% － － － 90,000 90,000 － － － 22.0% 22.0% － － － 14 不明 － － －

R3 28 ー － － ▲3,351.0 － － － ▲468.0 － － － ー 不明 － － － 10.0% 10.0% － － － ー ー － － － 22.0% 22.0% － － － 90,000 90,000 － － － 22.0% 22.0% － － － 14 不明 － － －

R4 28 ー － － ▲3,351.0 － － － ▲468.0 － － － 21.0% 不明 － － － 10.0% 10.0% － － － ー ー － － － 22.0% 22.0% － － － 90,000 90,000 － － － 22.0% 22.0% － － － 14 不明 － － －

R5～／
未定 － － － － － － － － － － － － － ー － － － － － － － － － － － － － ー － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

「(内航)本税制特例措置が適用される年間代
替取得隻数を14隻以上とする」

目標値
(隻) 将来予測 実績 目標

達成度租特の直
接的効果

目標⑥

租特の直
接的効果

「(内航）CO2：令和4年度までに内航海運か
らのCO2排出量年間9万トン削減（省エネに資
する船舶を年間70隻程度普及）を図る」

目標値
（t-CO2) 将来予測 実績 目標

達成度

「(内航)NOx：新造船について平成23年からの
国際海事機関（IMO）二次規制削減率（一
次規制値比：20％削減）を上回る22％の削
減を行う」

目標値
（％） 将来予測 目標

達成度租特の直
接的効果

実績 目標
達成度将来予測

「（外航）CO2:令和2年度までに日本商船隊
からのCO2排出量を平成16年度比で、21％削
減する」

目標⑤目標①

租特の直
接的効果

将来予測 目標値
（％） 将来予測

「(外航）輸送比率：平成29年時点における
過去6年間の日本商船隊の輸送比率である約
10％を元に、引き続きその輸送比率を維持す
る」

目標値
（％）

目標⑦

適用実態調査に
おける適用額の
上位10社割合
（法人税（日本
船舶に係る措置
全体）・％）

目標値
（％） 将来予測 実績 目標

達成度租特の直
接的効果

目標
達成度 租特の直

接的効果

減収額
（地方法人二税・地方法人

特別税・百万円）

「(外航)NOx：新造船について平成23年からの
国際海事機関（IMO）2次規制削減率（1次
規制値比20％削減）を上回る22％削減する」

「（外航）CO2:令和４年度までに日本商船隊
の燃費効率を平成20年度比で21％改善する」
（令和元年度評価時から）

実績

目標④目標② 目標③

租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

実績

【総括表】

適用実態調査に
おける適用件数
（法人税（日本
船舶に係る措置
全体）・件）

適用実態調査に
おける租税特別
措置ごとの影響
額（地方法人二
税・地方法人特
別税（日本船舶
に係る措置全
体）・百万円）

租特の直
接的効果

実績目標値
（％）

目標
達成度

適用件数
（法人税・件）

減収額
（法人税・百万円）

租税特別措置等の適用実態

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 S49 区分 延長

　措法第65条の7、第65条の8、第65条の9、第66条の6

過去の政策評価の実績

（外航）
 　外航船舶の調達には多額の資金を要するところ、譲渡船舶の売却益を活用して代替を促進することにより、計画的かつ安定的に日本商船隊の維持・整備を図りつつ、環境負荷低減を実現すること。
（内航）
 　多額の資金を要する船舶の調達において、譲渡船舶の売却益を活用して代替船舶を確保し、我が国の国民生活及び経済活動を支える基幹的輸送インフラである内航海運に係る船舶の代替を促進することで、安定的な輸送サービ
スの確保を図りつつ、環境負荷の低減を実現すること。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

 　措置の適用期限を令和5年3月31日まで3年間延長する。

　H22国交37、H25国交31、H28国交16

＜令和2年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R1国交06） （評価実施府省：国土交通省）

 　海上運送業における特定の事業用資産の買換等の場合の課税の特例措置の延長
 　（特定の資産の買換えの場合等の課税の特例（日本船舶から日本船舶への買換え））

措置の内容

平成29年度時点  　海洋運輸業又は沿海運輸業の用に供される日本船舶（譲渡資産）の譲渡をし、新たに同業の用に供される日本船舶（買換資産）の取得等をした場合には、その買換資産につき、譲渡益の額の80％の範囲内で圧縮記帳による
課税の繰延べができる。また、特別勘定を設定した場合及び本制度の対象となる譲渡資産を交換した場合についても課税の繰延べができる。

平成30年度税制改正以後

令和元年度税制改正以後  　従前どおり

 　従前どおり

【基本情報】
  制度名
（措置名）

【R1 国交06】-312-



【R1 国交06】

-313-



【R1 国交06】-314-



【R1 国交06】

-315-



【R1 国交06】-316-



【R1 国交06】

-317-



【R1 国交06】-318-



【R1 国交06】

-319-



【R1 国交06】-320-



【R1 国交06】

-321-



【R1 国交06】-322-



【R1 国交06】

-323-



（参考） （参考） （参考）

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 単年度 累計 単年度

H23 － － － 57 － － － 72.0% － － － ▲1,414.4 － － － － － －
H24 － － － 55 － － － 75.6% － － － ▲1,079.3 － － － － － －
H25 － － － 53 － － － 63.8% － － － ▲964.1 － － － － － －
H26 50 9 18.0% 63 ▲852.0 ▲135.0 15.8% 67.7% 不明 ▲50.0 － ▲1,608.6 － 不明 144 144 不明 －
H27 50 13 26.0% 68 ▲852.0 ▲205.0 24.1% 62.8% 不明 ▲73.0 － ▲1,392.6 － 不明 332 188 不明 －
H28 20 18 90.0% 48 ▲226.0 ▲220.0 97.3% 67.3% 不明 ▲75.0 － ▲1,146.8 1,320 269 543 211 不明 41.1%
H29 30 12 40.0% 42 ▲420.0 ▲136.0 32.4% 76.3% 不明 ▲48.0 － ▲780.1 － 不明 158 158 不明 －
H30 30 11 36.7% － ▲420.0 ▲190.0 45.2% － 不明 ▲80.0 － － － 不明 326 168 不明 －
R1 11 － － － ▲141.0 － － － ▲59.0 － － － 1,320 191 － － － －
R2 15 － － － ▲207.0 － － － ▲87.0 － － － － 228 － － － －
R3 15 － － － ▲207.0 － － － ▲87.0 － － － － 228 － － － －
R4 15 － － － ▲207.0 － － － ▲87.0 － － － 700 228 － － － －

R5～／
未定 － － － － － － － － － － － － － － － － － －

【総括表】
租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）租税特別措置等の適用実態

実績

目標

適用実態調査
における適用件
数（法人税
（日本船舶に
係る措置全
体）・件）

適用実態調査にお
ける租税特別措置
ごとの影響額（地
方法人二税・地方
法人特別税（日
本船舶に係る措置
全体）・百万円） 租特の直

接的効果

目標値
（t）

（累計）

目標
達成度

適用件数
（法人税・件）

減収額
（法人税・百万円）

適用実態調査
における適用額
の上位10社割
合（法人税
（日本船舶に
係る措置全
体）・％）

減収額
（地方法人二税・地方法人特別税・百万円）

「港湾整備等に係る環境負荷の低減を図る＜測定指標＞作業船からの
ＮＯｘ排出量を令和2年度から令和4年度までの3年間で700t削減す
る」

将来予測

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 H26 区分 延長

＜令和2年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R1国交07） （評価実施府省：国土交通省）

　港湾の整備、維持管理及び防災対策等に係る作業船の買換等の場合の課税の特例措置の延長
　（特定の資産の買換えの場合等の課税の特例（船齢40年未満の日本船舶（作業船）の日本船舶（作業船）への買換え））

措置の内容

平成29年度時点  　日本船舶のうち、船齢40年未満の作業船（譲渡資産）の譲渡をし、新たに作業船（買換資産）の取得等をした場合には、その買換資産につき、譲渡益の額の80％の範囲内で圧縮記帳による課税の繰延べができる。また、特別勘定を設
定した場合及び本制度の対象となる譲渡資産を交換した場合についても課税の繰延べができる。

平成30年度税制改正以後

令和元年度税制改正以後  　従前どおり

 　従前どおり

【基本情報】
   制度名
（措置名）

　措法第65条の7、第65条の8、第65条の9

過去の政策評価の実績

　老朽化が進む作業船の買換を促進し、港湾整備等にかかる環境負荷の低減を図る。また、円滑な港湾整備等の推進や大規模災害発生時における災害復旧の円滑な実施能力の強化を図ること。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　措置の適用期限を令和5年3月31日まで3年間延長する。

　H25国交34、H28国交18

【R1 国交07】-324-



【R1 国交07】

-325-



【R1 国交07】-326-



【R1 国交07】

-327-



【R1 国交07】-328-



【R1 国交07】

-329-



（参考） （参考） （参考） 目標① 目標②

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績

H23 不明 不明 － 122 不明 不明 － 96.2% 不明 不明 － ▲464.6 不明 不明 5 不明 － 不明 不明 12 不明 －
H24 不明 不明 － 87 不明 不明 － 99.1% 不明 不明 － ▲369.1 不明 不明 10 不明 － 不明 不明 21 不明 －
H25 不明 1 － 95 不明 ▲32.0 － 96.1% 不明 不明 － ▲226.3 不明 不明 42 不明 － 不明 不明 13 不明 －
H26 不明 4 － 9 不明 ▲130.0 － － 不明 不明 － ▲100.7 不明 不明 40 不明 － 不明 不明 6 不明 －
H27 不明 0 － 5 不明 ▲0 － － 不明 不明 － ▲108.1 不明 不明 19 不明 － 不明 不明 12 不明 －
H28 2 0 0.0% 3 ▲59.0 ▲0 0.0% － 不明 ▲0 － ▲116.3 不明 不明 6 ー － 不明 不明 6 ー －
H29 4 0 0.0% 3 ▲118.0 ▲0 0.0% － 不明 ▲0 － ▲44.2 不明 不明 8 ー － 不明 不明 12 ー －
H30 10 0 0.0% － ▲295.0 ▲0 0.0% － 不明 ▲0 － － 不明 不明 19 ー － 不明 不明 8 ー －
R1 2 － － － ▲100.0 － － － ▲24.0 － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － － －
R2 2 － － － ▲100.0 － － － ▲24.0 － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － － －
R3 11 － － － ▲550.0 － － － ▲132.0 － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － － －
R4 11 － － － ▲550.0 － － － ▲132.0 － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － － －

R5～／
未定 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

将来予測

適用実態調査
における適用額
の上位10社割
合（法人税
（航空機騒音
障害区域に係
る措置全
体）・％）

目標値
（件） 将来予測 実績 目標

達成度租特の直
接的効果

減収額
（地方法人二税・地方法人特別税・百万円）

「航空機の騒音により生じる障害が特に著しい地域内に居
住する住民の移転を促進する。
＜測定指標＞
（成田国際空港以外の特定飛行場）飛行場周辺に残
存する移転対象約1110件（うち、法人約420件）の移
転をできる限り促進する」

「航空機の騒音により生じる障害が特に著しい地域内に居
住する住民の移転を促進する。
＜測定指標＞
（成田国際空港）成田国際空港周辺に残存する移転対
象約230件（うち、法人約30件）の移転をできる限り促
進するとともに、今後、『成田空港の更なる機能強化』で騒
音対策区域の拡大を予定しており、移転対象が大幅に増
加することから、新規移転対象の移転をできる限り促進す
る」

【総括表】

適用実態調査
における適用件
数（法人税
（航空機騒音
障害区域に係
る措置全
体）・件）

適用実態調査にお
ける租税特別措置
ごとの影響額（地
方法人二税・地方
法人特別税（航
空機騒音障害区
域に係る措置全
体）・百万円）

租特の直
接的効果

実績目標値
（件）

目標
達成度

適用件数
（法人税・件）

減収額
（法人税・百万円）

租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）租税特別措置等の適用実態

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 S44 区分 延長

　措法第65条の7、第65条の8、第65条の9、第68条の79、第68条の80

過去の政策評価の実績

 　第2種区域（騒防法）及び航空機騒音障害防止特別地区（特騒法）内の住民の移転を促進することにより、当該住民の生活の安定及び福祉の向上を目指し、特定飛行場及び特定空港と周辺地域との調和ある発展を図るこ
と。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

 　措置の適用期限を令和5年3月31日まで3年間延長する。

　H22国交43、H25国交37、H28国交19

＜令和2年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R1国交08） （評価実施府省：国土交通省）

 　航空機騒音対策事業に係る特定の事業用資産の買換え等の特例措置の延長
 　（特定の資産の買換えの場合等の課税の特例（航空機騒音障害区域の内から外への買換え））

措置の内容

平成29年度時点  　航空機騒音障害区域内にある事業用の土地等、建物等（譲渡資産）の譲渡をし、航空機騒音障害区域外の地域内の土地等、建物等及び機械装置等（買換資産）の取得等をした場合には、その買換資産につき、譲渡益の
額の80％の範囲内で圧縮記帳による課税の繰延べができる。また、特別勘定を設定した場合及び本制度の対象となる譲渡資産を交換した場合についても課税の繰延べができる。

平成30年度税制改正以後

令和元年度税制改正以後  　従前どおり

 　従前どおり

【基本情報】
  制度名
（措置名）

【R1 国交08】-330-



【R1 国交08】

-331-



【R1 国交08】-332-



【R1 国交08】

-333-



【R1 国交08】-334-



【R1 国交08】

-335-



【R1 国交08】-336-



【R1 国交08】

-337-



（参考） （参考） （参考）

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績

H23 不明 810 － 810 不明 ▲115,500.0 － 47.4% 不明 不明 － ▲48,376.2 ー ー ー ー － － 不明 不明 不明 － － － 不明 不明 － － 不明 不明 不明 －

H24 不明 818 － 818 不明 ▲71,100.0 － 38.9% 不明 不明 － ▲33,515.7 ー ー ー ー － － 不明 不明 不明 － － － 53.0% 不明 － － 不明 120.0 不明 －

H25 不明 908 － 908 不明 ▲63,900.0 － 40.0% 不明 不明 － ▲39,260.4 ー ー ー ー － 13.1 不明 15.5 不明 81.7% － － 不明 不明 － － 不明 128.0 不明 －

H26 818 883 107.9% 883 ▲71,100.0 ▲88,900.0 125.0% 48.5% 不明 不明 － ▲53,529.7 ー ー ー ー － 13.1 不明 15.1 不明 84.7% － 不明 不明 不明 － 150.0 不明 126.0 不明 84.0%

H27 818 867 106.0% 867 ▲71,100.0 ▲66,800.0 94.0% 34.6% 不明 ▲40,170.7 － ▲40,170.7 ー ー ー ー － 13.1 不明 14.7 不明 87.8% － 60.0% 66.0% 不明 － － 不明 129.0 不明 －

H28 896 988 110.3% 988 ▲63,500.0 ▲88,300.0 139.1% 42.6% 不明 ▲50,998.1 － ▲50,998.1 ー ー ー ー － 13.1 14.3 14.3 不明 90.8% － 不明 67.0% 不明 － － 133.0 129.0 不明 －

H29 896 832 92.9% 832 ▲63,500.0 ▲80,500.0 126.8% 37.9% 不明 ▲39,853.4 － ▲39,853.4 ー ー ー ー － 13.1 13.9 13.9 不明 93.9% 73.0% 72.0% 70.0% 不明 95.9% 141.0 137.0 132.0 不明 93.6%

H30 896 896 100.0% － ▲63,500.0 ▲78,500.0 123.6% － 不明 ▲43,674.0 － － ー ー ー ー － 13.1 13.5 13.5 不明 96.9% － 不明 72.0% 不明 － － 141.0 131.0 不明 －

R1 896 － － － ▲78,500.0 － － － ▲43,674.0 － － － ー 2.7 － － － 13.1 13.1 － － － 79.0% 75.0% － － － 146.0 ー － － －

R2 896 － － － ▲78,500.0 － － － ▲43,674.0 － － － ー 2.7 － － － 13.1 13.1 － － － ー 78.0% － － － ー ー － － －

R3 896 － － － ▲78,500.0 － － － ▲43,674.0 － － － ー 2.8 － － － 13.1 13.1 － － － ー 83.0% － － － ー ー － － －

R4 896 － － － ▲78,500.0 － － － ▲43,674.0 － － － 2.8 2.8 － － － 13.1 13.1 － － － 87.0% 87.0% － － － ー ー － － －
R5〜／
未定 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

⽬標④

租税特別措置等によって達成しようとする⽬標とその実現状況（効果）

実績⽬標
達成度

⽬標値
（万件） 将来予測 実績 ⽬標

達成度租特の直
接的効果

⽬標①

【総括表】
租税特別措置等の適⽤実態

租特の直
接的効果

減収額
（地⽅法⼈⼆税・地⽅法⼈特別税・百

万円）

「法⼈及び世帯が所有する宅地などに係る低未
利⽤地（空き地等）の⾯積（平成25年︓
15.5万ha→令和4年︓13.1万ha ）」

「⼟地取引数（平成25年︓128万件→平成
31年︓146万件）」（平成28年度評価時）

将来予測 将来予測 実績 ⽬標
達成度租特の直

接的効果

⽬標
達成度

「機関⾞の新製割合（JR化後新造機関⾞数/
総保有機関⾞数）を増加させる（令和4年度
末までに87％）」

⽬標値
(万件) 将来予測

適⽤実態調査
における適⽤件
数（法⼈税・
件）

適⽤実態調査にお
ける租税特別措置
ごとの影響額（地
⽅法⼈⼆税・地⽅
法⼈特別税・百万
円）

租特の直
接的効果

実績⽬標値
（万ha）

適⽤件数
（法⼈税・件）

減収額
（法⼈税・百万円）

適⽤実態調査
における適⽤額
の上位10社割
合（法⼈
税・％）

⽬標値
（％）

「法⼈の⻑期保有⼟地の取引件数（平成29
年︓2.7万件→令和4年︓2.8万件）」（令和
元年度評価時から）

⽬標② ⽬標③

政策⽬的

法⼈税 法⼈住⺠税 法⼈事業税

関係条項

要望内容

創設年度 H6 区分 拡充・延⻑

 　措法第65条の7、第65条の8、第65条の9、第68条の78、第68条の79、第68条の80

過去の政策評価の実績

 　⻑期保有⼟地等の譲渡益を活⽤した設備投資需要を喚起することで、企業の⽣産性向上、国内の産業空洞化防⽌、⼟地取引の活性化を通じた⼟地の有効利⽤、不動産ストックの価値向上や地域活性化を実現し、もってデフレ
からの完全な脱却と名⽬GDP600兆円に向けた経済成⻑の実現を図ること。
（鉄道関係）
 　環境対策、エネルギー対策の観点から推進されるモーダルシフト施策の受け⽫として重要な役割を担う鉄道貨物輸送の近代化等のためモーダルシフトに資する機関⾞の導⼊を促進すること。

評価対象税⽬
義務対象 努⼒義務対象

 　措置の適⽤期限を令和5年3⽉31⽇まで3年間延⻑する。

 　H23国交04、H26国交12、H28国交04

＜令和2年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R1国交09） （評価実施府省︓国⼟交通省）

 　⻑期保有⼟地等に係る事業⽤資産の買換え等の場合の課税の特例措置の延⻑等
 　（特定の資産の買換えの場合等の課税の特例（所有期間が10年を超える国内にある⼟地等、建物⼜は構築物から国内にある⼀定の⼟地等、建物若しくは構築物⼜は国内にある鉄道事業⽤⾞両運搬具への買換え））

措置の内容

平成29年度時点
 　国内にある所有期間が10年を超える⼟地等、建物若しくは構築物⼜は鉄道事業⽤⾞両運搬具（譲渡資産）の譲渡をし、新たに⼟地等、建物若しくは構築物⼜は鉄道事業⽤⾞両運搬具（買換資産）の取得等をした場合に
は、その買換資産につき、譲渡益の額の80％の範囲内で圧縮記帳による課税の繰延べができる。また、特別勘定を設定した場合及び本制度の対象となる譲渡資産を交換した場合についても課税の繰延べ（地域再⽣法の集中地域
以外の地域から集中地域への買換えに係る課税の繰延べ割合は、75％（⼀定の集中地域への買換えの場合には70％））ができる。

平成30年度税制改正以後

令和元年度税制改正以後  　従前どおり

 　従前どおり

【基本情報】
   制度名
（措置名）

【R1 国交09】-338-



【R1 国交09】

-339-



【R1 国交09】-340-



【R1 国交09】

-341-



【R1 国交09】-342-



【R1 国交09】

-343-



【R1 国交09】-344-



【R1 国交09】

-345-



【R1 国交09】-346-



【R1 国交09】

-347-



【R1 国交09】-348-



環境省 





番号 制度名

環境01 特定廃棄物最終処分場における特定災害防止準備金の損金算入等に係る特例措置の延長

 環境省

-351-



（参考） （参考） （参考） 目標① 目標② 目標③

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績

H23 不明 不明 － 119 ▲2,350.0 ▲2,725.8 116.0% 71.9% 不明 不明 － ▲675.3 ー ー ー ー － ー ー ー ー － 不明 7,838 9,086 不明 －
H24 不明 132 － 122 不明 ▲900.0 － 68.6% 不明 不明 － ▲525.7 ー ー ー ー － ー ー ー ー － 不明 不明 8,387 不明 －
H25 不明 105 － 105 ▲2,579.0 ▲700.0 27.1% 69.7% 不明 不明 － ▲483.4 ー ー ー ー － ー ー ー ー － 不明 不明 7,435 不明 －
H26 不明 119 － 119 不明 ▲300.0 － 62.1% 不明 不明 － ▲266.5 ー ー ー ー － ー ー ー ー － 不明 不明 5,832 不明 －
H27 不明 117 － 117 不明 ▲200.0 － 60.3% 不明 不明 － ▲154.0 ー ー ー ー － ー ー ー ー － 不明 不明 8,398 不明 －
H28 不明 109 － 109 不明 ▲400.0 － 55.2% 不明 ▲270.0 － ▲269.8 ー ー ー ー － ー ー ー ー － 不明 不明 5,581 不明 －
H29 120 150 125.0% 150 ▲200.0 ▲400.0 200.0% 60.0% 不明 ▲334.0 － ▲334.0 ー ー ー ー － ー ー ー ー － 不明 不明 6,687 不明 －
H30 120 不明 － － ▲200.0 不明 － － 不明 不明 － － ー ー ー ー － ー ー ー ー － 不明 不明 6,833 不明 －
R1 125 － － － 不明 － － － 不明 － － － 不明 不明 － － － ー 不明 － － － 不明 不明 － － －
R2 125 － － － 不明 － － － 不明 － － － 不明 不明 － － － 10 不明 － － － 不明 6,760 － － －
R3 125 － － － 不明 － － － 不明 － － － 不明 不明 － － － 不明 不明 － － － 不明 6,760 － － －
R4 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

R5～／
未定 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

【総括表】

適用実態調
査における適
用件数（法
人税・件）

適用実態調査
における適用額
の上位10社割
合（法人
税・％）

適用実態調査
における租税特
別措置ごとの影
響額（地方法
人二税・地方
法人特別税・
百万円）

租特の直
接的効果

実績

適用件数
（法人税・件）

減収額
（法人税・百万円）

将来予測

租税特別措置等の適用実態

目標
達成度目標値

「産業廃棄物最終処分場の残余年数について、令和2年度の
時点で要最終処分量の10年分程度を確保する」（令和元年
度評価時から）

租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

目標値
（年）

目標
達成度

産業廃棄物最終処分場の残余年数一般廃棄物最終処分場の残余年数

「 一般廃棄物最終処分場の残余年数について、令和4年度の
時点で、平成29年度の水準（20年分）を維持する」（令和
元年度評価時から）

目標値
（百万円）

維持管理積立金の積立額

目標
達成度将来予測 実績 租特の直

接的効果

減収額
（地方法人二税・地方法人特別税・

百万円）

将来予測 実績 租特の直
接的効果

「廃棄物の最終処分場の維持管理に必要な額の積立てを確
実に行わせる」

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 H10 区分 延長過去の政策評価の実績

  最終処分場の適切な維持管理の促進及び最終処分場の十分な受け入れ容量の確保の推進をすること。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

  措置の適用期限を令和4年3月31日まで2年間延長する。

  H23環境02、H25環境04、H27環境01、H29環境01

  措法第56条、第68条の46

＜令和2年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R1環境01） （評価実施府省：環境省）

  特定廃棄物最終処分場における特定災害防止準備金の損金算入等に係る特例措置の延長
　（特定災害防止準備金）

措置の内容

平成29年度時点  　廃棄物処理施設の設置の許可を受けた法人が、特定廃棄物最終処分場の埋立処分の終了後における維持管理に要する費用の支出に備えるため、(独)環境再生保全機構に維持管理積立金として積み立てた金額のうち都道府県知事が
通知する金額を準備金として積み立てたときは、積立額の損金算入ができる。

平成30年度税制改正以後

令和元年度税制改正以後

   制度名
（措置名）

　準備金の取崩し事由を見直し

【基本情報】

 　従前どおり

【R1 環境01】-352-



【R1 環境01】

-353-



 

【R1 環境01】-354-



【R1 環境01】

-355-



【R1 環境01】-356-



【R1 環境01】

-357-



【R1 環境01】-358-



防衛省 





番号 制度名

防衛01 特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例

 防衛省

-361-



（参考） （参考） （参考） 目標① 目標②

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 累計 単年度

H23 15 6 40.0% 122 ▲561.0 ▲235.0 41.9% 96.2% 不明 不明 － ▲464.6 － ー － － ー － 不明 不明 不明 不明 －
H24 10 6 60.0% 87 ▲331.0 ▲136.0 41.1% 99.1% 不明 不明 － ▲369.1 － ー － ー ー － 不明 不明 不明 不明 －
H25 17 13 76.5% 95 ▲430.0 ▲317.0 73.7% 96.1% 不明 不明 － ▲226.3 － ー － ー ー － 不明 不明 75 不明 －
H26 6 5 83.3% 9 ▲150.0 ▲64.0 42.7% － 不明 不明 － ▲100.7 － ー － ー ー － 不明 不明 69 不明 －
H27 6 7 116.7% 5 ▲150.0 ▲162.0 108.0% － 不明 不明 － ▲108.1 － ー － ー ー － 不明 不明 68 不明 －

H28 3 1 33.3% 3 ▲190.0 ▲3.0 1.6% － 不明 ▲1.4 － ▲116.3 ー ー ー ー ー － 不明 不明 69 不明 －

H29 8 2 25.0% 3 ▲162.0 ▲122.0 75.3% － 不明 ▲66.0 － ▲44.2 ー ー ー ー ー － 不明 不明 67 不明 －
H30 8 6 75.0% － ▲160.0 ▲70.0 43.8% － 不明 ▲38.0 － － ー ー ー ー ー － 不明 不明 50 不明 －
R1 1 － － － ▲12.0 － － － ▲7.0 － － － ー ー 15戸・45.5ha － － － ー ー － － －
R2 3 － － － ▲20.0 － － － ▲11.0 － － － ー 10戸・31.2ha 10戸・31.2ha － － － ー ー － － －
R3 3 － － － ▲34.0 － － － ▲18.0 － － － ー 23戸・48.4ha 13戸・17.2ha － － － ー ー － － －
R4 9 － － － ▲215.0 － － － ▲117.0 － － － 31戸・61ha 31戸・61.3ha 8戸・12.9ha － － － ー ー － － －

R5～／
未定 － － － － － － － － － － － － － ー － － － － － － － － －

「航空機騒音障害区域における移転の補償等が未実施の約12,000戸
について、移転希望者に対し移転の補償等を促進する」（平成28年度
評価時）

将来予測

適用実態調査
における適用件
数（法人税
（航空機騒音
障害区域に係
る措置全
体）・件）

適用実態調査にお
ける租税特別措置
ごとの影響額（地
方法人二税・地方
法人特別税（航
空機騒音障害区
域に係る措置全
体）・百万円）

租特の直
接的効果

実績目標値
(戸・ha)

目標
達成度

適用件数
（法人税・件）

減収額
（法人税・百万円）

「航空機騒音障害区域における移転の補償等が未実施の約11,500戸、
5,700haのうち、令和元年度末に移転の希望があると見込まれる事業用資
産288戸、67haに対し令和4年度までの3年間に移転の補償等を31戸、
61ha実施する」（令和元年度評価時）

【総括表】

適用実態調査
における適用額
の上位10社割
合（法人税
（航空機騒音
障害区域に係
る措置全
体）・％） 目標値

（戸） 将来予測 実績 目標
達成度租特の直

接的効果

減収額
（地方法人二税・地方法人特別税・

百万円）

租税特別措置等の適用実態 租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 S49 区分 延長

＜令和2年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R1防衛01） （評価実施府省：防衛省）

 　特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例
 　（特定の資産の買換えの場合等の課税の特例（航空機騒音障害区域の内から外への買換え））

措置の内容

平成29年度時点  　航空機騒音障害区域内にある事業用の土地等、建物等（譲渡資産）の譲渡をし、航空機騒音障害区域外の地域内の土地等、建物等及び機械装置等（買換資産）の取得等をした場合には、その買換資産につき、譲渡益の
額の80％の範囲内で圧縮記帳による課税の繰延べができる。また、特別勘定を設定した場合及び本制度の対象となる譲渡資産を交換した場合についても課税の繰延べができる。

平成30年度税制改正以後

令和元年度税制改正以後  　従前どおり

 　従前どおり

【基本情報】
 制度名

（措置名）

　措法第65条の7、第65条の8、第65条の9、第68条の78、第68条の79、第68条の80

過去の政策評価の実績

 　航空機騒音障害区域からの移転を希望する建物等の所有者に対して移転補償や土地の買入れを行うことにより、関係住民の生活の安定及び福祉の向上に寄与すること。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

 　措置の適用期限を令和5年3月31日まで3年間延長する。

　H22防衛01、H25防衛01、H28防衛02
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